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◎開会及び開議の宣告 

 

○議長（坂本正紀君） これより第62回南部町議会定例会を開会いたします。 

 本日の会議を開きます。議事日程はお手元に配付のとおりです。 

（午前10時00分） 

                                           

 

◎議会運営委員会委員長の報告 

 

○議長（坂本正紀君） ここで議会運営委員長から、本定例会の運営について運営委員会の報告

を求めます。議会運営委員長 河門前正彦君。 

（議会運営委員会委員長 河門前正彦君 登壇） 

 

○議会運営委員会委員長（河門前正彦君） おはようございます。議会運営委員会の報告をいた

します。去る５月29日に議会運営委員会を開催し、第62回南部町議会定例会の運営について協議

をいたしましたので、決定事項を報告いたします。 

 本定例会に付議されました事件は、町長提出議案が報告９件、議案は条例など７件、平成27年

度補正予算２件でございます。そのほかの案件といたしましては、常任委員会報告などがござい

ます。一般質問は９名から通告があり、その内容はお手元に配付しております一般質問通告一覧

表のとおりでございます。 

 以上のことを踏まえて、本定例会の会期は本日６月５日から６月10日までの６日間といたしま

した。なお会期中、６月６日と７日は休日のため休会といたします。 

 以上のとおり決定いたしましたので、理事者並びに議員各位のご協力をよろしくお願い申し上

げまして、議会運営委員会の報告を終わります。 

 

○議長（坂本正紀君） 議会運営委員長の報告が終わりました。 
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◎会議録署名議員の指名 

 

○議長（坂本正紀君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

 会議録署名議員は、会議規則第126条の規定により、議長において１番山田賢司君、18番東寿

一君を指名します。 

                                           

 

◎会期の決定 

 

○議長（坂本正紀君） 日程第２、会期の決定を議題とします。 

 お諮りします。本定例会の会期は、議会運営委員会の報告のとおり本日６月５日から６月10日

までにしたいと思います。ご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 

○議長（坂本正紀君） 異議なしと認めます。 

 会期は、本日から６月10日までの６日間に決定しました。 

 お諮りします。ただいま決定されました６日間の会期中、６月６日と７日は休日のため、６月

２日、３日は議案熟考のため休会にしたいと思います。ご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 

○議長（坂本正紀君） 異議なしと認めます。 

 ただいまの２日間は休会とすることに決定しました。 

                                           

 

◎諸般の報告 

 

○議長（坂本正紀君） 日程第３、諸般の報告をします。 

 諸般の報告につきましては、お手元に配付のとおりです。朗読は省略します。 

 今期定例会の上程は町長提出の案件が報告９件、議案９件、ほかに、常任委員会報告などがあ

ります。日程により、それぞれ議題とします。 
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◎町長提出議案提案理由の説明 

 

○議長（坂本正紀君） 日程第４、町長提出議案提案理由の説明を求めます。町長の登壇を求め

ます。町長。 

（町長 工藤祐直君 登壇） 

 

○町長（工藤祐直君） それでは、定例会の開会にあたりまして、ごあいさつと提案理由の概

要について、ご説明を申し上げます。 

本日招集の第62回南部町議会定例会を開会するにあたり、議員各位には何かとご多忙のとこ

ろご出席をいただき、提出案件につきましてご審議を賜りますことに、厚くお礼申し上げます。 

さて、４月上旬の低温により、農作物の生育状況が心配されましたが、その後は好天が続い

たこともあり、水稲につきましては、ほぼ例年どおりの時期に田植え作業が始まり、５月末時

点での進捗率は９割近くとなっています。今日現在におきましてはほぼ100％の進捗状況ではな

いでしょうか。 

さくらんぼは、４月上旬の低温により、平野部を中心に凍害があったものの、５月21日、町

内40箇所の観光農園で実施した作柄調査では、平年より多い着果数となっていることが確認さ

れました。 

主力品種「佐藤錦」は、平年より10日ほど早いペースで生育が進み、着果数は過去10年の平

均をやや上回っており、今月15日から開催される「さくらんぼ狩り」は、多くの来場者で賑わ

うものと期待しております。 

りんごも、４月上旬に凍害が一部で発生したものの、生育は順調で、平年より10日ほど早い

ペースで進んでいます。ぼたんの花も例年より早く見頃を迎え、５月27日までの日程で開催さ

れたぼたんまつりには、期間中、県内外から多くの来園者が訪れ、園内に咲き誇る大輪のぼた

んを楽しまれました。 

また、今年４月に販売したプレミアム商品券は、用意した5,000セットが４日間で完売となる

など、非常に好評であったと伺っております。８月には２回目の販売を予定しておりますが、

町経済の活性化や家計の支援に大きな効果が見込まれるものであります。 

今月13日と14日の２日間、当町を主会場にして開催されます、恒例の三戸郡総合体育大会で
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ありますが、陸上競技やバスケットボールなど、16種目に参加する288名の選手団の皆さんには、

平成23年以来の総合優勝を目指して頑張っていただきたいと、心より応援するものであります。

また、20日と21日は、三戸郡中学校体育大会、夏の中体連が開催されます。日頃の練習の成果

を遺憾なく発揮され、中学校生活の良き思い出となることを願うものであります。 

さて、新聞にも大きく報じられたことではありますが、馬淵川の治水対策として、まずは今

年度事業である河道掘削を完成させ、駅前、大向、門前地区の堤防の見直しや、苫米地地区の

水害対策につきましても、国や県に働きかけながら、しっかりと取り組んでいかなければなり

ません。 

このほど、町内３箇所の河川を監視するライブカメラを、町単独で設置し、先日、稼働式を

行ったところであります。映像をホームページで公開しておりますのは、町民への的確な避難

情報の提供に活用することに加えまして、付近の方々が危険な場所に近づくことなく、河川の

状況を確認できることで、自主的な避難行動につなげていただきたいという趣旨であります。 

今年度における当町の人口減少対策についてでありますが、給食費の無料化などの子育て支

援策に、約7,000万円の予算を計上しております。一気に人口減少を解決することはできません

が、減少率を少しでも緩やかにしていくための施策を、今後も継続して実施して参りたいと考

えております。 

明後日、日曜日には、青森県知事選挙の投開票が行われます。県政の課題も、当町同様に非

常に多いと感じております。県に対しましては、町だけでは解決するのが難しい、人口減少や

雇用対策に更に力を入れ、小規模な自治体病院の医師確保対策や、防災・減災対策の強化を、

引き続きお願いしたいと考えております。 

新しい年度の始まりである４月１日の勤務終了後、職員も、私自身も決意を新たにすべく、

全職員の前で訓示を行いました。職員には非常に厳しいことも申し上げましたが、様々な課題

が山積する中、まずは職員が職場の融和を図り、町民の幸せのために、強い絆を持って取り組

んでいけば、その気持ちは必ず町民に伝わるという想いからであります。 

合併して10年になろうとしています。今月27日と28日は、合併10周年記念事業の第１弾とし

て、梅沢富美男劇団の南部町公演が開催されます。そのほか、10周年記念曲として、当町出身

の坂本サトルさんによる応援ソングの作成や、オリジナルナンバープレートの作成事業、来年

１月には、新年互礼会に合わせて記念式典の開催を予定しております。 

次のステージのまちづくりに向け、職員一丸となり、強い覚悟を持って取り組んで参ります

ので、議員各位におかれましては、これまで以上の叱咤激励をお願い申し上げる次第でありま
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す。 

それでは、本定例会に提出いたしました案件につきまして、順にご説明申し上げ、審議の参

考に供したいと存じます。 

まず、初めに、専決処分した事項の報告及び承認を求めることについてでありますが、報告

第２号、平成26年度南部町一般会計補正予算（第６号）は、町税の決算見込みによる増や、特

別交付税の確定による増などにより、歳入歳出それぞれ１億8,076万4,000円を追加し、予算の

総額を111億1,734万1,000円とすることについて専決処分したものであります。 

次に、報告第３号、平成26年度南部町国民健康保険特別会計補正予算（第４号）であります

が、特別調整交付金の交付額確定により、歳入歳出それぞれ4,000万円を追加し、予算の総額を

27億4,923万1,000円とすることについて専決処分したものであります。 

次に、報告第４号、平成26年度南部町病院事業会計補正予算（第２号）でありますが、国保

特別調整交付金の交付額確定により、資本的収入の総額に4,000万円を追加し、総額を7,858万

8,000円とすることについて専決処分したものであります。 

次に、報告第５号、南部町町税条例等の一部を改正する条例の制定についてでありますが、

地方税法等の一部改正に伴い、平成27年度に予定されていた軽自動車税の増税について、既存

の所有者の負担増に配慮するため、１年先送りになったことや、ふるさと寄付金制度を推進す

るために、個人住民税の特別控除額の上限が拡充されたこと、また、消費税率の引き上げに配

慮し、住宅ローン減税措置が１年６カ月延長されたことなど、条例を改正する必要が生じたた

め、専決処分したものであります。 

次に、報告第６号、南部町手数料徴収条例の一部を改正する条例の制定についてであります

が、証明書を発行するシステムの変更に伴い、資産に関する証明書の様式が変更になったため、

申請者の負担を増やすことがないよう、条例を改正する必要が生じたため、専決処分したもの

であります。 

次に、報告第７号、南部町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定についてであり

ますが、地方税法等の一部改正に伴い、国民健康保険税の賦課限度額が、最高81万円から85万

円に４万円引き上げられ、軽減については、被保険者１人当たりの計算の基準額が、５割軽減

では１万5,000円、２割軽減では２万円拡充されたことから、条例を改正する必要が生じたため、

専決処分したものであります。 

次に、報告第８号、南部町後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例の制定につい

てでありますが、後期高齢者医療保険料の普通徴収の納期を、他の町税等の納期と合わせて、
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12月31日から12月28日に変更することについて、条例を改正する必要が生じたため、専決処分

したものであります。 

次に、報告第９号、平成26年度南部町一般会計繰越明許費繰越計算書についてでありますが、

繰越明許費につきまして、地方自治法施行令の規定に基づき、繰越計算書を調製して報告する

ものであります。 

次に、報告第10号、一般財団法人南部町健康増進公社の経営状況についてでありますが、平

成26年度の経営状況を説明する資料としまして、事業状況及び決算状況に関する書類を、地方

自治法の規定により提出及び報告させていただくものであります。 

次に、議案第48号、南部町財産区管理会条例及び南部町特別会計条例の一部を改正する条例

の制定についてでありますが、南部町上名久井財産区議会の財産区管理会への移行と名称変更

に伴い、南部町財産区管理会条例に「南部町名久井岳財産区」を追加し、南部町特別会計条例

に「南部町名久井岳財産区特別会計」を追加するものであります。 

次に、議案第49号、南部町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定についてであり

ますが、国民健康保険税の引き下げを実施するため、資産割額を廃止し、世帯別平等割を減額

するものであります。 

次に、議案第50号、南部町介護保険条例の一部を改正する条例の制定についてでありますが、

今後、消費税が10％に増税されることへの対策として、介護保険制度の改正により、一定の基

準に当てはまる低所得者の介護保険料を、年額４万2,000円から３万7,800円に、4,200円の軽減

をするものであります。 

次に、議案第51号、南部町立幼稚園設置条例を廃止する条例の制定についてでありますが、

平成28年度から民営化される名川幼稚園と、休園中の南部幼稚園を廃園するため、本条例を廃

止するものであります。 

次に、議案第52号、財産の無償貸付についてでありますが、名川幼稚園を民営化するに当た

り、建物等の町有財産を10年間無償貸付することについて、地方自治法の規定により、議会の

議決を求めるものであります。 

次に、議案第53号、青森県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体数の減少及び青森県

市町村総合事務組合規約の変更について及び、議案第54号、青森県市町村職員退職手当組合を

組織する地方公共団体数の減少及び青森県市町村職員退職手当組合規約の変更についてであり

ますが、平成27年８月31日で三戸地区塵芥処理事務組合が解散し、三戸地区環境整備事務組合

と統合することに伴い、関係地方公共団体と協議する必要が生じたことから、地方自治法の規
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定に基づき、議会の議決を求めるものであります。 

次に、議案第55号、平成27年度南部町一般会計補正予算（第１号）についてでありますが、

歳入歳出予算の総額に、それぞれ２億1,392万3,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を、それ

ぞれ101億6,392万3,000円とするものであります。 

主な補正要因といたしましては、今年10月から施行されるマイナンバー制度について、シス

テム整備事業費の増として9,394万8,000円を計上したほか、健康宣言に伴う運動器具購入費と

して1,219万4,000円。国道104号の改良工事に伴い、国の補償費で実施する名川第８分団屯所の

解体と新築事業費として2,455万3,000円。名久井小学校体育館の防災機能強化対策として

4,800万円を計上したものであります。 

次に、議案第56号、平成27年度南部町国民健康保険特別会計補正予算（第１号）についてで

ありますが、歳入歳出予算の総額に、それぞれ394万3,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を、

それぞれ31億894万3,000円とするものであります。 

以上が、本定例会にご提案いたしました議案の内容でありますが、議事の進行に伴い、また、

ご質問に応じまして、本職はじめ、副町長、教育長、担当課長より詳細にご説明いたしますの

で、慎重審議のうえ、何とぞ原案のとおりご承認、ご議決を賜りますようお願い申し上げまし

て、提案理由の説明とさせていただきます。よろしくお願いいたします。 

 

○議長（坂本正紀君） 町長提出議案提案理由の説明が終わりました。 

                                           

 

◎散会の宣告 

 

○議長（坂本正紀君） 以上で、本日の日程は全部終了しました。 

 ６月８日は午前10時から本会議を再開します。 

 本日はこれで散会します。ご協力まことにありがとうございました。 

（午前10時21分） 
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◎開議の宣告 

 

〇議長（坂本正紀君） これより第62回南部町議会定例会を再開します。 

 直ちに本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程はお手元に配付のとおりです。 

（午前10時00分） 

                                           

 

◎一般質問 

 

〇議長（坂本正紀君） 日程第１、一般質問を行います。 

 なお、質問は通告以外の質問とならないようにお願いいたします。質問の回数は３回までとし、

制限時間は質問、答弁を合わせて60分以内とします。制限時間を有効に使っていただくために、

質問者並びに答弁者は簡潔明瞭にお願いいたします。なお、制限時間５分前になりましたらチャ

イムでお知らせしますので、ご協力のほどをお願いいたします。 

 これより通告順に順次発言を許します。 

 12番、工藤幸子君の質問を許します。工藤幸子君。 

（12番 工藤幸子君 登壇） 

 

〇12番（工藤幸子君） 皆様、おはようございます。 

  早速でございますが、さきに通告をしておりました２点について町長にお伺いいたします。 

 まず、１点目でありますが、長谷ぼたん園について。ぼたん園鑑賞の来客へのおもてなしと環

境づくりについてであります。 

  ボタンの花は、楊貴妃と称され、別名深見草あるいは富貴草とも言われておりますが、原産

地は中国で花の王様、「花王」や「花神」と呼ばれております。日本へは奈良時代に薬用植物

として渡来し、平安時代には鑑賞用に栽培されました。その後、改良されて数多くの品種が誕

生しています。ボタンは、水はけがよく西日の当たらないところを好み、南部町恵光院のぼた

ん園にも130種、8,000本のボタンが５月下旬から６月上旬ごろまで、恥じらうかのごとく富貴
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に咲き誇っておりますが、開園初期には３万人の観光客を迎えることができましたが、昨今は

花園が傾斜地のためか、１年１年観光客が減り、立派に咲き誇っているボタンに申しわけない

ような気さえしてくるのであります。 

  ちなみに、東北一のぼたん園を誇っている岩手県一関のぼたん園花泉を、数十年後、再度訪

ねてみました。開設当初は環境も面積も我が南部町と何ら変わらないと思ったものでしたし、

花の色艶などは我が町のボタンを褒めたたえたものでありました。しかし、現在の花泉は、幾

つもの山を平地にして立派な観光地と化しておりました。ヒヨクヒバやモミジ等々樹木や、ボ

タンの周りにはサツキ、シャクヤク、スイセン、アヤメなどを散りばめ、大小のあずまやをあ

ちらこちらに設置し、さらには子供たち、家族連れにはミニ動物園があり、ロバやラマ、ウサ

ギ等がおり、さらには手ごろな舞台もあり、木戸銭は100円で、誰でも楽しめる楽園がありま

した。 

  そこで、我が南部町でも、せめてできるだけ多くの平地の拡大をして来園者に優しい観光地

にできないものかと思いますが、どのように考えておられるのか町長のお考えをお聞かせいた

だきたいと思います。 

  次に、２点目でありますが、子育て支援について。入学児童減少と出産時における支援につ

いてであります。 

 このごろ、私は、赤ちゃんや子供たちが以前より金の卵に見えます。特に、小学校の入学式で

は新入生が17人とか７人では、さらに感じます。町内の集まり等に行きますと、この町内から

１年生になったのは誰々さんのところから１人、どこどこの家から１人、いや、おらほうの隣

から１人いる、この町内から全部で４人も小学校に入ったんだという話を聞くと切なくなりま

す。運動会等では、たくさんのご父兄が集まっています。しかし、子供の数は年々少なくなっ

ております。それは、単に結婚相手がいないばかりではなく、出産時の高額な費用負担にある

のではないかと思います。 

  そこで、出産時に係る費用を調べてみました。次のようになっております。妊娠、出産はも

ちろん病気ではありません。そのため、通常は健康保険がきかないので、時には毎回の検診費

用を初め分娩や入院には40万円から60万円ぐらいの費用がかかります。また、個室だったり無

痛分娩やＬＤＲを選んだ人、サービスが充実している施設だったり夜間や休日にお産が始まっ

た場合などは分娩費が割り増しになったりと、大変高額になる場合もあります。健康保険がき

くケースとしては、妊娠中の異常があったり帝王切開などの手術や入院をしたりいたしますと

さらに入院費や文書費等もかかりますし、ほかにベビーグッズやお祝い行事等々、出費の山で
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あります。一大イベントであります。ですから、現代社会での妊婦は、仕事も頑張りつつ働き

続けなければなりません。 

  そこで、以前も申し上げましたが、ひところの町の助成の件も社会情勢が変わってきていま

す。せめて出産時には、現在42万円の出産一時金を50万円以上と増額してほしいと思うのであ

ります。町長のお考えをお聞かせいただきたいと思います。 

  以上、よろしくお願いいたします。 

 

〇議長（坂本正紀君） 答弁を求めます。町長。 

（町長 工藤祐直君 登壇） 

 

〇町長（工藤祐直君） それでは、工藤幸子議員のご質問にお答えを申し上げます。 

  まず初めに、長谷ぼたん園の環境づくり等についてでありますけれども、細部にわたっては

３点でございます。長谷ぼたん園について、平たん地部分の開発を進め高齢者等にも優しい園

地づくりができないかという質問、また、来園者が休憩できる場所の環境づくりについて、ま

た、舞台イベントを開催し多くの方々が訪れるように工夫できないかという事前の質問になっ

ておりますので、順にお答えを申し上げます。 

  まず、最初に長谷ぼたん園について、平たん地部分の開発を進め高齢者等にも優しい園地づ

くりができないかについてのご質問でありますが、議員ご案内の公園は、昭和54年に整備いた

しましてことしで36年目を迎えるものでございます。この公園の特徴は、自然の景観を利用し

た公園となってございます。一部の平地部分以外は、議員の言われるとおり傾斜部分が多くな

っております。これまでに高齢者等に優しい公園づくりの取り組みとしましては、園地の最上

部、隣接地に駐車場を設けまして、下りながらの散策を楽しめるようにもしてございます。し

かし、それだけでは十分ではないこともあると思われますので、今後、関係者の意見を聞きな

がら検討してまいりたいと思ってございます。いつもぼたんまつり実行委員の会長さんと相談

させていただいております。工藤幸子議員さんも副会長でございますので、町としましては、

いろいろな部分で相談して整備を進めていこうということで取り組みをしているところでご

ざいます。 

  次に、来園者が休憩できる場所などの環境づくり、充実ができないかというご質問でござい

ますが、現在、園内にはあずまやが１棟とプラスチック製の長椅子40脚と木製の長椅子40脚を

設置し、休憩できるようにしてございます。また、隣接のふるさとの森公園には管理棟と大型
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の休憩所がございますので、いつでもご利用いただくことができるようになっております。も

し増設の必要が望まれるような場合には、場所や規模、また、当然、工事費等もかかってきま

すので、調査しながら検討してまいりたいと考えております。 

  次に、舞踊などの舞台イベントを開催し、多くの町民が訪れるよう工夫ができないかという

ご質問でございますが、ことしはぼたんまつりのイベントで、園児によるよさこいソーランや

ボタン品評会、また、ボタンの栽培講習会、お呈茶、写真コンテストなどを行いました。ご存

じのとおり、現地にはイベント用の舞台はございませんが、場所や規模など、イベント開催に

は、先ほども若干申し上げましたが、さまざまな課題等もございますので、必要性について検

討してまいりたいと思ってございます。 

  今までは、ボタン8,000本ということでＰＲをしてまいりました。合併当初から私、実行委

員会の会長さんに、何とか１万本という本数に持っていけないものかということで相談をして

まいりました。現在、2,000本のシャクヤクを植えて8,000本から１万本となってございます。

そして、今、実行委員の皆さんとも取り組みをしているのが、ユリの花まで持っていきたいと

いうことで、その構想を今、練っているところでございます。用地のほうも、地権者の方から

借用できるというふうにもお聞きしております。なぜユリの花まで持っていくかということ

は、ボタンだけですと非常に期間が短い。これを今、シャクヤク2,000本、これはぼたん園の

下のほうの平地のところに、工藤幸子議員も委員でございますのでもう当然ご存じのとおりで

ございますけれども、平地のほうに2,000本を植えてございます。そしてまた、シャクヤクの

後に咲くのがユリでございます。そうしますと、サクランボ狩りの期間にまで少し持っていけ

るなということで、ぼたん祭りから何とかサクランボ狩りにつなげていき、そしてまた、サク

ランボ狩りのときにはジャックドまつりも行われてございますので、期間を長く持っていきな

がら誘客を図っていきたいなと、そういうことも構想として考えてございますので、それとあ

わせて環境整備のほうも今後検討してまいりたいと思ってございます。 

  次に、出産一時金による支援拡大と出生率向上についてのご質問でございますけれども、ま

ず、小学校に入学する児童数の推移を申し上げます。学校基本調査によりますと、小学校１学

年の町内の児童数は平成20年度の187人をピークに年々減少し、平成27年度は122人となってい

る状況でございます。出産育児一時金につきましてでございますが、出産育児一時金は、出産

時にそれぞれが加入している医療保険制度によりまして支給されてございます。ちなみに、当

町におきましては国民健康保険の制度として、国民健康保険に加入している世帯に対しまして

出産育児一時金を支給しているところでございます。先ほど工藤議員からも42万円の数字があ
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りました。これが国民健康保険に加入している世帯への一時金でございます。また、県内にお

きまして、この出産育児一時金に上乗せをして支給している市町村はございません。ただ、独

自にやっている市町村はございます。 

  出生率の向上のためには、一時的な助成金の支給よりもむしろ私は総合的に子育て環境の向

上策に取り組み、働きやすい環境づくり、また、子供を育てやすい環境づくりなどの施策が重

要であると考えてございます。今、国のほうも人口減少対策に力を入れて、国・県、また市町

村も動き始めました。それぞれで出産一時金を支給してきた町村においても、人口は減少して

ございます。子供たちが減少しております。ないよりはあったほうがいいというのは当然私ど

もも理解はするわけでございますけれども、単発的なものよりもできれば総合的な環境づく

り、これを考えていく必要があると思ってございます。 

  当町におきましては、本年度から乳幼児医療費や中学生までの子供医療費の無料化を既に実

施しており、また、この夏からは、今まで窓口で一旦支払いをしていただいてその後還付する

と、このことを現物給付、いわゆる窓口で支払わなくてもいいと、そういうサービスも提供す

ることにしてございます。また、小中学生の給食費の無料費、これは年間約7,000万円程経費

がかかります。しかし、何とか負担軽減をしていきたいという思いから給食費の無料化をこの

４月から既に実施をいたしました。また、高校生や大学生などを対象としました町独自の奨学

金貸付者に対する、学校卒業後、引き続き10年以上南部町に居住した場合に貸付額の半額を返

還免除するという町独自の制度も行ってございます。経済的な支援、延長保育、放課後児童ク

ラブなどの多様な保育サービスの充実など、子育て環境の向上のためさまざまな支援事業を実

施しているところでございます。今後も、子供を産み、育てやすい町を目指し、各種子育て支

援を継続してまいりたいと考えてございます。 

  今、ひと・まち総合戦略プラン、ここの重点施策は、人口減少、まさに子育て支援、若者定

住対策が一番重要になってくると思ってございます。私どもも町の財政状況を見ながら、一旦

始めたものはやはり継続的に、恒久的にこれは実施していかなければなりません。いつまでし

かできないということではこれは少し無責任になると思ってございますので、しっかりと恒久

的にできると、こういうことを確認ができる状況においてはまた新たなサービス提供というも

のを考えてまいりたいと思ってございますので、ご理解もよろしくお願い申し上げたいと思い

ます。 

 

〇議長（坂本正紀君） 再質問はありませんか。工藤幸子君。 
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〇12番（工藤幸子君） ぼたん園に関しては、環境づくりに基本的には無理が生ずる場合もある

わけですけれども、大丈夫できるという、そういう項目に対してもやりたくないとかやられない

とかそういうことで、さっきも１人や２人の質問と答えではありません。数多くの方々の声もあ

って、ぼたんまつりに行くとどこも休憩するところがないなと。トイレの隣で、バスに乗ってき

た方々集まってくださいとトイレの前で昼食をとっている、そういう悪環境もありますし、それ

から、舞台も、花泉ですと２間四方ぐらいの小さな舞台なんです。ですけれども、みんなそこで

楽しそうにひとときを過ごしている。ぼたんまつりはいいなと、そういう思いの、そういう些細

なことに目が行かないということは、やはりこれは声を大にして言わなければならないという、

そういうことですし、高齢化しておりますのでできるだけ優しく、ボタンを見にきてくださいと

一言言えば出かけてくるマニアであればいいんですけれども、バスでようやく手をつなぎながら

来る方もいるわけですので、環境には十分注意をして、もしまだできていない部分は、この先ど

のぐらいかかるかわかりませんけれども、大した資本はかからないのではないかと、心が１つ大

きな資本だと私は思います。 

 それから、子育てのほうですけれども、保険に加入している方はある程度の時には結果が出せ

るかと思いますけれども、保険に全部かたっているということは不可能かなと、そういうことを

思いますし、ただ子供を産み育てろと言っても、やっぱりそこにそういう大きな事情が発生して

くるので、もう少し微に入り細にわたってそういう問題点を検討する必要があろうかと思いま

す。そうでなければ、数年後には赤ちゃんもいません。私はそう断言して言ってもいいかと思い

ます。町長の思い切った決断をよろしくお願いします。 

 ご答弁、お願いします。 

 

〇議長（坂本正紀君） 町長。 

 

〇町長（工藤祐直君） まず、ぼたん園でございますが、当初から傾斜を活用してのぼたん園に

なってございます。そういう傾斜の中で仮にあずまや等ふやす適切な場所があるか、そういう

部分も検討していきたいと思いますし、また、休憩用の長椅子等を他の場所にも置けるスペー

スがあるかどうか確認して、平坦地の開発となりますとまた規模が少し大きくなりますので、

そういう部分、短期的にできるものとやはり長期的な視点で考えていかなければならない部分

があると思いますので、ここは、工藤議員も実行委員のメンバーでございますから、実行委員
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の皆さんともまた協議させていただき、また、イベント等には観光協会さん等々にも大変お世

話になってございますので、そういう方々とも検討しながら、当然、イベントをやるというと

時期的にも忙しい時期でございますので、協力できる方々が果たしてどのぐらいあるのかとい

う、そういう部分も考えていかなければなりませんので、関係者の方々とまたしっかりと相談

してまいりたいと思ってございます。 

  そして、子育て支援でございますけれども、先ほど国保関係のほう、42万が50万にならない

かという数字的な部分もございました。ある程度の出産一時金の場合は42万円で大体間に合う

ような額になってございます。ただ、これが個室に入っているからと、そういう部分まで計算

されますと、これはもう恐らく足りないと思いますが。そういう個々の部分、特別な部分にか

かってくる部分は少し支援は難しいなと思ってございます。大事なのは、先ほども申し上げま

した子育て環境、これは出産一時金も含まれるでしょうし、そのほかの例えば保育料の問題と

かいろいろな部分が個々には出てまいります。これを全て行うというのもかなり厳しいわけで

ございまして、そういう中で、公平に、一般的に皆さんに喜んでもらえるといいますか、そう

いう部分も考えながら、今後、子育て支援を含めながら、子育て支援対策、これはさらに充実

させていかなければならないという思いは持ってございます。 

  これは当町に限らず、全国自治体が人口減少、大きな課題、当町だけではない問題でござい

ます。そういう中において、人口をふやすというのは現実的にはもう難しいと考えております。

いかに減少率、これを緩やかにしていくか、緩やかにしていくだけでも大変な対策が必要にな

ってくると思ってございますので、まずは減少率の、減る数字を数値を緩やかにしていきたい、

そのためにさまざまな支援策は考えていかなければならないと思ってございます。今ここで、

出産一時金の部分についてということについて単発的にはお答えはできませんけれども、我々

も今、今月からひと・まち・しごと総合戦略、この委員会を立ち上げて今年度中に計画を策定

する予定になってございますので、やはり総合的な見方を持ちながら取り組みはしていかなけ

ればならない重要な課題であるということは私も議員と同じに認識しているつもりでござい

ますので、まずは１つずつ着実にできるものから実施していきたいと思ってございます。 

 

〇議長（坂本正紀君） ほかに質問はありませんか。工藤幸子君。 

 

〇12番（工藤幸子君） 大変希望のあるご答弁をいただきましたけれども、１年間に亡くなられ

る方々というのも結構おります。そうすると、人口といっても子供たちもいない。そうすれば
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大縮小になると、そういうことが懸念されます。ですから、幻の答弁にならないようにぜひ、

一歩一歩でも結構でございます。見えるご答弁に変えてほしい、このように思っておりますの

で、どうぞよろしくお願いいたします。 

 以上で終わります。 

 

〇議長（坂本正紀君） これで工藤幸子君の質問を終わります。 

 ５番、夏堀文孝君の質問を許します。夏堀文孝君。 

（５番 夏堀文孝君 登壇） 

 

〇５番（夏堀文孝君） おはようございます。 

  ＵＵクラブの皆さん、ようこそおいでいただきました。大変緊張していますけれども、頑張

って質問しますのでよろしくお願いします。 

  それでは、今定例会での私の質問をいたします。今定例会で、私は公共施設の民営化と指定

管理について質問をいたします。 

  合併当時から町長は、民間でできるものは民間でという強い思いで、民間への委託、移管、

指定管理を進めてまいりました。３月の議会では、集会施設の指定管理の継続、また、幼稚園

・保育所の民間移譲と決められてきたところでございますけれども、私も、事業のきっかけは

行政がかかわってしかるべきだと思います。それにめどがついた時点で民間力を大いに入れて

いく、民間でできることは民間でやっていただくと、運営していただくと、そういった理念に

は大賛成でございます。もちろん、議会で決定したことについて異論はございませんけれども、

決定に至ったまでの内容、説明をもう少し詳しくご説明を願いたいと思い、今回のテーマに取

り上げました。 

  まず、１点目として、町営の幼稚園・保育所の民間への移譲について、以前に説明は受けて

おりますけれども、改めて移管先の法人名をこの議会の場で発表していただきたいと思いま

す。また、決定に至っての申し込みのあった法人の数と選定方法、決定した経緯と今後の新体

制までのスケジュールをお知らせいただきたいと思います。 

  ２点目として、前議会で議案承認されました各集会施設の指定管理についてでございますけ

れども、各地区において一昨年から町内負担金というものを徴収しておりますけれども、各町

内の負担金はどのくらいになっているのか、また、負担金額とその負担の根拠をお尋ねしたい

と思います。 
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 答弁をよろしくお願いします。 

 

〇議長（坂本正紀君） 答弁を求めます。町長。 

（町長 工藤祐直君 登壇） 

 

〇町長（工藤祐直君） それでは、夏堀文孝議員のご質問にお答えを申し上げます。 

  まず、１点目の幼稚園・保育園の民営化による移管先決定についてのご質問でございます。 

 再度、移管先の法人名についてでございますけれども、ことし２月の議員全員協議会におきま

してご説明申し上げましたとおりでございますが、チェリー保育園となんぶ保育園は、五戸町

に法人の事務所を置く社会福祉法人未萌会という法人でございます。また、福地保育園でござ

いますが、八戸市に事務所を置く社会福祉法人青い海の会の法人でございます。次に、名川幼

稚園でございますが、南部町に事務所を置く学校法人高渕学園となってございます。 

  次に、申し込み状況や選定方法、決定までの経緯などについてでございますが、平成26年８

月に学識・知識経験者等で構成する南部町立保育園・幼稚園民営化移管事業者選定委員会を組

織し、募集要項を策定後、９月から法人の募集を行ったところ、保育園には11法人、幼稚園に

は１法人の応募がございました。選定委員会におきましては、法人から提出いただいた書類を

審査し、ランクづけを行った上で面接審査も実施し、法人ごとの評価を総合的に行ったところ

でございます。この結果、保育園は２法人、幼稚園は１法人、合わせて３法人を選定したもの

でございます。この選定委員会におきます選定結果を踏まえまして、これら３法人につきまし

て町が最終的な調査及び意思確認等を行い、正式決定をしたところでございます。 

  次に、移管の条件についてでありますが、移管の条件は募集要項にも記載しておりまして、

主な内容といたしましては、経営全般に関すること、土地・施設備品に関すること、職員の配

置に関すること、保育や教育事業に関することなどとなってございます。うち、ご質問の土地

・建物に関しての条件でございますが、移管先の法人の運営面に及ぼす影響や施設に係る補助

金の手続等を考慮いたしまして、無償貸し付けとしたところでございます。 

  今後のスケジュールについてでございますが、平成27年度は来年４月の民営化に向けての移

行準備期間となってございます。民営化をより円滑に進めていくためには、保護者の皆さん、

移管先の法人、そして、南部町の信頼関係が最も重要なことと思われますので、三者が交流、

協議する場として、近々、三者協議会を設置しまして、随時、必要に応じて開催していくこと

としており、また、環境の変化による子供たちへの影響を最小限にする必要があるため、移管
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先の法人との間で引き継ぎ合同保育を行いたいと考えてございます。このほか、移管先と当町

が行う国・県への諸手続等が来年２月ごろまで続く予定となっております。今後、保護者の皆

さんのご意見を十分に聞きながら協議を進め、民間ならではの創意工夫で多様な保育・教育ニ

ーズへの対応や質の向上が図られる体制を構築してまいりたいと考えてございます。 

 このご質問につきましては、再質問等について詳細部分がありましたらまた、選定委員会のほ

うには副町長が入っておりますし、それぞれの担当課長等から答弁していきたいと思ってござ

います。 

  次に、平成25年度から徴収している集会施設の維持管理費負担金についてのご質問でござい

ますが、まずは、集会施設の電気料金や水道料金などの維持管理費などの負担先について、合

併当初にさかのぼってご説明させていただきますが、町が施設を建設したいわゆる公設施設に

ついては町が負担し、また、町内会等が建設した民設施設については地元町内会などが負担し

てきたところであります。また、財産区が負担している施設もあり、それぞれの地区によって

異なってございました。こうした負担のあり方が異なる事態は、不公平感があるとともに南部

町の一体感の醸成や均衡ある発展の妨げとなりかねないことから、負担格差を解消するため、

町内会に対する聞き取り調査や町が負担する経費項目などの検討を行ってまいりました。 

  こうして、平成25年度から公設・民設問わず、町内の全ての集会施設の維持管理費について

町が負担する経費項目を定めました。具体的には、電気料の基本料金、上下水道料の基本料金、

火災保険料の損金、必要経費部分についてはその全額を、浄化槽維持管理料、消防用設備点検

料、借地料については５分の４を町が負担することとし、それ以外の電気料などを地元町内会

にご負担いただくことといたしました。このことにより、公設施設が建設されている町内会で

は新たな負担が発生することとなりましたが、町内の全ての集会施設について同じ基準に統一

されたところであります。 

  地元の負担の根拠でございますが、公設・民設それぞれの要綱を定めました。まず、町が経

費を支払っている公設施設については、その年度の実績額を南部町集会施設維持管理費の負担

に関する要綱の規定に基づき、電気料などを地元町内会等に負担金として納入いただいており

ます。また、民設施設については、南部町集会施設維持管理費補助要綱の規定に基づき、電気

料基本料金などを町から補助金として交付しているところでございます。また、経費負担の特

例として、選挙や各種事業などで町が使用した場合は日数割で町が費用を負担することとして

おります。 

  これまでも町では、地域間の異なる負担の解消に努めてまいりました。例えば、町内の防犯
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灯の電気料については、町内会で負担していた地区もありましたが、全て町が負担することに

なり、町内会負担の軽減を図ってございます。ここを少しお話しさせていただきますが、合併

前、それぞれの町内会さんのいわゆる町内の会と、この支払いについては３地区別々でござい

ました。南部地区さんは街灯料金は町内会負担がなしで、町が負担していた。名川地区と福地

地区については、それぞれが町内会で負担をしていたという経緯がございました。ここもやは

り統一しなければならないということで、ここにつきましては思い切って全地区を町が負担す

るということで、名川地区、福地地区の街灯電気料は現在、町が負担をしてございます。これ

は非常に大きな額でございます。町内会さんによっては年間100万以上の支払いをしていた町

内会さんもございます。それがもう軽減されているわけでございます。今回、全地区が街灯料

金は町が払ってございますので、それぞれの町内会さんは以前より間違いなく町内会の運営は

前よりは楽になっているはずでございます。ただ、なかなかこのことを町内の皆さんに伝わっ

ていないというのも現実でございます。私どももサービスを提供して、やっているんですけれ

ども、なかなかそういうサービスを提供したのはＰＲさせてもらえなくて、そうじゃない部分

を指摘されるんですが。 

  今、そういう中で、全てそういう電気料も町全部負担、また、町内会さんの維持管理費も全

部町が負担となっていきますと、これも非常に財政的な部分の課題もありますし、また、補助

事業等々を使って、町が建てた場合は町が支払いをしている、町内会さんで建てた、財産区で

建てた、そこについては町内会さんが負担をしているというのも、やはりこれは不公平感があ

るなということで、合併後、いろいろ調査をしまして、町内会さんによっては借地料も払って

いるところもございました。そういうことで、何とか同じ基準にしたいということで要綱を定

めまして、一部維持管理費、基本料金以外の部分は使用料等をいただいたりしている部分がご

ざいます。そういうことで、何とか私どもも合併して全地域の不公平感をなくしていかなけれ

ばならないということで、この取り組みをいたしました。ですから、一部、町内会さんからも

集会施設については負担をいただくことにいたしましたが、割合からするとかなり軽減したつ

もりでございます。また、今までの電気使用料金を、街灯料金を払っていた部分を考えますと、

現在のほうが町内会さん全体の軽減にはなっているはずでございます。 

  今回、ご説明申し上げました集会施設の維持管理に関する制度により格差が解消できたと考

えておりますが、今後、町民の皆様や議員各位からまたいただいたご提言などを参考にし、よ

りよい制度にしてまいりたいと考えてございますので、今後ともご協力、ご理解をまたよろし

くお願い申し上げたいと思います。 
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 以上です。 

 

〇議長（坂本正紀君） 再質問はありませんか。夏堀文孝君。 

 

〇５番（夏堀文孝君） それでは、再質問をしたいと思います。 

  幼稚園・保育所の民営化の件でございますけれども、具体的に動き始めたのが一昨年からで

ございましたけれども、選定委員会、総合的なことから選んだというお話がありましたけれど

も、申し込みのあった法人、それぞれいろいろな教育理念があって施設を運営されていると思

いますけれども、そういった部分ではどの部分に重きを置いて選定委員では検討していったの

か、その辺をもう少し詳しくお伺いをしたいと思います。 

  また、先日の全員協議会で説明を受けましたけれども、この契約は10年という契約の期間を

切ってございます。八戸市その他の町村では、民間への移譲は期間なしで全て移譲すると、土

地・建物も有償・無償にかかわらず、もう永久的に移譲すると、そういった形が多いようでご

ざいますけれども、10年という区切りをつけたのはどういう意味でのことであるのか、また、

この要綱を見ますと、改築する場合とか、町側と協議するというふうな文言が入っております。

民間に移譲した場合に、民間がやりやすいような改築の設備投資をすると思いますけれども、

ここにも町がかかわっていくのか、そういった部分もお聞きしたいと思います。 

  それから、幼稚園のほうですが、先ほど答弁いただきましたが、申し込みが１件しかなかっ

たということでございます。入札などでも１件だけの申し込みであれば不調になるわけでござ

いますけれども、１件だけですともう１対１、比べるものがないと。そういった部分になって

くると、果たして１件だけの申し込みでそこに決めてよかったのかなとちょっと疑問に思いま

した。やはり多くの施設、いろんな法人から申し込みをいただいて、その中から適切なものを

選んでいくというのが民間的な、民主的な考え方だと思うんですけれども、その点をお聞きし

たいと思います。 

  また、この10年という契約の中でいろいろな事故、不都合などがあった場合に、町側の責任、

移管先の責任、どういった部分で責任の取り合いをするのか、そういった不測のときの事態の

部分についてもどうなっていくのかをちょっとお聞きしたいと思います。 

  それから、各町内の各施設の負担金の件でございますけれども、町長がおっしゃるとおり不

公平感をなくするために一律にしたと、これはわかります。ただ、この資料を私ももらって調

べてみますと、新しい負担金の制度になっても財産区がまだ全額負担している部分がございま



－25－ 

す。上川原、高瀬、上名久井、下名久井、五日市、不公平感をなくするのであればこういった

財産区、財産区で多分、収入があったりとか、収入的に潤沢なものなのか、管理していけると

いう根拠があるのかもしれませんけれども、やはり統一するのであればこういった財産区の部

分に関しても同じ割合の負担をするというのは当然のことだと思うんですけれども、その辺の

こともお聞きしたいと思います。 

  あと、この財産区の件に関しますと、例えば定住促進なんかをやって他町村から移り住んで

きた場合に、その財産区に家を建てる。そうした場合には、その新しい家の方々は財産区に当

然入らないわけであります。そういった方々は集会所を使うときにはどうするのか。そういう

細かい部分がちょっとまだ不透明であるなと思っておりました。そこのところを再質問いたし

ます。答弁よろしくお願いします。 

 

〇議長（坂本正紀君） 健康福祉課長。 

 

〇健康福祉課長（福田勉君） それでは、１点目の選定委員会ですが、どのようなことに重きを

置いて検討してきたのかというご質問ですが、選定委員会におきましては、法人のいわゆる保

育・教育理念という１点だけでは一概に評価し、選定することは困難でございました。このた

め、これらの法人の保育・教育の理念を初めとして、法人の実績あるいは町や地域との連携、

それから職員の配置、それから経理・運営の状況等を総合的に評価いたしまして選定をいたし

たところでございます。 

  それから、10年間の無償貸し付けという期間のことでございますけれども、まず、町といた

しましては、民営化して全て法人のほうに移譲するということではなくて、貸し付けという方

法をとりまして、一定の期間、今回は10年という期間でございますけれども、法人とかかわり

を持つ、会議を持つ。支援として軌道に乗るまでと言いますか。この期間をまず10年と見まし

て無償貸し付けという方法をとった経緯がございます。そういう意味で、協議もしていくとい

う要綱にしてございます。 

  以上です。 

 

〇議長（坂本正紀君） 学務課長。 

 

〇学務課長（夏堀常美君） 申し込みが１件しかなかったので不調ではないのかというご質問で
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ございます。議員ご承知のように、一般的な入札でございますと予定価格がございまして、価

格が安い業者さんにお願いするという部分が一般的なものでございますが、今回の保育園・幼

稚園の移管先の募集につきましては、入札のような予定価格という部分がございません。で、

このような、先ほど健康福祉課長も申しましたように、その事業者さんの状況等を判断いたし

まして移管先を決定したというふうな内容になってございます。先ほど少しご説明いたしまし

たが、全体的な事業者さんの財務状況とかあるいは地域との連携の仕方とか、教育・保育の考

え方という部分が大きなウエートを占めて移管先を決定したというふうな内容でございます。 

  以上です。 

 

〇議長（坂本正紀君） 総務課長。 

 

〇総務課長（佐々木俊昭君） 財産区で維持費を負担していることについてと、あと、収入があ

るからといって財産区が負担するということはということでございますけれども、財産区は市

町村の一部が財産を有しているもので、その財産の管理処分については、特別地方公共団体と

して法人格を与えられているものでございます。また、財産区の基本原則といたしまして、財

産区はその住民の福祉を増進するとともに、財産区のある市町村との一体性を損なわないよう

に努めなければならないということで地方自治法のほうでうたわれております。特に、財産区

とコミュニティーの役割は以前から深くありまして、例えば、神社の例祭を初め伝統的な観光

は、これらの人々によって維持されてきている部分がございます。財産区では、収益を地元公

共施設の整備や維持管理などの地域の振興のために、さまざまな形で還元していただいて役割

を果たしていただいているという現状がございます。 

  あと、町内に住んでいても財産区に入っていない方もあるのではということでございました

けれども、これは特別地方公共団体ということで、財産区の構成員は好むと好まざるにかかわ

らず、区域内の全ての住民ということでうたわれております。新たに当該財産区に居住するこ

とになった方も、構成員ということになります。また、区域外に転居した場合は、当然、引き

続き構成員とはなり得ないということになっているようでございます。 

  以上です。 

 

〇議長（坂本正紀君） ほかに質問はありませんか。夏堀文孝君。 
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〇５番（夏堀文孝君） 答弁、いろいろありがとうございました。 

  最初に申し上げましたとおり、民間への委託、移管、これは大いに賛成でございます。まだ

まだ当町には民間でできるものがいろいろあると思いますし、これからも進めていただきたい

と、そういうふうに思っているわけでございますけれども、この保育所・幼稚園に関しては、

先ほどの学務課長もおっしゃいました、予定価格があっての普通の入札とは中身が違うと。も

ちろん、そのとおりでございます。ただ、私たち議員が聞いていますと、スケジュールありき

で進めてきているのかなという誤解を受けかねないなと、そういうふうにも感じたわけでござ

います。１件しかなかったら再募集したらいいんじゃないかなと、募集方法をもっと広げたら

いいんじゃないかなとか、そういうふうなこともやはり考えたわけでございます。そういった

中でこの質問を取り上げました。 

  やはり子供の教育、特に幼児期の教育は、大事な時期を、人格形成をつくり上げる、まさし

く「三つ子の魂百まで」と、そういったものでございます。そういった部分で、やはり選定し

た原因、やはりその施設が、新しい移管される施設がどういった教育の理念を持って、どうい

った子供を育てたいかというもののほうが本来は重要ではないかなと、そういうふうに思って

この選定の方法を聞きました。これがやはり町の教育方針とうまく一体していかないと、やは

り民間に渡してもそこの民間の施設がうまい教育をしていないとなれば、やはりこれは町とし

ても移管したほうの責任も出てくるわけでございますので、そこのところは10年というくくり

の中でかかわっていくということでございましたので、しっかりと監視していただきたいなと

思います。 

  それから、町内の負担金でございますけれども、財産区の件も理解はできます。ただ、一概

に、見ますと不公平かなと、そういうふうな感じがしました。 

  それからまた、私も議員をやっていまして、この町内負担金ができたというのは知りません

でした。やはり町内行政員会議で多分いろいろ何回か説明をしてきたと思うんですけれども、

各町内会長さん、毎年かわる地区も多くございます。そういった中で、行政員会議で出るたび

出るたび違う人に説明をして、その説明を受けた町内会長さんがじゃあ帰って住民の方々にそ

のとおりうまく説明できたかなというところを考えますと、説明が十分じゃないなと思いま

す。逆に私たちも、その町内負担金というのはどこから来たんだっけと、そういうふうことを

聞かれても、我々も初めて聞いたような話が出てきたり、そういった部分がありますので、や

はり説明というのはしっかりとしていかなければならないと思います。 

  先ほど町長も答弁されましたけれども、やはり子育て支援、お金をかけなければならない部
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分にはかけていく、当然のことです。そして、住民の方々に負担を求めていく、そういった場

合には、やはりこういった部分では負担してほしいと。特に、福地地区はこういった負担金が

全くなくて、ここ一、二年で各地区大体10万からの負担がふえたわけでございます。そうしま

すと、１世帯で１年で5,000円以上の負担がふえていくと。ある人は、指定管理を受けないで

使うというときだけ借りたらいいんじゃないかと、そういうふうなことを言っていた住民もあ

ります。やはりこういった部分、住民が不安を持たないような丁寧な説明、また、我々議員に

もそういった改革をするときには前もって、議案に上がらない、議題にのらない、そういった

案件でも説明が欲しいなと、そういうふうに思うわけでございます。そういった部分で今回こ

の質問を取り上げました。 

  答弁があればお聞きして、私の一般質問を終わりたいと思います。ありがとうございました。 

 

〇議長（坂本正紀君） 町長。 

 

〇町長（工藤祐直君） まず、幼稚園・保育園の民営化でございますけれども、先ほど課長から

もありました、重点的にはしっかりとした実績があるか、そして、経営的にちゃんとなってい

るか、そういう専門的に見れる方も委員として選定しました。 

  幼稚園につきましてでございますが、１法人、これに、通常の入札であれば不調という形に

なると思いますが、まず、しっかりと面接をしてみてということで、よければ決定してもいい

んじゃないかということから。幼稚園の１事業者は地元で既に運営している学園でございまし

たので、そういう部分では、現在、町内の園児たちも通っている幼稚園でもあると、そういう

ことからも、１事業者でありましたけれども大丈夫だという判断での委員会の決定だと聞いて

おりますので、何とかしっかりと、この後を安心して預けられる。これは保育園にしろ幼稚園

にしろ両方でございますけれども、しっかりここは町のほうも、民営化して移管したとはいえ、

しっかり意見を言えるような形もとっていきたいと思ってございます。 

  集会施設でございますが、私どもも町内会長さんや行政員、連絡員の方々には負担について

のお話等々もしてまいりました。そしてまた、街灯の電気料の部分については町が全額負担す

ることにしますということを申し上げて周知はしてきたつもりですが、中には私、総会等々に

行って挨拶の中で、街灯の料金は今度町が全額見ることになりましたので町内会のほうの経費

も軽減されると思いますということを言いましたら、町長、それは言わないでくれと。という

ことは、恐らく、そのことによって町内会さんの会費を下げるという話になったらちょっと困
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るのかなとういふうに私は想像してきたんですけれども。ですから、私どももしっかりとした

情報は出してほしいなと思ってございます。ですから、そのときは、我々も、行政側も努力し

てサービスを提供したときはそういう部分もしっかりとお伝えをしていただいて、その中でま

た負担していただくものもありますので、負担していただくときだけ周知するのではなくて、

合併していろいろメリットが出ている部分と、確かにデメリット部分も中にはあると思いま

す。そのバランスを考えてやっていかなければなりませんので。ただ、ちょっと残念だったの

は、そういうことは町長、言わなくてもいいからと言われたところもありましたので。しっか

りと我々は情報をちゃんと出しながら、また、議員からもご指摘ありました、議案に係る部分

だけではなくて重点的な部分、そういう部分というのはしっかりと今後も相談をさせていただ

いて、あくまでも議論はしっかりと議会と執行部側とさせていただき、その議論の後にはしっ

かりと、100％納得できないとしても総体的にやはりこれは進めるべきだと。こういう認識は

一緒になった１つの認識を持ちながら今後も進めさせていただければなと思っておりますの

で、よろしくお願いします。 

 

〇議長（坂本正紀君） これで夏堀文孝君の質問を終わります。 

 ここで11時25分まで休憩いたします。 

（午前11時08分） 

                                           

〇議長（坂本正紀君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

（午前11時25分） 

                                           

〇議長（坂本正紀君） 一般質問を続けます。 

 １番、山田賢司君の質問を許します。山田賢司君。 

（１番 山田賢司君 登壇） 

 

〇１番（山田賢司君） おはようございます。 

  きのう、知事選挙において三村県政が継続になりました。刷新されなかったわけですけれど

も、三村知事の今後の手腕に期待したいと思います。 

  それでは、私の質問をさせていただきます。 

  ことしの春は雨も少なく、気温の高い日々が続き、作物も時期も早まると予想されておりま
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す。田植えも終わり、果樹や野菜の作業に追われている人たちは多いのではないでしょうか。

国は農協改革を行い、ＴＰＰの締結後も耐えられる農業経営を目指しているように思います

が、疑問を感じる人たちは多いのではないでしょうか。昨年の米価の下落により飼料米の買い

取りを進め、食用米の流通を減らし、価格を上げようと考えているように思いますが、根本の

改革にはなっていません。飼料米の買い取りに助成し、飼料用穀物の輸入を減らす目的と考え

ますが、国費を投じることに変わりはありません。地方創生の声も、安保法制の整備に注目が

行き、小さくなってきていると思います。各自治体の総合戦略ができ上がり、国に上がったと

きにどのようになるのか不安が残ります。 

  私は、今議会では２つの事項を質問したいと思います。１つは、臨時職員を利用した定住策

であります。 

  現状を見ますと、相当数の臨時職員を採用していると思われます。広報等から、雇用条件は

決して楽な条件ではありません。賃金を見ると、県の最低賃金に近い部署が多いのではないで

しょうか。 

  最近の雇用状況を見ますと、労働力不足を問題視する企業がふえてきました。数年前までは

就職難と言われていましたが、経済の上向きにより労働力の確保が大変になってきておりま

す。以前に言われていた建設・農業分野だけではなく、多くの職種で言われるようになりまし

た。それにより、大手企業では賃金アップをしています。総理も経済界に直接、賃上げを要請

しています。このままでは、雇用の場も少ない地方は人口流出が進み、過疎化が早まるのでは

ないでしょうか。多くの地方では、若者の定住・自立についてさまざまな施策を考え、講じて

います。しかし、雇用の場の確保は難しい課題であります。企業の工場は賃金の安い海外に建

設され、新幹線等の交通網の発達により、地方の営業所を廃止し、拠点都市を起点にした活動

を行うようになりました。国の出先機関の統廃合も強く言われています。 

  このような動きの中で、企業誘致も難しいと思われます。定住するには、働く場所があり、

安定した収入も必要です。民間の雇用の場が少ない状況では、臨時職員を雇用の場の１つと考

えてもいいのではないでしょうか。そのためには、雇用条件の変更も考えなければならないと

思います。町の負担もふえると思いますが、定住を考えている人たちにとっては要件の１つと

考えてもらえると思います。町はどのように考えておりますか。 

  次に、歴史を利用した観光事業の推進についてであります。 

  当町は、南部藩発祥の地であります。現在行われている発掘調査では、貴重な出土品もあり

ます。広報等により私たちは知るわけですが、実物を見る機会は少ないと思います。歴史に対
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して興味のある人はたくさんいると感じています。当町には、奥州街道の名残や歴史的価値の

ある施設もあります。現状では、その価値がうまく伝わっていないように思います。町村合併

から10年がたちました。地域によって歴史に対して意識の差があります。観光事業に対してま

だまだうまく利用されてないと感じられます。観光協会では少しずつですがイベント等に取り

入れをしてきています。町民や町を訪れる人たちにもっとＰＲし、意識の高揚を図るべきだと

思います。当町の総合戦略を考えるときに１つの要因になると思いますが、どのように思いま

すか。 

  以上、２つの質問をさせていただきました。考えをお聞かせください。よろしくお願いいた

します。 

 

〇議長（坂本正紀君） 答弁を求めます。町長。 

（町長 工藤祐直君 登壇） 

 

〇町長（工藤祐直君） それでは、山田賢司議員のご質問にお答え申し上げます。 

  まず、各部署や施設で雇用している臨時職員の状況についてでありますが、５月１日現在、

合わせて181名の臨時職員がおります。臨時職員は、臨時的任用という位置づけで地方公務員

法の適用を受ける職員であり、６カ月以内の任期が定められているものでございます。 

 次に、臨時職員の給与は低賃金だと感じられるが、若者の雇用の場の確保として活用できな

いか。臨時職員の賃金を上げて若者の就労意欲の向上につなげ、定住を進めるべきではないか

というご質問でございますが、現在の臨時職員の賃金は、近隣町村と均衡を図りながら職務の

内容等を考慮し決定しており、一家の生計を立てることを念頭に置いているものではございま

せん。また、若者の雇用の場の確保としましては、臨時職員は人手が不足した場合等に募集を

行うため、毎年、同じ職種の募集をするとは限らず、また、臨時的任用という性格上、雇用期

間が限られているという制限がありますが、若者が地元で新たな雇用を見つけるまでの間、首

都圏等への転出を防ぐという意味においては１つの方策であると考えております。 

  最近、アベノミクス効果による円安・株高や失業者減少など景気回復が各方面で報道されて

おりますが、地方も以前よりは回復傾向にあると思います。しかし、首都圏に比較しますと、

地方の経済及び雇用の状況はまだ楽観できる状況ではないと思います。当町におきましても、

人口減少問題が喫緊の最重要課題であるとの認識を持ち、町独自の施策として、先ほども申し

上げましたが、給食費や医療費の無料化など少子化対策に力を入れているところであります。
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また、今後、公有地を宅地化しまして若い世代に低価格で提供できるようにするなど、従来と

は異なる定住対策も必要ではないかと考えております。定住対策の根本の１つは、雇用の場、

安定した収入の確保でありますし、そういった意味において、農業や商工業などこれまで南部

町を支えてきた産業を着実に安定・発展させていく地道な取り組みに加え、企業誘致や新たな

事業の創出、達者村事業を核としたグリーン・ツーリズムをさらに展開していくなど新たな取

り組みも必要であると考えているところでございます。町では合併以来、職員数の適正化や財

政健全化に取り組み、約70名ほどの職員の削減を行ってまいりました。そのことによって、財

政的にも成果を上げてきたところであります。人口減少対策につきましても、議員各位がご指

摘、ご提案されている定住対策を参考にさせていただきながら、しっかりと取り組んでいかな

ければならないと考えてございます。 

  ご質問のありました臨時職員の賃金増につきましては、人員配置や財政状況も見きわめなが

ら検討してまいりたいと、こう思ってございます。この臨時職員でございますけれども、若い

方々には私は、民間会社なり、やはり正社員といいますか、そういうチャンスがあったらどん

どんやはり受けて、そちらに行ったほうがいいのではないかと。あくまでも臨時職員というの

は期間が限られている部分と、そしてまた、事業によっては臨時職員が削減されていくという

ことがございます。しっかりとした身分保障がされていることもないわけでございますので、

できれば安定するためにはそういった部分にもチャレンジしてほしいと。そういう内容で、臨

時職員の場合は、仕事の内容等の責任の度合い、また、時間、定時で帰る、そういう部分がご

ざいます。ですから、若い方々は、私は民間会社のほうにできれば正職として目指していただ

きたいと思っております。ただ、１点、臨時職員としていい部分という部分は、どちらかとい

うと結婚されている女性の方々については、土日・祝日がほとんど暦どおりに休みになります。

また、定時の時間で帰ることができますので、そういった方々、旦那さんが勤めていて、その

中で臨時職員としている部分についてはメリット的にもあるのかなと考えておりますので、希

望される方々の状況において、臨時職員でいい場合とやはり正規の社員として目指していただ

きたいという部分、二通りあると思っております。 

  賃金増につきましても、人数も多いわけでございますので、仮に単純に１日数十円上げたと

しても、全体、年間からいくと数百万になります。数十円だったら意味がないというふうに今

度、なってくると思います。それ以上になると多額の増にもなっていくと。私どもも、合併し

て基金のほう、大分積み立てることができております。これも職員も削減をしてきた部分とい

うのは大きな効果になってございますので、全体のバランスを考えながら、どの程度まで上げ
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られるのか、また、その場合の負担がどのぐらいになるのか、こういう部分はしっかり考えて、

最低賃金の部分というのは当然確保されるわけでございまして、去年からですか、ことしから

ですか、一部は上げさせていただいております。 

  次に、町の歴史や施設を活用した観光事業の推進についてお答えを申し上げます。 

  南部町の観光案内資料等につきましては、平成25年３月に作成しました「南部の旅」があり

ます。この中で、南部町全体の観光関係の説明を行ってございます。他の観光用資料としては、

個々に資料を作成しておりまして、利用者が使いやすいように工夫をし、提供を図っていると

ころであります。 

  議員ご案内のとおり、聖寿寺館跡発掘調査からの貴重な品や、国指定重要文化財の南部利康

霊屋、昭和24年に建立されました高さでは日本最大規模を誇る法光寺の三重の塔が、そして、

南部藩が栄華を誇る当時に利用されたであろう奥州街道など、全国に発信すべき歴史の町南部

町であることは周知のとおりであります。これらを生かした町の総合戦略の考え方についてご

質問でございますが、東北新幹線の開業効果を最大限に活用しながら、南部氏関連遺跡・史跡

の整備を進め、ロマンあふれる街づくりを目指したいと考えてございます。 

  また、文化財以外にもえんぶり及び南部七唄や南部七踊りを初めとする伝統芸能、そして、

サクランボやゼネラル・レクラーク、福地ホワイト６片種などなど、豊富な農産物を活用し、

全国唯一の南部町営市場や直売所など、既存の観光資源の整備・活用を図りながら、歴史・農

業・観光、そして、交流資源のネットワークを進めてまいりたいと考えてございます。 

  この計画につきましては、南部町総合振興計画の後期基本計画の中の「歴史・文化・資源な

ど多様な資源を活用した観光の資源」にも示しておりますが、南部町にとりましても重要な課

題であると考えてございます。観光事業の推進につきましては町全体の対策となりますので、

今後、観光協会さん初め商工会さん、関係各位のご協力をいただきながら進めてまいりたいと

考えてございます。 

  歴史的な部分には、何年か前にも青い森鉄道とタイアップしながら奥州街道を散策していた

だいて観光につなげていくと、そういう事業も行ったこともございます。来た方々は大変喜ん

でおりました。ですから、今までの農業・観光プラス、そこに私どもの町としては歴史という

ものをまた入れていくことによって、かなり歴史に興味を持っている方々が多いものですか

ら、そういう連携といいますか、３つを合わせた取り組みというのも展開してまいりたいと、

こう思ってございます。 
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〇議長（坂本正紀君） 再質問はありませんか。山田賢司君。 

 

〇１番（山田賢司君） 答弁ありがとうございました。 

  ただ、臨時職員というと、なかなか、ただその場、短期での雇用とかそういう面になるんで

すけれども、人からここに住んでもらおうと思えば、さっき町長が述べたとおり、生活が安定

しなければ住めないという部分が多いと思うんです。今、町には総務省のほうから地域おこし

協力隊の皆さんが２人来ておりますが、その地方版と言えばおかしいんですけれども、当町に

とりあえず住んでもらうために、こういう職場がありますと。ところが、民間ではやっぱりそ

れを確約できない部分がある。そうすれば、今言った臨時職員の場の中に３名とか４名とか枠

を設けて、その枠の中で生活支援をしていく。そういうもので、３年間だったら３年間、どう

ぞ町に住んでみませんかと、この町を見てみませんかという方策も考えられると私は思うんで

す。全ての臨時職員を賃上げするという話でもないし、やはり仕事の内容によってはもう少し

賃金アップを図るところも出ているのではないかなという思いはちょっと感じております。そ

ういう中で、定住策、ひと・まち・しごと、国の政策の中の仕事というのも大事になると思う

んですよ。そういう面をやっぱりもう少し私たち地方も考えていかなければならないのではな

いかなと思っております。臨時職員181名いると、相当数の数だと思います。それをうまく利

用しない手はないなと、私は考えておりました。 

  次の歴史の認識でありますが、私たち合併して10年たちまして、南部地区、名川地区、福地

地区というふうな感じで合併したわけですけれども、歴史の意識というのは、私から見ていて、

南部地区の人はやっぱりいろんな昔からのそういう名残があると。やはり名川地区、福地地区

に至っては、まだまだ歴史観の認識というのは持っていない部分が多い。前にも話をしたよう

な気がするんですけれども、小学生・中学生、遠足等でそういう歴史を見るというのがない。

やはり小さいころからそういう歴史認識を持たせる。当町はこういう町なんだと、こういうす

ばらしいものもあるんだと、そういうものをやはり幼児期からやるべきではないかなと。特に、

合併して、変な言い方ですけれども、南部地区のほかというのはまだまだそういう部分を持っ

ていない。その辺をやっぱり教育することによって、ああこの町に残ってみたい、残りたいと

いう方々もふえてくるような気はします。やはりその辺をもう少し教育の場、また、そういう

ふだんの生活の場でも持つべきではないかなと考えております。特に、出土品の中に相当数、

重要なと言えばおかしいですけれども、貴重なものがあります。それを見る場というか、見る

機会すらない。そういうものはやはり、期間限定でもいいのでいろいろな場で出していただき
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たい。考古学者もそうですけれども、発掘の現場はもう自分の宝のように思ってなかなか出さ

ない人もいるという話をよく聞きます。そうではなくて、やはり皆さんに見ていただく、見る

価値があるものですから、その辺はもう少し検討していただきたいと思います。 

  以上、ちょっと私の意見も入れながら話をさせていただきましたが、その辺について答弁の

ほうをよろしくお願いします。 

 

〇議長（坂本正紀君） 町長。 

 

〇町長（工藤祐直君） まず、臨時職員でございますが、１つの考え、提案いただいたと思って

ございます。その点については、地方自治体になりますので、そのことによってまた臨時職員

の中での不公平感にならないかどうかというのも確認をしながら取り組んでいきたいと思っ

てございます。 

  臨時職員の賃金は一律ではございませんでして、その内容によって賃金が違ってございます

ので、資格を持っている方々の場合はそれなりの賃金になっているはずでございます。また、

一例としまして協力隊員、現在２名いて、ことし３年目になるわけでございます。２人とも、

何とか地元で残って続けたいという意思があるようでございます。そこについては私どもも何

とか支援をして、できるだけ残ってもらえるようにしていきたいなと思ってございますが、そ

こに臨時職員が直結というのは今の段階では申し上げられませんけれども、何とか２人は地元

に残るために、町としてもどういうことを支援していけば、手助けしていけばいいかというこ

とは考えたいと思ってございます。 

  それと、歴史の件でございますけれども、非常に歴史に関しての、皆様興味があると思いま

すけれども、やはり南部地区においては南部藩という歴史をずっと語ってきたわけでございま

して、当時、私は名川地区でございますが、その前は白華山法光寺さんをＰＲをずっとしてき

たわけでございます。今は合併して南部藩のほうを強調しておりますが、私は職員には、課長

会議でも、法光寺さんも現在の住職は38世ですか、700年余りある歴史あるお寺でもございま

すので、南部藩とあわせて法光寺さんのほうもしっかりとＰＲしなければならないと。そのこ

とによって、１カ所ではなくて２カ所を巡ることができるわけでございます。恐らく福地地区

にも、大きな部分はなくても歴史的な部分でここは価値があると、そういうところがあると思

いますので、しっかりと町民の皆さんも歴史に関心を持っていただけるものと思います。 

  また、教育委員会のほうでは、それぞれ学校が発掘調査とかそういう授業もたしか行ってい
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るはずでございます。そういうことも子供たちの時代から関心を持っていただくように、そし

て、非常に珍しい青銅器ですか、が出ております。私も議員と同じで、見せなきゃ意味ないじ

ゃないですかと。職員にもちょっと言って、いろいろあるようでございますけれども、やはり

そういう部分をしっかりと見せる、展示できる立派な建物の展示というものは今後の課題とな

っていきますけれども、いろいろなイベントが行われている町でありますので、そういうとき

にしっかりと皆さんが見られる、そういう部分というのは非常に大事であると思ってございま

す。ましてや貴重な部分でございますので。今、教育委員会のほうでは、いろいろな出土した

部分で、専門の方から鑑定といいますか、そういう調査も今、行う予定に進めておりますので、

そういう部分がまたはっきりして認識されてきますと非常にまた効果が大きくなってくる、そ

う思ってございますので、教育委員会のほうも今の質問、答弁、聞いておりますので、取り組

みをまた強化してまいりたいと思ってございます。 

  ちょっと補足的になりますが、臨職の場合、やはり安定した部分の雇用というのが一番大事

になってくると思っております。八戸の北インター工業団地、今まではかなり残っておりまし

た。かなり１区画が10ヘクタールとか５ヘクタールとか、非常に大きな区画の販売から、区画

を小分化しまして２ヘクタールから３ヘクタールぐらい、そうしたら一気に企業が買いまし

て、先週、事務職の方が来たときに、販売であと数カ所になったということでした。ですから

私も、定住自立圏構想等を含めながら、当町に一番いいのは企業が来てくれるのが一番いいん

ですが、現実的に非常に厳しい状況があります、企業を持ってくるとなると。そういう部分で、

北インターは私どものエリアからは通勤できるエリアでありますので、そういう企業にやはり

郡部のほうからも採用していただくと、こういう部分もしっかり力を入れていきたいと思って

ございます。 

  また、ことし初めに東京へ出張に行ったときに、地元出身の大学生に、男の学生、ちょっと

時間がとれましたので食事をしながら話をしていましたら、地元にやはり戻りたい、地元で仕

事をしたい、これは当町に限らず八戸を含んだ中で言っておりました。ですから、若い方々も

やはり、思いは地元に帰ってきて仕事をしたいんだなということを感じましたので、やはり雇

用という部分は今後も、かなり難しい部分ですけれども、いち南部町だけではなくて、やはり

広域的に、特に八戸さんも一緒になって雇用を確保していくことが大事であると、こう思って

ございますので、またいろいろなご指導をいただきたいと思います。 

 

〇議長（坂本正紀君） 社会教育課長。 
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〇社会教育課長（赤石裕之君） 先ほど町長からも答弁がありましたとおり、小学校の方々に今、

聖寿寺館の発掘体験学習、発掘をさせております。また、小学生を対象にいたしまして奥州街

道ウオークということで奥州街道を歩いていただいて、町の文化財を見学していただいて、ま

た、町のほうで子供たちに説明し、小学生から町の貴重な文化財があるということを学習して

いただいております。 

  また、もう一つが、先ほど議員ご指摘の、町の聖寿寺館の発掘に貴重な遺物が発掘されてい

る、それを皆さんに紹介したらということで、昨年度からイベント等で移動博物館という形で

りんご市とかで見せているんですけれども、やはり貴重なものということで、今年度、予算を

措置していただきまして、移動の展示収納ケースを５月に購入いたしまして、各イベント等で

展示ケースを持って皆さんのところに回って見ていただきたいなと思っておりますので、よろ

しくお願いいたします。 

 

〇議長（坂本正紀君） ほかに質問はありませんか。山田賢司君。 

 

〇１番（山田賢司君） 質問ではないんですけれども、これからの雇用の場の確保というものは

大変なものになってくると思いますから、先ほど言われた八戸、広域的連携ということで町長

さんお伺いのようですので、ぜひ町長にはその辺をよろしくお願いしたいなと思います。 

  また、歴史に関しても、いろいろな場面でことしは回って歩くそうですので、多くのところ

で皆さんが見られるような態勢をとっていただきたい。要望にしまして、私の質問を終わりま

す。 

 

〇議長（坂本正紀君） これで山田賢司君の質問を終わります。 

 ここで昼食のため、午後１時まで休憩とします。 

（午前11時55分） 

                                           

〇議長（坂本正紀君） 休憩を解きまして会議を再開します。 

（午後１時00分） 

                                           

〇議長（坂本正紀君） 一般質問を続けます。 
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 14番、立花寛子君の質問を許します。立花寛子君。 

（14番 立花寛子君 登壇） 

 

〇14番（立花寛子君） 日本共産党の立花寛子でございます。６月定例議会に当たり、一般質問

を行います。 

  自治体における自衛官の募集についての質問です。 

  ことし２月の広報なんぶちょうには募集案内として予備自衛官補（一般）の募集が掲載され、

問い合わせは自衛隊青森地方協力本部八戸地域事務所となっております。 

 次に、本年度予算、歳出２款１項12目19節負担金補助及び交付金に６万6,000円の説明の１つ

に、負担金、八戸地域自衛官募集事務協議会に6,000円を支出しています。この支出内容は、

自衛隊員の募集をすることと考えますが、自治体の仕事なのでしょうか。自衛隊員の取り巻く

環境が今までとは多く変化している中、自治体が募集をすることに町長は疑問を感じてはおり

ませんか。戦争法案が強行され、戦闘地域でも活動するようになれば、殺し殺される危険性は

格段に高まり、多くの隊員が犠牲になるのは必至です。若い自衛隊員から、災害復旧や災害救

助に憧れて入ったのに人殺しはしたくないとの痛切な訴えがあります。自衛隊員や若い世代の

中に戦争法案への不安と怒りが急速に高まっているとき、自治体として自営隊員の募集をかけ

ることはいかがなものでしょうか。八戸地域自衛官募集事務協議会に参加し続けるのでしょう

か。答弁願います。 

  次の質問です。集団的自衛権行使容認の閣議決定をしたもとで、自衛隊員の安全は守られる

と考えておられるでしょうか。 

  憲法の条文を読みますと誰でもわかるのが、立憲主義という大原則です。権力を縛るための

憲法であるという立憲主義と、憲法９条に代表される恒久平和主義に反する決定が集団的自衛

権行使容認ではないでしょうか。アメリカが世界のどこであれ戦争を始めたら、自衛隊がこれ

まで戦闘地域とされてきた場所まで行って軍事支援ができるようにする。日本が攻撃されてい

なくても集団的自衛権を発動し、自衛隊が海外での武力行使に乗り出す。以上の内容が集団的

自衛権行使容認の閣議決定の具体化の内容ではないでしょうか。 

  安保法制関連法案の国会審議が報道されております。憲法９条戦争放棄をうたった憲法があ

りながら、なぜ平和が脅かされる不安を感じなければならないのでしょうか。戦争で真っ先に

犠牲になるのは前途ある若者であり、自衛隊員ではないでしょうか。集団的自衛権行使容認の

閣議決定を具体化する一連の法案の国会審議を通じて、町長は自衛隊員の安全は守られると考
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えておられるでしょうか、答弁願います。 

  次の質問です。国民健康保険税の負担軽減策についてであります。 

  今議会には国保税引き下げとなる条例改定が行われる予定で、長年、国保税引き下げを訴え

てきた１人としてうれしく思うものであります。これを契機にさらなる国保税引き下げを訴え

ていかなければなりません。国保税は、もはや負担は限界というところまで来ています。国保

行政は自治事務であり、個別の対応は市町村の裁量に委ねられております。基金の取り崩し、

一般財源の繰り入れなど、自治体独自の取り組みで国保税引き下げの努力が求められるわけで

あります。 

  そこで、提案なのですが、南部町でも申請減免を取り入れていただきたい。減免条例、規則

を拡充し、生活実態に即した免除・軽減が図られるよう最大限の努力を行うことを求めます。

負担軽減策の１つである法定減額以外の方法で国保加入者世帯に対する負担軽減策を実施す

る考えはおありでしょうか、質問するものであります。 

  ３点目の質問です。学生、高校生への奨学金制度の拡充について質問いたします。 

  南部町奨学金貸し付け条例は、経済上の理由により就学が困難な世帯にとっては、就学に必

要な資金を貸し付ける制度としてなくてはならない条例です。しかしながら、年々、若者の就

職状況が厳しくなり、思い描いていたようには返済できずにいる人が出ているのではないでし

ょうか。返済が困難な状況に陥った場合、相談してほしいと行政側は再度訴えておりますが、

悩んでいるうちに期限が来て、延滞利子である年14.6％の利子を掛けられることになるでしょ

う。返済型の貸し付け制度であるため、当然の措置ではあります。高校中途退学者の数が問題

となり、家庭の経済状況がかかわっていると考えられる理由もあり、教育費負担の軽減が図ら

れてまいりました。公立高校でも無償になるのは授業料のみで、入学金や教科書、教材費、修

学旅行費、クラブ活動費などが依然として大きな負担となっております。教育の機会均等を図

る観点から検討を加え、必要な措置を講ずるべきではないでしょうか。 

  そこで、提案なのですが、給付型の奨学金を創設する考えはおありでしょうか、答弁願いま

す。 

  次の質問です。初めに、簡易宿泊施設の火災が発生し、死者を出した問題で、違法な建物で

あったとか長期滞在者で保護受給者がいたなどの報道がありましたが、記憶に新しい報道では

ないでしょうか。死亡された方の中には、不幸な境遇となり、この場所で暮らさざるを得なか

ったと考えられます。この問題の根底には、住宅、家、住まいの確保はどうあるべきかという

観点があると考えます。 
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  国の住宅政策は持ち家が中心で、家は買うものという政策です。現在、非正規雇用が多数と

なり、低所得世帯が広がっている中、住宅ローンを組むことは困難です。賃貸住宅や公営住宅

に住んでいても、家賃や年金の変化で生活が苦しくなり、住みかえを考えるも条件に合わなか

ったりしています。就職先を考えるとき、どこに住むかによって生活が変わっていくでしょう。

このように、住宅問題は重要であるにもかかわらず個人の問題になっているのではないでしょ

うか。あることわざに「福祉は住宅に始まり、住宅に終わる」とあります。単身者用住宅や家

族の人数に合った住宅の確保を国の責任として施行させる運動が大切ではないでしょうか。住

宅問題にも光を当てることを要望するものであります。 

  そこで、自治体として支援できる内容は、若い世代の定住支援ではないでしょうか。若者向

けの低家賃住宅の導入や低所得者向けの家賃補助を実施する考えはありませんでしょうか、答

弁願います。 

 

〇議長（坂本正紀君） 答弁を求めます。町長。 

（町長 工藤祐直君 登壇） 

 

〇町長（工藤祐直君） それでは、立花寛子議員のご質問にお答え申し上げます。 

  現在、町では八戸地域事務所管内自衛官募集事務連絡協議会に、昭和40年12月発足時より加

入しております。構成市町村は三八地区７市町村で構成されております。この協議会の目的で

ありますが、自衛官募集事務に関する事項の研究協議、市町村と自衛隊地方協力本部との相互

調整を図ることとされております。事業としましては、自衛官募集の現況についての研修会や

自衛隊入隊予定者の激励会等であります。ちなみに、南部町出身者の自衛隊入隊者について、

３年間を見ますと、平成25年度には４人、平成26年度は４人、平成27年度は６人となっており

ます。 

  また、南部町には南部町自衛隊父兄会として、会員55名で構成されている団体がございます。

この団体は、南部町出身者の隊員とその父兄相互の理解と親睦、防衛意識の高揚を目的とし、

自衛官募集への協力を柱に、地元出身隊員への激励や研修会を行っております。 

  このように、入隊者が毎年継続的にいることや、南部町自衛隊父兄会の活動などを踏まえ、

近年の災害時における自衛隊活動の実績を考慮いたしますと、町の役割の必要性が重要である

ことから、この協議会への参加は今後も続けていくことが不可欠であると考えております。 

  次に、集団的自衛権行使容認の閣議決定をしたもとで自衛隊員の安全は守られると考えてい
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るかというご質問でございますが、政府では、安全保障関連法案の今国会会期中の成立を目指

し、５月26日の各党代表質問で国会審議入りしたところであります。国会は、戦後日本の安全

保障政策を大転換する安全保障関連法案を成立するのか、不承認を決定するのか、今現在、審

議しているところであります。自衛隊の安全に関し、安倍首相は、自衛隊の海外活動の拡充に

伴う自衛隊のリスクについては、隊員のリスクを極小化するだけの措置をしっかり規定してい

ると答弁をしております。 

  いずれにしても、集団的自衛権行使の要件がどのように決定するのか、自衛隊員がどのよう

な状況下のもとで派遣されるのかによるところですが、自衛隊員の安全が最優先に確保される

ことだと思います。今後の動向を注視していきたいと考えております。先ほども申し上げまし

た。どのような行使条件になるかによって状況が違うものと考えております。 

  次に、２点目の国民健康保険税の負担軽減策についてのご質問にお答え申し上げます。 

  初めに、国民健康保険税の軽減についてご説明いたします。当町で適用しております国保税

の軽減は主に２つございます。まず、１つ目が低所得者世帯軽減で、内容といたしましては、

世帯主及び世帯に属する被保険者の所得の合計額が定められた金額以下の場合に軽減される

ものでございます。軽減割合の種類は２割、５割及び７割でございます。２つ目が、特定世帯

軽減で、国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行した被保険者がいることによりまして、

世帯の国保加入者が減少して国保税が上がってしまう場合、国保を離脱した方も含めて所得軽

減の判定を行うものでございます。これによりまして、従前と同様の軽減措置が受けられるこ

とになるものでございます。 

  続いて、平成26年度の軽減の適用状況についてご説明申し上げます。国保加入全世帯3,926世

帯の中で７割軽減が1,315世帯、５割軽減が580世帯、２割軽減が498世帯で、全体の60.95％の

世帯が軽減適用されております。また、軽減額につきましては、均等割額が8,400万4,880円、

平等割額が5,748万9,950円、合わせて１億4,149万4,830円となり、国保税全体の19％が軽減さ

れているものでございます。 

  現在、当町で適用しております軽減は、いずれも法に基づきまして行っているものでござい

ます。議員ご質問の法定減額以外の軽減策についてでございますが、国の法改正に伴い、本年

度から軽減が適用される世帯がふえる見込みとなってございます。また、今定例会におきまし

て条例改正の提案をさせていただいているところでありますが、本年度に国保税の減税を実施

する予定としておりまして、現段階におきましては法定軽減以外の軽減策は考えていないとこ

ろでございます。 
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  次に、奨学金制度の拡充についてのご質問でございます。 

  初めに、南部町の奨学金貸付額は、大学生は月額４万円、短大・専門学校は月額３万円、高

校生は月額２万円で、平成26年度中には64名の方々へ年間約2,900万円を貸し付けしておりま

す。給付型の奨学金でございませんが、合併前の旧名川地区にあった返還免除制度を合併後は、

大学及び短大・専門学校を卒業後、引き続いて10年以上南部町に居住した場合に貸付額の半額

を返還免除する制度を町独自で行って実施してございます。 

  現在、奨学金の資金として町民の皆さんが負担された税金を投入している状況であります。

免除制度も設けておりますので、今のところ、給付型の奨学金の創設は考えてございません。

なお、大学や企業、各種団体で給付型の奨学金制度を設けておりますので、必要に応じて学生

や保護者の皆さんへの情報提供に努めてまいりたいと思っております。基本的には、借りたも

のはお返しするというのは私は基本ではないでしょうか。そういう中で、できる限りの町とし

ての軽減策というのも考えて実施しているところでございます。 

  次に、若い世代の定住支援についてお答え申し上げます。 

  まず、若者向けの低家賃住宅の導入についてでありますが、当町では、公営住宅法に基づき

建設した公営住宅と特定優良賃貸住宅に関する法律に基づき建設した特定公共賃貸住宅を整

備しております。現在、公営住宅のひろば台団地整備事業を実施しており、引き続き南部地区

の団地建てかえ計画に取り組む予定でおります。 

  公営住宅の基本的な入居条件としては、住宅に困窮している者、算定基準の収入を超えない

者、現に同居または同居しようとする親族がある者としており、特に若者に特定した優遇措置

はございませんが、条件を満たす低所得者の若者世帯には公営住宅に入居いただきたいと考え

ております。 

  また、所得制限のない若者向けの低家賃住宅の整備については、公営住宅の建設と比べ町の

財政負担も大きくなりますが、今後、若い世代の定住支援に向けた検討を考えてまいりたいと

思っております。 

  町では、定住促進のため、森越、法師岡、小沢田の３地区におきまして宅地分譲をしており

ますが、今後は旧剣吉中学校跡地についても、特に子育て世代を対象とした価格を抑えた分譲

地として検討しているところであります。 

  次に、低所得者向けの家賃補助の実施についてでありますが、若者定住を促進化するための

有効な政策と考えておりますが、行政サービスの公平性など課題もありますので、他町村等も

参考にさせていただきながら今後、検討してまいりたいと考えてございます。 
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 以上でございます。 

 

〇議長（坂本正紀君） 再質問はありませんか。立花寛子君。 

 

〇14番（立花寛子君） まず、１点目の自衛官の募集についてでありますが、国会のやりとりを

見て感じますことは、なぜ憲法９条があるもとで町長に自衛隊員の死者が出るか出ないかと質

問しなければならない状況がどうして来ているのか、私自身、全くわからないのでありますが、

一般質問はいわゆる町長に対しての質問で、これも大事な議員の仕事ですので、きっちりとや

はり、自衛隊員に死者が出るものと考えているのかどうか、状況が違うと違っていくだろうと

いうような象徴的なことではなく、今の国会のやりとりを見て死者が出るのではないか、この

ように心配しているとはっきりとご答弁できるのであれば集団的自衛権行使容認をきっちり

と理解されていると理解するわけでありますが、その点はどのように考えておられるでしょう

か。安全を確保するものと注視しているなどという象徴的なことではなく、本音でお答え願い

たいと思います。これは、これからの自治体運営に対しても大変貴重な町長の考えの１つです

ので、はっきりとお答え願いたいと思います。 

  ところで、自衛官募集事務協議会にはこれからも参加し続けるということでありますが、状

況が変化し、やはり自衛隊員に死者が出たとしてもこの協議会に参加し続けるのでしょうか。

私は国会のやりとりを見て、本当に自衛隊員の皆さんは大変な心労をいたしている中で、自治

体自身がそういう危険な状況に協力するような立場をこれからもやり続けていくことが本当

によいことなのかどうか、もう一度考えていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。 

  国保税引き下げについては、なんとかここまで具体的に、同僚議員からも国保税引き下げの

意見があり、ここまで来たものとうれしく思っておりますが、なかなか、他の自治体がやって

おります減免申請という制度をどうして当町では導入されないのか、この点をお聞きしたいと

思います。先ほどの答弁では、法定減額以外はなされていないのであって、私の一般質問にき

ちんと答えているということにはなっておりませんので、もう一度答弁をお伺いするわけであ

ります。 

  現在、私が問題にしていますのは、国保税が法定減額にも当てはまらないぎりぎりの世帯の

皆さんが、生活実態からいって高過ぎて困っている世帯の皆さんに、減額基準を所得基準では

っきりしていただいて、減免申請を受け付け、実態を把握しながらケース・バイ・ケースで措

置する制度を導入していただきたいと何度も訴えてきているわけでありますが、どうしてこの
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申請減免がこの当町で採用されないのか。なぜですか。この点をお聞きしたいと思います。 

  この申請減免の根拠というものは、国保法77条にきちんとあり、保険者は条例または規則の

定めるところにより、特別の理由があるものに対して保険料を減免し、またはその徴収を猶予

することができるときちんと決まっているのであります。分納して納めるだけのやり方では、

国保加入者の負担軽減策には残念ながらなっておりません。この国保税の算定基準が前年度の

収入その他を計算に入れているわけですので、現在、苦しい状況になっている世帯に対して、

何とか軽減策をつくってほしいと言っているのであります。ある方は、役場に行って、今苦し

いので何とか国保税を、この金額ではなく引き下げてもらいたいとお話ししましたら、払って

もらうことが原則ですということで全く相談にならなかったと言っております。これでは何の

ために相談に行ったのかわからないと私に訴えております。ぜひ国保税の申請減免基準を導入

することを強く求めるものでありますが、いかがでしょうか。 

  ３点目の奨学金制度につきましては、大変改善されてきているものと思い、うれしく思って

おりますが、先ほどもお話しした答弁のとおり、借りたものは返してもらうのは原則、これで

は何の解決にもならないのでありますが、大変若い人方の就職状況が厳しくなってきているの

で、借りたものは返さなければなりませんけれども、返すことのできない状況になってきてい

る人の状況もきちっと把握されておられるでしょうか。また、10年以上住み続けていると免除

されるというよい条件も生まれてきておりますが、就職先に恵まれなければこの条件にも合わ

ないということになります。 

  そして、世界的には、教育費の問題は無償というのが世界の趨勢になってきております。給

付型でない奨学金があるということを外国人の学生の皆さんがお聞きになると大変驚いてい

たそうであります。このように、まだまだ日本の奨学金制度は後進的だと言わなければなりま

せんが、自治体１つだけで解決するものではないとは思いますが、八戸市でことしは給付型の

奨学金制度を導入しております。ぜひこの点をご参考にしていただき、給付型の奨学金を創設

する方向で考えていただきたいと思います。 

  ４番目も１自治体だけではなかなか解決できるものではないとは思いますが、要は公営住宅

の増設が余りにも厳しく、そして、条件が大変狭められているために、使いたくても使えない

世帯があるということをぜひご理解していただきたいと思います。これから公営住宅の増設な

ど計画されておるでしょうか。その中で、やはり若者向けの低家賃住宅、新しく建てば建つほ

ど家賃の金額が高まっていくようでありますが、それではなかなか使いにくいところもあるの

で、その改善はこれから望めるでしょうか。その点をお聞きします。 
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  そして、先ほど答弁にもありましたが、家賃補助は大変よいものであるというご答弁をいた

だきましたことは大変うれしく思っております。ぜひこの家賃補助制度を研究されて当町にも

当てはめるようにしていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。 

  以上、再質問であります。ご答弁願います。 

 

〇議長（坂本正紀君） 町長。 

 

〇町長（工藤祐直君） まず、自衛隊関係でございますけれども、死者が出ないのかと。先ほど

私は答弁しているつもりであります。行使内容によって、それはいろいろ異なりが出てくるの

ではないかなと思っています。そこを今、国会が議論しているわけでございまして、安倍総理

も自衛隊のリスクにはならないように規定しているというふうな答弁をしております。繰り返

し、行使内容によって全く違ってくると思っております。 

  それと、協議会の参加でございますけれども、当町からも自衛隊に入隊しているいわゆる出

身者がいる中で、当町だけその協議会に参加しないで、そういうときにいわゆる激励会、いろ

いろな催しがあったときに、当町から逆に誰も出ていないということは、私は逆に、入隊して

いる隊員に対して逆に失礼になるのではないかなと、こう思っております。これは、協議会は

参加していきたいと思ってございます。 

  それから、国保税含め奨学金、若者定住でございますが、基本的に立花議員さんとの違いは、

何でも無料、軽減をしてしまうと、逆に日本の国はどうなってしまうのかなと思っております。

奨学金の中で１つ私は、お借りしていたものはお返しするのがこれは基本的ではないのかな

と、そう申し上げました。議員もさっき、そういうふうに言っておりました。そういう中で、

やはりお返しいただくことを前提にしながら、これが次の方々に貸していく資金にもなってい

くわけであります。そういう中でも、どうしても状況によってすぐ返せない方々、そういう部

分においては、教育委員会のほうでも相談に乗っておりますし、中にはどうしても返還ができ

なかった、そういう方々もおります。強引に徴収しているものではありませんし、ただ、やは

り基本的にはお返ししていただいて、その資金がまた新たな人たちに還元されていくというこ

とは考えていただきたいなと思っております。 

  国保税でございますけれども、法に基づいて行ってございます。これは当然、所得に沿って

７割軽減、５割軽減、２割軽減といって行ってございますので、基本的にその中で軽減策を講

じてまいりたいと。そして今回、今まで議員からもご指摘もいただいておりました基金、３億
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5,000万ほどあったこの基金を活用させていただいて、大体年間8,000万ぐらいになると思いま

す。これを４年間、今の議会で可決いただければ、軽減した額でまずは４年間は行けると。た

だ、その後においては基金がほとんどなくなる状態になりますので、そのときにまたこれは相

談させていただきたいということで、我々もできる部分については軽減をしているつもりでご

ざいます。 

  申請減免等々のお話もありました。ここはまた担当課のほうから説明を受けながら、基本は

ちゃんと、その方の所得に応じて軽減の幅がありますので、その中で今は取り組んでいきたい

と思ってございます。 

  若者向けの低家賃等につきましては、今後、町営住宅の計画もありますし、公営施設のみな

らず、民間で建てた場合はどういう部分ができるのかと。これは実施するしないは別にしても、

そういうのまで検討もしていきたいと思っております。課長会議のほうではそういう話もさせ

ていただいて。 

  ただ、全てこれは財政に関係してくるものでありまして、あれもこれもということはやはり

町としても難しい部分があると思っております。八戸市さんの例もありました。八戸市さんが

やっていない大きなサービスも私ども、やっているわけでございます。１つの部分だけを取り

上げて、そして、ここでやっているからどうかということに関しては、じゃあ、我々が8,000万

つぎ込んだ給食費の無料化、これはじゃあ何カ所がやっているんでしょうか。こういうことも

考え、総合的に取り組んでいきたいと、そう思っております。 

 

〇議長（福田勉君） 健康福祉課長。 

 

〇健康福祉課長（福田勉君） 立花議員ご指摘のありました国保税の減免申請の件についてでご

ざいますけれども、議員ご指摘の生活といいますか、経済上の理由から、国保税の減免申請を

お願いしたいということでございましたけれども、町長からの答弁もあったように、国保税の

減免の実施を予定しているわけでございますけれども、さらに今言った減免申請、経済的理由

といいますか、生活上の理由でこの減免申請という制度もまた実施するということは、さらに

要するに財源が必要、減免した分の財源が必要ということになりますので、現段階においては

現制度のままを継続してまいりたいと考えてございます。 

  以上です。 
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〇議長（坂本正紀君） 建設課長。 

 

〇建設課長（工藤良夫君） 町長の答弁にもありましたけれども、公営住宅の増設などを計画さ

れているかということについて、現在、名川地区のひろば台団地を実施しております。計画で

は、平成30年をめどに完成の予定でございます。引き続き、南部地区の団地建替えを計画に取

り組む予定になっております。 

  若者向けの住宅の考えですけれども、これも現在、公営住宅では若者向けの優遇措置はござ

いません。町単独の住宅として建設は、国の家賃補助等もなくなりますので財政負担も大きく

なりますが、今後、検討していきたいと考えております。家賃補助制度を研究され、当町に当

てはめるかということですけれども、近隣の町村では期限を区切って二、三年とか、あと、年

齢の条件を40歳以下ということで実施されている町村もございますので、その町村等を参考に

検討していきたいと考えております。 

  以上でございます。 

 

〇議長（坂本正紀君） ほかに質問。立花寛子君。 

 

〇14番（立花寛子君） 具体的にさまざま出てきたのは、うれしい答弁の内容でありました。そ

こで、具体的に私もお話ししますけれども、私自身の性格で、何でも無料と言っていると町長

のお話でありましたが、納税の義務というものをきちとわきまえての話であり、これは税金の

使い方のよしあしを訴えているのでありまして、お間違えのないようにしていただきたいと思

います。また、いち自治体だけでは難しいけれども、国に対しても住宅問題や奨学金制度は改

善を求める立場にあるのですので、その性格を利用していただきたいと思います。 

  次に、再々質問が前後しますけれども、国保の引き下げの問題は一歩前進ということでうれ

しくは思っておりますけれども、現在の国保税に苦しんでいる国保加入者に対する解決策が全

く機能していないがために、何度も何度も改善を迫ってきているわけであります。まして、不

納欠損とか免除などの法的措置もとれるわけでありますので、払えない状況なのに何年も何年

もその金額を積ませて払わせるという態度はいかがでしょうか。もう少し法的措置をとりなが

ら、不納欠損で落として、ここから、始められる金額から納めていただくことはできませんか

と丁寧な返答をしていただくことはできないのでしょうか。いかがでしょう。 

  そして、申請減免は、これはどこでも受け付けている制度でありまして、受け付けていない
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自治体ほど珍しいところはないのです。その制度自体をもう少し研究していただきまして、分

納だけではなくケース・バイ・ケースで、じゃあこの金額はいいですので今年度からこのぐら

いは払えますかと相談していただくように再度求めます。 

  公営住宅は、国の計画としても大変厳しい状況になってきており、低家賃で安心した住宅を

確保すること自体が難しくなってきていることは事実でありますので、これは国に対してもき

ちんと住宅問題を解決するためには、公営住宅の増設を図るように地方からも訴えることはで

きるのではないでしょうか。公営住宅は、ここではまだ入れるような状況もあるんですが、中

央などでは公営住宅は30倍という倍率だそうです。ですから、一番最初に訴えた簡易宿泊施設

などの問題が起こっているのではないでしょうか。１自治体だけで解決できないとは思います

が、ある程度建材などを管内で回すならば、建設会社の皆さん方が自治体とタイアップしなが

ら、安価な住宅を供給し、家賃補助などももらえれば住民の皆さんも安心してそこに住むこと

ができるのですので、日本だけの住宅状況でなく、ある程度先進国での住宅問題も研究される

ことを提案いたします。 

  いみじくも、先ほどの同僚議員も話された、若い世代の就労意識のためには、ある程度、臨

時職員の皆さんの給料アップとか住まいの確保も訴えられている方がおられて心強く感じて

いるところでありますので、私一人だけが訴えているのではありませんので、その点をご理解

いただきたいと思います。 

  若い世代の定住支援については特に力を入れてご研究なさることをご提案申し上げまして

私の質問を終わります。何かありましたらご答弁願います。 

 

〇議長（坂本正紀君） 答弁ありますか。町長。 

 

〇町長（工藤祐直君） 国保税につきましては、最初から不納欠損処理をするというのは、もう

最初から払わなくてもいいという気持ちになっていくと思いますので、そういう中で、どうし

ても状況によってという部分は担当課のほうも相談に乗っているはずでございます。ただ、町

側と議員さんの若干の考えの違いがあると思いますが、最初から不納欠損というのは、これは

もう逆に大変な状況を生み出すということになると思いますので、そうならないようにしなが

ら対応していきたいと思ってございます。 

  それから、公営住宅でございますけれども、これは人口増、そういう必要性に応じて考えて

いかなければならないと、こう思ってございますので、今、いろいろな部分で立花議員さんが
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言われた部分と午前中の山田議員さんの部分、同じ部分もあるんでしょうが、基本的な考え方

の中では違う方面の考えでの取り組みを主張している部分もあると思ってございます。 

  以上でございます。 

 

〇議長（坂本正紀君） これで立花寛子君の質問を終わります。 

 ここで２時５分まで休憩いたします。 

（午後１時50分） 

                                           

〇議長（坂本正紀君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

（午後２時05分） 

                                           

〇議長（坂本正紀君） 一般質問を続けます。 

 ３番、中舘文雄君の質問を許します。中舘文雄君。 

（３番 中舘文雄君 登壇） 

 

〇３番（中舘文雄君） いよいよきょう最後の質問となりましたので、しばらくおつき合いをい

ただきたいと思います。 

  私は、今定例会に臨むに当たり、全国の自治体で進められている地方版人口ビジョンと総合

戦略策定に係る当町の取り組みについて、また、介護保険制度の運用に当たり、介護保険料が

現状ではさらに上昇すると予想される推計がある中で、当町での取り組みについて質問をいた

します。 

  最初に、地方創生に向けてであります。 

  第60回定例会において、国・県の総合戦略の作成に係る具体的な内容や詳細なスケジュール

等は明らかではないとの前提での答弁の中で、基本的な考え方は県が策定する総合戦略を勘案

して策定するとのことでありました。また、町の総合戦略の策定に当たっては、各分野にわた

っての基本的な考え方は明らかにしていただきましたので理解しているつもりですが、今回の

地方創生においては、目標設定や施策の実施に当たっては政策５原則を定めております。それ

は、自立性、将来性、地域性、直接性、結果重視を重点的に、短期・長期の具体的な数値目標

を設定し、政策効果を客観的に指標により検証し、必要な改善等を行う等であります。 

  また、今回の地方版総合戦略について、創生本部から、地方議会の関与が必要であるとの文
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言が指摘されております。そこには、「地方版総合戦略については議会と執行部が車の両輪と

なって推進することが重要であることから、各地方公共団体の議会においても地方版総合戦略

の策定段階や効果検証の段階において十分な審議が行われるようにすることが重要である」と

記されております。 

  そこで、地方版総合戦略の策定に当たり、当町の取り組みについて次のことを質問いたしま

す。 

  １点目は、県の人口ビジョンと総合戦略を勘案した上で、当町の重点項目と今後のスケジュ

ールについて質問いたします。 

  ２点目は、総合本部が求めている議会の関与の問題で、今後の策定や効果検証の段階での議

会に対する対応についてどのように考えておられるのか質問いたします。 

  次に、介護保険制度に係る問題について質問いたします。 

  介護保険料に関する報道がテレビ、新聞等で多く取り上げられ、各市町村でもこの４月から

引き上げられるとのことであります。厚生労働省の推計でも、今後さらに上昇すると予想され

ております。 

  当町でも、介護サービス費用を抑えるための対策として、介護予防教室の開催をし、介護予

防事業の強化をするとの方針は示されておりますが、私は、さらに強化した高齢者への対策を

初め町民の健康に係る政策を推し進めていく必要があると考えております。町内に施設整備が

進み、サービスを受けやすい環境になることによって、そこに住む保険料対象者の保険料を高

く負担しなければならないということになれば、元気な高齢者が住みにくい町になってしまい

ます。そうしたことから、他市町村に比べても保険料を抑える政策を検討する必要があると思

います。介護予防事業も大事ですが、元気な高齢者に対して笑顔と喜びを与えられる政策、元

気なことによって得られる、また、生きがいに結びつく政策が必要だと思います。 

 そこで、次のことを質問いたします。 

  １点目は、介護保険料を抑えるための政策としてどのようなことが考えられるのか質問いた

します。 

  ２点目は、老人または高齢者の方々の生きがいに結びつく政策について質問いたします。 

  私たちは、直面する諸問題に果敢に取り組み、地域の特性を生かした、求められる総合戦略

を策定しながら、地域づくりに取り組み、また、現在の高齢化社会の問題にも解決策を見つけ

ていかなければなりません。町長並びに関係者の答弁を求め、質問を終わります。 
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〇議長（坂本正紀君） 答弁を求めます。町長。 

（町長 工藤祐直君 登壇） 

 

〇町長（工藤祐直君） それでは、中舘文雄議員のご質問にお答え申し上げます。 

  まず最初に、地方版総合戦略についてのご質問でございますが、今後、一層進む人口減少の

克服と地方の創生をあわせて行うことにより、将来にわたって活力ある日本社会を維持してい

くことを目的として、まち・ひと・しごと創生法が平成26年11月に公布されました。これは、

各地域によって状況や原因の異なる人口減少問題に対して、その地域に応じた対策をそれぞれ

の自治体において講じていくというものでありまして、市町村においては国が定めているまち

・ひと・しごと創生総合戦略及び県が定めるまち・ひと・しごと創生総合戦略を勘案して、そ

れぞれの市町村の実情に応じた地方版創生総合戦略を定めるよう求めることになっておりま

す。 

  国の総合戦略は昨年12月27日に閣議決定され、全国の自治体へ示されておりますが、青森県

の総合戦略につきましては平成27年９月の完成を目標に現在作成中であるとのことで、県内市

町村へは先月中旬に総合戦略の骨子案が示されたところであります。そのため、当町において

は、国の総合戦略で示している以下の４つの基本目標に沿って、当町の実情に照らし合わせて

作成していくことにしております。 

  １つ目は、地方における安定した雇用を創出する。２点目に、地方への新しい人の流れをつ

くる。３点目に、若い世代の結婚、出産、子育てへの希望をかなえる。４点目として、時代に

合った地域をつくり、安心な暮らしを守るとともに地域と地域を連携するとしております。 

 今後の具体的な作成スケジュールでありますが、今月中に私を本部長とした南部町まち・ひと

・しごと創生本部を立ち上げるとともに、産・官・学・金・労・言、金は金融機関、労は労働

団体、言はメディア等というふうになっております。の各分野から委員を委嘱し、概要説明を

実施する予定としております。また、各種の統計資料などから将来人口推計の分析、中長期の

将来展望、人口ビジョンを作成し、地域特性を生かした総合戦略の案を作成する予定としてお

ります。その総合戦略の案を各分野からの委員や議会へお示しして、皆様からのご意見をお伺

いしまして取りまとめ、３月ごろには報告できるように進めていくこととしております。 

  このように、国・県・市町村で総合戦略を策定し、地方創生を目指して取り組んでまいりま

すが、人口減少に歯どめをかけることは難しい課題であり、短期的に結果の出るものではござ

いません。また、当町におきましても以前から子育て対策、産業振興対策など、さまざまな人
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口減少対策に取り組んでおり、評価もいただいておりますが、事人口減少に関しましてはなか

なか特効薬が見つからないのも現状でございます。今後は、行政だけではなく、住民、地域で

人口減少の危機感を共有し、知恵を出し合い、人口が減少していく将来をしっかり視野に入れ

て着実に取り組んでいくことが私どもに課せられた責務であるというふうに考えてございま

す。 

  次に、総合戦略に係る議会との関係についてでございますが、内閣官房まち・ひと・しごと

創生本部からの地方版総合戦略策定についての通知の中では、議会と町執行部が車の両輪とな

って推進することが重要であるとされているほか、石破大臣から全国の地方公共団体の首長及

び議会議長宛てに出された書簡の中でも、策定における各段階において地方議員においても十

分に議論されることが期待されています。議会と町執行部の具体的な連携のあり方としまして

は、総合戦略の策定に当たって一律に議決を得ることを求められているものではありません

が、ご意見をいただきながら策定いたしまして、全員協議会等で報告させていただくなど、策

定段階はもとより、その後の効果検証に対しましても積極的にご意見をいただき、それをさら

に反映できるように努めていきたいと考えておりますので、ご理解とご協力をお願い申し上げ

ます。 

  続きまして、２点目の介護保険制度における当町の今後の対応と政策についてのご質問にお

答え申し上げます。 

  まず、介護保険料を抑えるための施策についてでございますが、初めに、当町の介護保険の

状況についてご説明いたします。 

  介護保険制度は、平成12年度にスタートし、今年度で15年目を迎えます。制度開始当初は介

護給付費は約11億8,000万円でございましたが、14年を経過した26年度におきましては約23億

9,000万円で、制度開始当初と比較すると約12億1,000万円の増となり、２倍以上の給付額とな

っている状況であります。今後におきましても、少子高齢化の進行、要介護認定者の増加やこ

れに伴う介護サービス利用者の増加が予想されることから、平成27年度から29年度までのいわ

ゆる第６期介護保険事業計画におきましては、27年度が約25億円、28年度が約25億7,000万円、

29年度が約26億3,000万円で、３年間の総給付費を約77億円と見込みまして介護保険料の基準

月額を5,400円から7,000円に改正したところでございます。 

  介護保険料を抑えるためには、介護給付費を抑制していくこと、また、高齢者の皆さんが介

護サービスを必要とせず、いつまでも元気な状態でいることが重要であると考えております。

介護給付費を抑制していくためには、介護給付費の適正化をさらに強化していく必要がありま
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す。介護サービスの利用は、居宅介護支援専門員、いわゆるケアマネジャーが、サービス利用

者本人や家族の希望に沿った介護サービスを適切に利用できるように、本人や家族の心身の状

況や生活環境などに配慮し、介護サービス計画いわゆるケアプランを策定いたしますが、町は

保険者としてケアプランのチェックやサービス利用者への聞き取り調査などを実施し、不要な

サービスを見直し、サービスの質や量の適正な提供に努めてまいります。 

  また、高齢者の皆さんが介護サービスを必要とせずいつまでも元気な状態でいられるよう、

重点的に介護予防事業に取り組んでまいります。介護予防事業の１つとして、前年度に２地区

におきまして試行的に地域による介護予防教室を実施してきたところですが、本年度からはこ

の事業を町内全域に拡大して実施してまいりたいと考えております。ふだん生活している地域

を参集範囲としまして、高齢者向けの体操を行ったり栄養の講話や健康チェックなどを行った

りするもので、介護予防のみならず、うつ予防、自殺予防、健康づくりなどを同時に行い、み

んなで集まることができる交流の場をふやし、生きがいをつくることも目的として実施してい

くものであります。 

  このほか、当町では、認知症予防のためのあたま元気教室や筋肉や関節の機能向上のための

からだ元気教室、口の運動である口腔機能向上のためのみがいて元気教室、バーデハウスふく

ちのプールを利用した高齢者水中運動教室、お達者ぴんしゃん塾などを開催し、介護予防に取

り組んでいるところでございます。また、Ｂ＆Ｇ海洋センターにおきましては、転倒・寝たき

り予防教室を開催し、室内運動による運動機能の向上に努めているところであります。さらに、

今年度におきましては、町民体育館やＢ＆Ｇ海洋センター、バーデハウスふくちに新たな運動

器具を導入し、運動器具を活用した健康づくりに役立ててもらい、平均寿命と健康寿命の差と

なる不健康な期間の短縮に努めてまいりたいと思っております。 

  この健康寿命、南部町はおおよそ約70歳と言われております。平均寿命、男性が79.幾つ、

約80歳となっております。問題は、ここのいわゆる健康寿命の70歳と80歳、この10歳の違いが、

いわゆるここで福祉施設に、また、医療機関にお世話になる期間がその分長いということにな

りますので、先般、講演を聞いたときに講師の先生がこの話をしてございました。いわゆる健

康寿命を長くしていく政策をしていかなければならないというふうに思っております。そのこ

とが介護保険料を抑えることにもつながっていくものと考えております。 

  次に、高齢者の皆さんの生きがいに結びつく政策についてのご質問でございますが、何を生

きがいと感じるかは人によってさまざまあろうかと思いますが、一概に定義できるものではご

ざいませんが、例えば家族や友人との交流の中での親和、愛情の欲求が満たされたとき、ある
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いは社会のために役立っているときという役割意識を持ったとき、あるいは学習や趣味等の個

人的な活動を通じて達成感が得られたときなどに生きがいを感じるのではないでしょうか。内

閣府が実施した高齢者の地域社会への参加に関する意識調査によりますと、健康を維持し、親

しい友人や仲間との良好な関係、親密な交流が生きがいを高める要因であるとの結果が出てお

ります。 

  高齢者の皆さんがいつまでも達者でいられるよう、先ほど申し上げましたように地域による

介護予防教室を開催し、みんなで集まることができる交流の場をふやすことや、平成25年度か

らの高齢者の生きがいづくり事業として開校しておりますまべち笑楽校、笑って楽しく行う学

校、まべち笑楽校など、楽しみながら生きがいを見出していく取り組みも進めてまいります。

それとともに、健康を維持するため、特定健診やがん検診による早期発見、早期治療の推進も

図ってまいりたいと考えております。また、ボランティア活動などによる社会貢献は、社会の

役に立っている、必要とされているといった満足感が得られることで生きがいを感じておられ

る高齢者も多いと聞いております。町社会福祉協議会では、気軽にボランティア活動ができる

ようボランティアセンターを設置しているところであります。町といたしましても、積極的に

事業の協力を図りながら取り組みをしてまいりたいと思っておりますので、よろしくお願いを 

申し上げまして答弁とさせていただきます。 

 

〇議長（坂本正紀君） 再質問はありませんか。中舘文雄君。 

 

〇３番（中舘文雄君） 答弁ありがとうございました。 

  まず、総合戦略作成ですけれども、きのうですか、県知事の当選者のインタビューでも、県

知事は町村から人口ビジョンについて上がってきた数字をもとに県ではまとめるというよう

な、それが基本だという答弁をしていました。ですから、さっき町長のスケジュールの中で、

来年３月までということですけれども、もっと早く町の意向というものを打ち出す必要が私は

あるんだろうと思っています。これは恐らく、きのうの県知事への取材の中では、市町村から

上がってきたものを、数字をもとにして県の人口ビジョンを考えるというような答弁ですか

ら、まだ上がってきていませんと言われるとおくれていくような気がしますので、そのスケジ

ュールをもうちょっと早める必要があると思いますけれども、その辺についてはどういうふう

に考えているか。 

  それから、さっき専門委員会といいますか、委員会を立ち上げて検討に入るということでし
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たけれども、やはり若者の声をいかにこの総合ビジョン戦略の中に取り入れていくかというこ

とは、もうどこの市町村でも大事だろうし、それがまた、行政の意見といいますか、そういう

ものを特別に、そうした枠を設けた委員の設定といいますか、若い世代の意見を取り上げる機

会というものをこの戦略会議の中に必ず生かしていく必要があるだろうと思いますので、その

辺についての考え方をお聞きしたいと思います。 

  それから、基本は人口が減るということを前提にした総合戦略をつくっていかなければいけ

ないというのは、これはもう、どこの自治体といいますか、専門家に聞いても、ふやすという

ことはもう至難のわざだから、減るということを前提にした総合戦略というのをいかにつくっ

ていくかというのがこれからのまちづくりの基本になるだろうという考えですから、その辺

の、専門委員会に恐らく事務局案といいますか、事務局では重点項目を挙げて、これとこれと

これとこれについてどうすればいいかというのを投げかけるのか、それとも、委員の中から出

てきたものをまとめ上げた戦略をするのか、その辺の基本的な考え方をまず１つ聞いておきた

いと思います。 

  さっき町長が言われました基本４原則の中には、こういう形でいかにつくっていくかという

のは各町村の競争ですから。それから、地域の独自性をいかにそこに組み入れていくかという

のが戦略作成の基本になるということはもう言われていますので、南部町として特徴あるこれ

というものですね。さっき同僚の山田議員から言われました、歴史をＰＲすることによって交

流人口その他のふやす政策にどうだという意見もありましたけれども、そうしたものをいかに

組み入れていくかというものがあると思いますので。委員の方々も専門的な立場からいろいろ

な戦略をまとめていくと思いますけれども、いろいろな角度からそういう意見を聞く機会をつ

くっていく必要があるだろうと思いますけれども、その辺についてはどういうふうに考えるか

お聞きしたいと思います。 

  それから、介護保険の問題ですけれども、南部町にも恐らく、施設がこれだけ充実された地

域ということで新聞でも紹介されていますし、県内でも優秀な地域ということで認識されてい

るようですけれども、恐らく住所特例を使った入所者もいるのかどうか、私はそこまではわか

りません。二、三日前に、地方に高齢者を移住させたらどうだというような話ししている方々

もいましたけれども、介護を必要とするような高齢者に来られたら各地方の自治体は参ってし

まうということで、県内では三八地区は対象になっていませんでしたけれども、この辺では、

今ある施設の中で、それ以上ふやす、地域には認められていないようですから、そういう心配

はこの地区ではないかもしれませんけれども。さっき町長の答弁がありましたように、元気な
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高齢者といいますか、いかにつくっていくかというのが一番の大きな検討課題ではないかなと

思っています。 

  そこで私は、さっき町長が言いました、笑楽校がありますけれども、私は全町、高齢者、例

えば65歳以上を成人大学生にして、元気な大学生には学割制度を設けて、介護保険料を少し割

り引きするような思い切った制度を考えながら、元気でいれば保険料も安くできますよという

ような思い切った政策を打ち出しながら、特徴ある町の介護保険制度に対しての取り組みも必

要ではないかなと思っていました。そういう考え方に対してはどういうふうに思いますか。「し

ょうがっこう」より、やっぱりそれぞれの分野で頑張ってきた方は、「しょうがっこう」に入

学するよりは名前だけでも大学に入学したほうが、プライドがあると思います。その中で、自

分が今まで築いてきた実績その他を何かの形で町民にも還元する、また、地域でも還元するよ

うな、そういう制度も考えていって、南部町ではこういう制度があって、これをもとにして高

齢者対策をやっているというものがあってもいいと思うんですよ。そういうところに対して、

そういう考え方に対してどういうふうに思うか、もし考えがあればお聞きしたいと思います。 

  以上です。 

 

〇議長（坂本正紀君） 町長。 

 

〇町長（工藤祐直君） 先般、知事の当選の弁の中で、私も見ておりました。市町村から上がっ

てくる、ちょっと私は疑問を持ちました。国の総合的な考えを県に示し、市町村に示し、それ

で県が総合的な考え方を示して、それを市町村が作成していくというふうに私は解釈しており

ましたので。今、私どもも委員会を立ち上げ、県内の市町村、一、二カ所ぐらいは３月末で立

ち上げたところがありますけれども、恐らく具体的な中身の検討はどこの市町村もまだ入れて

いないと思います。今、入り始めたと思います。そういう中で、市町村が出した数値を県がも

とにするというのは私は間に合わないだろうと、こう思っておりまして、ちょっときのう、知

事のお話を聞いておりましたが。やはり、しっかりとした県の方針を出して、その県の方針を

参考にしながら市町村がつくっていくものと思っておりましたので、その中で独自性は出して

いくということで、仮に市町村から上がってくるものを県がまとめてということになると、私

は年内とかというのは間に合わないのではないのかなと思っております。やはりそう簡単に将

来人口を含めながらできるものでもありませんし、しっかり議論も必要だと思っておりますの

で。きのうの知事のあれは、私もちょっとわからない部分がありました。 
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 いずれにしても、市町村は市町村の計画を策定しなければならないわけですので、先ほども申

し上げました、重点的にはやはり人口減少対策、そこの中の若者定住を含めながら、子育て支

援、そういう部分が中心になってくると思っております。国の考え方としても、国の人口が減

少しているということからの対策として今のまち・ひと・しごと創生戦略になったと思ってご

ざいますので、当町に限らず、恐らく人口対策、若者定住等々がほとんどの市町村の重点事項

になってくるのではないかなと思ってございます。 

  それから、委員会のメンバーでございますけれども、今考えているのはワーキンググループ、

これは庁内の職員、課長補佐、班長級を組織しまして、全く白紙から委員の皆さんにもどうで

すかと言ってもこれは議論が大変だと思いますので、ある程度ワーキンググループで詰めてい

き、そこで戦略委員の方々に見直しを含めながら議論していただくと。対策本部がありますの

で、それをまた本部のほうで確認しながらという手順になっていく予定でおります。 

  委員でございますけれども、今、担当課と協議しているのは、議員からもありました若い方

々、女性の方々を入れたいということで、全体の委員は今、十六、七名ぐらいの予定で検討し

ておりますけれども、おおよそ半分ぐらいは若い方々と女性の方々、半分はちょっと切るかも

しれませんけれども、それぐらいは委員として入っていただきたいなと思っておりますし、あ

と、それぞれのやはり各団体の会長さんがおりますので、それぞれの団体のご意見というのも

伺っていきたいと思ってございますので、そういう中の構成にして取り組んでいきたいたと思

ってございます。議員の皆さんから、そういう部分である程度の策定が煮詰まってきた中では、

議員の皆様にも当然、全員協議会等々でも検討していただきたいと、こう思っております。 

 高齢者の生きがい、また、元気に生活してほしいということでございますが、元気な高齢者の

方々をつくっていくためにはいろいろな部分の、地区によっては寄り合いっこみたいなものを

やっているところもあります。非常に生きがいを持って、私もご案内いただいておりますけれ

ども、そういう部分をふやしながら取り組み、そして、議員からありました例えば元気でいる

人たちは、逆に保険料を下げるといいますか。一時、国保給付などで使っていない、いわゆる

元気だという方々を表彰するようなことも考えたらどうかというようなことを職員に話をし

たことがございます。１つ課題として上がったのは、そういう表彰なり、逆にそっちのほうを

目指して、本来、病院に行かなければならない、行ったほうがいいというのも、あともうちょ

っとと我慢してしまうというようなこともあるということで、ちょっと表彰制度を、検討した

んですけれども討議までは実現できませんでした。いろいろなやり方があると思ってございま

す。 
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 その中で、いろいろまた担当課のほうとも協議をしながら、いかにしてまず元気な高齢者を多

くしていくかということだと思っておりますので、先ほども言いました、私も非常に重要だな

と思ったのは、平均寿命を意識するのではなくて、健康寿命の数値を意識していかなければな

らないなと思っております。そのことが介護保険料を抑制することにつながっていくと、こう

思ってございますので、そういう政策をしながら、大学という名前がいいんじゃないかとあり

ました。今、取り組んでいるのは、「しょうがっこう」でありますが、字は笑って楽しい学校

ということで、逆に子供時代を思い出しながら、そのカリキュラムの中には修学旅行、そう銘

打ったりしているものもございます。いろいろな部分でさらに工夫を凝らしながらさらに生き

がいを持てるような事業を展開してまいりたいと、こう思っておりますので、よろしくお願い

申し上げます。 

 

〇議長（坂本正紀君） ほかに質問は。中舘文雄君。 

 

〇３番（中舘文雄君） 創生戦略をつくるのは、我々が議員になった４年前と比べれば、約1,000人

以上の人口が減っています。今現在ですね。４年間で1,000人減っていますから、なかなかこ

れは将来、人口をふやすというのは大変だと思いますけれども。元気な、それこそ人口が減っ

ても元気な明るい町というのは、これは将来、我々が考えていかなければならないまちづくり

だと思います。私、なぜ「大学」という名前を出したかと言いますと、なかなか高齢者の方々

は、自分が今までやってきたものにプライドを持っています。ですから、そういう場が、発表

する場があればさらに元気な高齢者がふえるかなと思いましたから、今の学校、教育制度の中

では、大学が一番高い制度ですからそういう名前を言いましたけれども、せっかく我が南部町、

達者村という、そういう名前でも呼ばれています。達者村村立大学、いいなと思っていました。

全員がもう大学生という形で、南部町においては大学生だよということをやりながら、少し話

題に飛んだ政策というものを今後、検討してみる必要があるかなと思いましたのでこの問題を

提案してみました。どうぞこれからもひとつ、一緒になってまちづくりを頑張っていきたいこ

とをお約束して質問を終わります。 

 

〇議長（坂本正紀君） これで中舘文雄君の質問を終わります。 
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◎散会の宣告 

 

〇議長（坂本正紀君） 以上で本日の日程は全部終了しました。 

 なお、６月９日午前10時から本会議を再開します。 

 本日はこれで散会します。ご協力、まことにありがとうございました。 

（午後２時40分） 
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◎開議の宣告 

 

〇議長（坂本正紀君） これより第62回南部町議会定例会を再開します。 

 本日の会議を開きます。 

 議事日程はお手元に配付のとおりです。 

（午前10時00分） 

                                           

 

◎一般質問 

 

〇議長（坂本正紀君） 日程第１、一般質問を行います。 

 通告順に順次発言を許します。 

 13番、馬場又彦君の質問を許します。馬場又彦君。 

（13番 馬場又彦君 登壇） 

 

〇13番（馬場又彦君） おはようございます。久々に雨が降りまして、農作物には恵みの雨かな

と思っております。それでは質問をいたします。 

 先に通告しておりました、１点についてお伺いいたします。 

 青森県は全国１位のリンゴの主産地であり、大きく分けて弘前を中心とした津軽地方と当町を

中心とした県南地方に分かれております。県は、基幹産業である農業。特に生産に関しては、様

々な対策を行ってきました。その一つに、気象災害からの防護策して、防風網の設置補助事業等

がりんごに継続的に行われております。当町でも生産者は、補助等を利用し防風網を設置してき

ました。その防風網も年数の経過とともに網、ネットが破れ、そのままの状態の園地が多数見ら

れます。 

 ネットを張り替えるにも経費がかかるため、そのままにしている園地が多いが、落果防止等に

より高品質の果樹生産を目指すため、何らかの対策を講ずる考えはないかお聞きします。よろし

くお願いします。 
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〇議長（坂本正紀君） 答弁を求めます。町長。 

（町長 工藤祐直君 登壇） 

 

〇町長（工藤祐直君） それでは、馬場又彦議員のご質問にお答えを申し上げます。 

町内の果樹園で、ネットが破れている防風網が多数みられるが、落果防止等、高品質の果樹生

産を目指すために、何らかの対策を講じる考えはないかというご質問でございますが。 

南部町は農業が基幹産業であり、中でも果樹、そして、リンゴにおいては栽培面積、生産量も

多く、重要な作物でございます。また、青森県においてもリンゴは、経済そして地域社会を支え

る位置づけとなっております。 

果樹栽培は、年間を通して病害虫の防除はもとより、天候への対応も必要不可欠であり、中で

も収穫期を迎える夏から秋にかけては、爆弾低気圧の発生や突発的な強風、また、台風等の影響

もあり、これら暴風に対応するため、防風網は必須となっております。 

 また、最近では桃の病害として桃穿孔細菌病がありますが、この病害の防除として防風網の設

置がかなり効果的であるとされており、リンゴ以外においても園地の維持、そして高品質な生産

物を収穫するうえでも、防風網が重要視されております。 

これらのことから、リンゴをはじめとする、果樹栽培に欠かすことのできない防風網の設置に

関しましては、青森県青果物価格安定基金協会で実施している、果樹経営支援対策整備事業の特

認事業として、平成20年度から補助率を２分の１以内で、経費を補助しているところであります。 

現在、防風網の必要な園地は、すでに導入し対応しているところでありますが、消耗部材であ

るネットが、経年劣化により破損し、効果を発揮できない状況となっている園地も多く見られ、

果樹生産者からネットの更新に対する経費支援の要望も上がっております。 

しかしながら、設置してからの防風網のネットの更新に関しましては、施設の維持的な経費と

の見解となっております。施設の維持管理経費については、農業近代化資金等の低利な農業制度

資金の活用も考えられますので、ご検討していただきたいと思ってございます。 

町としましては、県町村会を通し青森県へ、また県基金協会でも中央果樹協会に対し、果樹栽

培に欠かすことのできない防風網のネットの更新に係る補助事業を新設していただくよう、今年

度も要望しているところでございます。 

私も直接、農家の方々か数年前に馬場議員からご指摘をいただいた。「支柱はそのまま使える

のだけども、ネットが老朽化して、ネットの補助事業というものがないか」というお話をお聞き

しまして、翌年、県との意見交換会の際にもお願いをしてまいりました。なかなか、スピードス
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プレーヤーのお願いと同じように、前向きな回答がなかったわけでございますけれども。今年度

も要望してございます。また、議員の皆さんにも一つお願いを申し上げたいのが、私も農協の理

事の方々にもお願いしたいと思っておりますが。町内にも農協の理事の方々が居られます。町村

からだけではなく、例えばりんご協会、またＪＡさんから正式に知事なり県の方にもそれぞれの

団体が要望活動をしていくことが大事だと思ってございます。そういう中でなんとか我々も、県

の方もしっかり補助していただく。そこにまた、町の方も負担してなんとか整備していきたいな

と思っております。効果は非常にある防風ネットでありますので、要望に対応できるように努力

していきたいと思ってございます。 

５メートル四方で２万5,000円ほどかかるというふうに積算が出ておりまして。そこで、県の

方も、やはり私は、知事もあれだけ農業立県。特にまたリンゴについては全国一なわけでありま

すので。何とか県の方も県の基幹産業の中のまた、１番のリンゴ県ということで、県の方も支援

してもらえるようにお願いをしながら、町の方も考えていきたいと思っております。 

ただ、スピードスプレーヤーに関しても、「県の方はもう、見通しがこれはないな」という判

断で、町独自で毎年600万円の計上を単独費で行っております。すべて町単独で行うことも難し

いわけでありますけども。ただ必要性は、私も本当に重要なネットだと思ってございますので、

県に働きかけると同時に、町でも検討はさせていただきたいなと。どの位かかるものか、また、

ＳＳと同時に両方、町単独でというのも厳しくなりますので。今、ＳＳの方も２年連続、３台導

入されております。ただ恐らく、毎年３台という要望にはならないのではないかなと思っており

ます。ある程度の整備がされるとその結果が、恐らくＳＳの方は要望がない時もあるだろうと思

ってますので。そのＳＳで今、持っている予算。もし、ＳＳが１台の要望だったと。そういう時

に残りの部分を防風ネットの方に回すことができるかどうか。そういうことも、町としては一応、

検討はしてまいりたいと思っております。ただ、基本的には私は、県も、あれだけリンゴ県とい

うことを言っているわけですので、そういう中においてはやっぱり、県の方もしっかり支援をし

ていただきたいなとこう思っております。 

また、補助事業を活用する場合には、１つ条件が、果樹共済に加入しているという条件がこれ

はもう必ず付いてきております。そうなった時に当町は、非常に果樹共済の加入率が県内におい

ても低い。十二、三％位だと思います。町では、果樹共済掛金の25％を町単独で助成もしており

ます。他の自治体は、その掛金の補助金がなくてもうちより加入率が高いんです。うちは町で独

自の掛金も補助しても非常に少ないというのが現状でありまして。恐らく掛金が果樹共済の場合

は非常に高いというイメージがあるのかなと思ってございますが。そういう点におきましても、
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我々も、町としての支援はしていきたいと思っておりますし。農家の方々もやはり、万が一そう

いう時において、自らもやはり保険に入っていただいて、災害等被害があった場合に活用できる

ようなそういうことも農家の方々もまた、考えていただく必要もあるのではないかなとこう思っ

ております。 

いずれにしても、国・県の方に働きかけをしながら、消耗品的な部分の扱いをされてあります

ので、非常に難しい課題でもあると思ってございますけれども。しっかりと要望として訴えてま

りたいとこう思ってございます。 

 

〇議長（坂本正紀君） 再質問はありませんか。馬場又彦君。 

 

〇13番（馬場又彦君） どうも、答弁ありがとうございました。県内では弘前市で平成25年から

防風網の張り替えに要する経費に対する補助事業を今、県内では多分１カ所だけだとは思います

けど、実施しておるようでございます。 

 平成２年の台風19号で津軽地方の園地が壊滅的な状態になって、その時から県でも防風網の補

助が実施されて、その時の防風網の県からの補助ですと９割ぐらいの補助率で、個人負担１割位

でかなりの人が防風網を設置しましたけれども。その時の防風網がネットがもう破れて大変な状

態になっているわけでございます。 

 それで、県でも様々な補助事業をやっているわけですけれども。平成20年以降、果樹経営支援

対策事業が実施されておりますけれども、防風網施設全体のもので、ネット単独のものがないと

いうことで、これに関しての国の事業で何かありましたらお願いします。 

 

〇議長（坂本正紀君） 農林課長。 

 

〇農林課長（川守田貢君） 馬場又彦議員のご質問にお答え申し上げます。 

 国の事業ですけども、青森県果樹物価価格安定基金協会で実施している果樹経営支援対策事業

の特認事業がございます。 

 これは、防災施設の整備ということで、内容は防風網の新設ということです。これは、ネット

だけではなくて、支柱とネットのセットということになってございます。この事業は平成31年度

まで実施するということで決まってございます。 

 要件としましては、受益面積が10アールから５ヘクタール未満の樹園地ということで、果樹共
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済に加入していることということが条件になってございます。まず、果樹共済に入りますとすれ

ば、防風網が設置されていれば果樹共済の加入金も安くなるという制度となっております。共済

組合の方はですね。 

種類につきましては、補助率なんですけれども。２分の１補助ということでございます。詳し

いことは資料等を後でお渡ししたいと思います。以上でございます。 

 

〇議長（坂本正紀君） ほかに質問はありませんか。馬場又彦君。 

 

〇13番（馬場又彦君） 様々な補助事業ありますけども、皆さん生産者の要望に応えて、防風網

のネットだけの張り替えの経費を町単独でもいいですから、やってもらいたいと思います。 

 町長はバナナとミカンとパイナップル以外は何でもできると日頃言っておりますけども、果樹

の安定生産を目指すためにも、達者村の果樹園の景観を損なわないためにも考えていただきたい

と思います。 

 

〇議長（坂本正紀君）  これで馬場又彦君の質問を終わります。 

 15番、川守田 稔君の質問を許します。川守田 稔君。 

（15番 川守田 稔君 登壇） 

 

〇15番（川守田 稔君） おはようございます。私は２点について質問したいと思います。 

 一つは農業の６次化についてであります。何回も６次化につきましては皆さんも質問に取り上

げたりしているところではあるんですが、あえてその辺、今回取り上げてみたいと思います。 

 そもそも町は、農業の６次化ということについてどの程度重要と考えておられますでしょう

か。どの程度と曖昧な質問ですが適切にお答えください。 

 ２点目であります。２点目は町産品の品質管理ですとか品質保証に関してでございます。先日、

先月になりますか。５月15日、台湾への日本の食品の輸出が全面禁止となった事態がありました。

産地証明を要求されてそれに伴う適切な対処があったようで、部分的に再開しておるとのことで

ありますが、実態がどうなのかは私はまだわかっておりませんが、全面禁止となりました。その

背景というのが、福島原発事故に伴う放射線汚染ということが背景にあるようなのですが。この

事情を抱えて、それは特殊な事情なのかのかもしれませんかれども。ほかの例をあげますと、ア

メリカとの貿易にあたっては、アメリカへの輸出食品にあっては、ハサップによる衛生管理が要
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求されている状況があるようであります。世界中移動して歩く食品という時代になって、品質管

理衛生管理において、これまでにない高度な管理体制が必要になっているのだなと感じます。そ

れが世界的な潮流として、当たり前のこととして考えるのは。今の現状を思うと適切なことだと

思います。一部そのような流れの中にあって、末端の自治体としてどのような取り組みが必要な

のか町の、当局の所見をお伺いするものであります。ご答弁よろしくお願いします。 

 

〇議長（坂本正紀君） 答弁を求めます。町長。 

（町長 工藤祐直君 登壇） 

 

〇町長（工藤祐直君） それでは、川守田稔議員のご質問にお答えを申し上げます。 

 当町の例も出しながら答弁をさせていただきたいと思います。 

農林水産省では、平成27年３月31日閣議決定された、新たな「食糧・農業・農村基本計画」の

中で「農業者が明確な事業戦略の下で、食品産業事業者や他の農業者等とも緊密なコミュニケー

ションを図るなど積極的に連携しつつ、主体的に取り組む６次産業化を促進する」ことといたし

ました。 

これにより、「農産物や食品等の生産・加工・流通過程において価値をつなぎ、高めていくバ

リューチェーンの構築や、各段階におけるイノベーションを通じた新たな価値の創出を促進す

る」とし、また続けて「こうした取組を通じ、消費者のニーズ等を踏まえた機動的な経営判断等

を行うことができる農業経営体の創出を推進する」としております。 

町といたしましても、６次産業化・地産地消法の事業計画認定の推進はもちろんですが、６次

産業化を広域的に事業展開できる農家経営者が、少しでも多く起業することは、競争力ある農家

が育成・確保されるものと考えております。 

また、力強く持続可能な農業構造の実現に向けた担い手の育成・確保につながるものと考えて

おります。 

以前の議会での答弁と重複する所もありますが、南部町内の現状について申し上げますと、国

の計画認定を受けた事業者が３件あり、東北農政局のホームページでも紹介されているところで

ございます。 

ここにつきましては、平成29年９月の根市議員へも答弁しているところでございます。まず、

平成24年には沼畑総合ファーム、25年には株式会社アグリデザイン、そして25年５月に南部農園

株式会社が認定をされております。 
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また、国の認定は受けておりませんが、チェリーセンターをはじめ、各産直施設での約20年間

の活動や農産物加工品の販売・直売など、農家個々の６次産業化への取り組みは、小規模ではあ

りますが根付いているものと思ってございます。 

現在、町内の産直施設では、約４割の農家の方が農産物の加工に取り組むなど、６次産業化を

意識しないまでも、自然に６次産業化が推進されてきているものと考えております。 

しかしながら、国の計画認定を受けるには、規模拡大の検討、内容として施設整備、雇用の確

保。また、販路の確保としましては、「売り先があるのか売れるのか」そのための営業が必要と

なるなど、コスト的な問題や高齢化、後継者不足の問題を抱えており、計画認定を受けることが

懸念される現状にあります。このことから、青森県６次産業化サポートセンターでは、「認定計

画のとおり実施していくには、経営者自身が実現できる計画認定の策定に取り組んでほしい」と

しているところであります。 

ここで、産地直売施設の経営を主体的に進めている女性農業者について若干、申し上げますと、

国の集計では、女性農業者は農業就業者の約４割を占め、女性が参画している農業経営体ほど販

売価格が大きく、経営の多角化に取り組む傾向が強いなど、地域農業の振興や農業経営の発展、

６次産業化の展開に重要な役割を担っている。と「食糧・農業・農村基本計画」の中で言われて

おります。 

町として、６次産業化を推進していくためには、６次産業化についてまず、農家へ周知を図る

ことが必要不可欠であり、まず関心を持ってもらう事と考えております。「青森県６次産業化サ

ポートセンター」では、加工や流通販売などの取り組みを積極的に支援するため、専門分野のア

ドバイザーによる対応しておりますので、当町での説明会の開催や、個別指導による事業計画の

策定支援、商品開発・事業経営アドバイス、認定事業計画のフォローアップなど６次産業化に向

けた取り組みを総合的にサポートしたいと考えております。 

これらのことから、町では、平成26年12月に広報なんぶちょう12月号で６次産業化の紹介と「青

森県６次産業化サポートセンター」の情報を掲載いたしました。町の推進体制は、６次産業化の

周知と事業化に向けた希望者への仲介役としての役割を果たすことも重要であると考えます。 

今後も若年農業者の育成、新規就農の支援、県のビック・ウーマンなど女性農業者の認定推進

など、経営感覚をもった人材の育成・確保に取り組むことで、引き続き６次産業化を推進して参

りたいと考えており、「青森県６次産業化サポートセンター」及び国・県との連携を図りながら、

優良事例の取り組み等の情報収集や広報等に情報を掲載し、６次産業化の周知を図るなど、総合

的支援に取り組んでまいりたいと思っております。 
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次に、台湾の輸出全面禁止やアメリカのハサップによる衛生管理など高度な管理体制が必要な

流れの中にあって、自治体としてどの様な取組みが必要かということでございますが、議員ご案

内のとおり、５月15日の新聞等報道では、台湾政府は東京電力福島第１原発事故を理由とした日

本産食品の輸入規制強化策が実施されました。これは、従来の措置、福島県近隣の４つ県。茨城

県・栃木県・群馬県・千葉県でございますけれども。の食品輸入禁止の他に、残る42都道府県の

全食品を対象に産地証明書添付を義務付け、一部都道府県の産品には放射性物質検査を課すとの

内容でした。 

台湾ではここ数年、産地偽装などの食の安全をめぐる問題が相次いでおり、政府の対策強化に

よるものなどと、新聞等で報道されました。 

ハサップにつきましては、第60回３月定例会での回答と重複しますが、ご存じのように、食品

の製造過程における危険要因を特定し、それぞれの工程においてそれを連続的に排除していくと

いう衛生管理システムで、国際的な標準になりつつある概念であると理解しております。 

ハサップ方式と従来方式との違いでありますが、原材料の受け入れから最終製品までの工程ご

とに、微生物による汚染や異物の混入などの危害を予測したうえで、危害の防止につながる特に

重要な工程を連続的・継続的に監視し、記録することにより、製品の安全性を確保する衛生管理

手法であります。これまでの最終製品の抜き取り検査に比べて、より効果的に安全性に問題のあ

る製品の出荷を防止できるとされております。よって、安全で衛生的な食品を製造するための管

理方法の一つで、問題のある製品の出荷を未然に防ぐことが可能なシステムとされております。 

また、厚生労働省では、ハサップを導入するメリットとして大きく５点ほどあげておりますが、

一つ目は、製品へのクレームやロス率が下がり、品質のばらつきが少なくなった。二つ目として

は、取引先から評価が上がった。三つ目としては、衛生管理のポイントを明確にして、記録も残

すことで、従業員の経験や勘に頼らない、安定した安全な製品が作られるようになった。四つ目

としては、工程ごとに確認すべきことが明確になった。五つ目としては、従業員のモチベーショ

ンが上がり現場の状況が把握しやすくなった等のメリットを掲げ、推進をしているところです。 

青森県では平成26年８月より、あおもりハサップが施行されました。第１回の認証はことし２

月20日に第２回の３月31日に行われ、認証施設はことし３月31日現在で、26施設で24事業所とな

っており、当町では、「名川果汁」さんが、認証を受けてございます。 

あおもりハサップに関しましては、施行後１年を満たない制度であり、県内の事業者に周知徹

底されていない状況であると思っております。また、認証基準をクリアするためには、製造管理、

品質管理、施設・設備の維持管理、衛生管理それぞれに管理責任者を配置することとなっており、
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衛生管理に係る責任者については、講習会を受講する義務もございます。更に、製品の説明書や

製造工程の一覧図の作成など、事務的な作業はもちろん、危害を防止するための重要管理点とそ

の基準をあらかじめ定め、各担当責任者が記録してくという作業が必要になっております。 

また、当町においては個々の農家が行っている小規模な加工施設が多く、専門業者とは異なり、

書類の作成や日々の気象など農作業以外の仕事がふえ、人的に難しい問題があり、懸念されてお

ります。なお、老朽化した施設などでは衛生管理が難しくなるため、施設の改修が必要となる場

合もございます。 

青森県の「平成27年度青森県食品衛生監視指導計画」では、食品等事業者による自主的な衛生

管理の徹底を図るため、食品衛生事業者が自らの責任において食品等の安全を確保するため、自

主的な衛生管理に取り組むよう指導することとしております。 

また、食品等事業者に対するハサップ導入については、自主衛生管理を進める食品等事業施設

を認証し、ハサップの普及促進を図る。また、と畜場及び食鳥処理現場におけるハサップ導入に

ついては、導入を希望する施設に対して、きめ細かな指導助言や衛生管理が適正に実施されてい

るか監視指導を行なうこととしております。 

町産品の品質保証・管理からも、食の安全・安心の確保は大きな問題でございます。このこと

から、町としては生産・加工・販売を行なっている農家の方々へも、ハサップの考え方を取り入

れた、自主的な衛生管理が出来る食品等事業者となっていただくよう進めていかなければならな

いと考えております。 

小規模な加工施設の取り組みの問題や先ほどの６次産業化の現状でご説明した課題等でもあ

ることから、町としても情報収集を図り、農家の方々のご意見をいただきながら国・県、関係機

関と連携を密にして、より良い方向で取り組んでまいりたいと思ってございます。 

少し、長々と答弁いたしましたが６次産業化においては３件、なかなかそのあとの方々がふえ

てもらえないという場合、やはり、経費的な部分もかかるということもあるだろうと思っており

すが、周知徹底をしながら新たな取り組みをしてもらえるような情報を徹底しながら増やしても

らえるように努力してまいりたいと思っております。 

ハサップにおきましては、この前、県の認定を受けた名川果汁さんからも少し聞き取りもいた

しましたが、「今のところ認定を取って目に見えるメリットがない」ということも話されており

ました。ただ、食の安全・安心という部分においては、私は日本の国は一番、世界でも最高の安

全・安心を保っている国だと思っております。また、より以上に安心・安全の農産物を提供する

また、衛生管理をしていくといううえにおいては、そういう認定を受けながらというのは非常に
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消費者の方々にとっては一番安心になるところだとこう思っておりますので、しっかりと情報を

周知徹底しながら。小規模の方々、非常に難しい部分があると思います。「そこまでしなくても」

という方々が、当町においては大半が小規模の方々だとこう思っておりますが。重要性、必要性

の認識、ご理解というものを図りながら進めてまいりたいとこう思っておりますので、よろしく

お願い申し上げます。 

 

〇議長（坂本正紀君） 再質問はありませんか。川守田 稔君。 

 

〇15番（川守田 稔君） ご答弁ありがとうございました。 

 町長の基本的な姿勢として「民間でできることは民間で」という、そういった考え方が答弁に

反映ささってるのかなって思いながら、ちょっとげすな勘繰りしながら答弁聞いてたったんです

が。その、なんて言いますか。本当であれば私、ハサップに限ったことで話ししようとは思わな

いのですが。例えば品質管理ですとかそういったものであればＩＳＯがあったりですね、農産物

であればＧＡＰ（ギャップ）があったりですね。食品加工においてはハサップですとか。それぞ

れヨーロッパの基準があったり、ドイツだとかそれぞれの基準があるわけなんですけれど。ハサ

ップということがやっぱり大事になってくるというのは、約１年位前あたりから、日本中で「ハ

サップというのが義務化される方向なんだよ」という話が出始めたような記憶があるんですよ。

「まさかな」なんて色んな人が思ってたったと思うんですけれど。何かここに至って、約３年後

を目途に義務化の方向で考えているというのが厚労省の担当課の中での考えのようであります。

３年後って言いますと結局、東京オリンピックの開催に合わせてそういったものが義務化される

であろうという。それがもっとずれ込むのかどうかわかりませんけれども。義務化っていう流れ

は避けて通れないだろうというのが厚労省の中でのある意味、決定事項のような現状のようであ

るようです。遅かれ早かれその義務化っていうのが成されますと、なった時点で、町長もおっし

ゃいました「俺んど関係ないよね」って思ってる人たちが「対象じゃないよね」って思ってる人

たちが多分いっぱい居ます。別に農産物を加工しているようなそういう本当に小さい人たちじゃ

なくて、八戸の水産加工の中にもそういった人たちが多分、ずいぶんな数、割合でおられるとい

うのは多分、現実だと思うんですけれども。これがもし、義務化って。まあどっから義務化って、

最初っから全体にダンと掛けてくるわけではないみたいでして。例えば食中毒が多発するような

業界ですとか、大規模調理施設、給食施設ですとかそういった主だったところから始まるようで

はあるのですけれど。例えば、スーパーマーケットにそういう義務が課せられたとしたらどうな
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るんでしょうかと考えるんですよ。例えば、産地直売の棚がどこのスーパーにもあったりして、

色んな農業の団体の人たちが納品したりしていますけども。例えばスーパーマーケットでハサッ

プの衛生管理。今は行っていないそうです。ハサップによる管理というのはスーパーマーケット

というのはやってないんだそうです。やってないところから聞きました。他はやってるかもしれ

ません。そういった時に、ハサップとは言いませんけれども。例えば、ハサップと関連してギャ

ップで管理したような農産物でなければ、そこさ置いてもらえないとか、そういった事態という

のは、当然考えられるわけなんでっすよね。ですから、ハサップに限定した意味ことではないと

いうのはそういう意味もあるのですけれど。その日本っていうのは、何で義務化っていうのが謳

われるようになったのかっていうのをちょっと調べてみました。調べてみたらですね、「ああな

るほどな」って事情があるみたいなんですよ。ＷＴＯの協定の中に、ＳＰＳ協定っていうのがあ

るそうです。ＳＰＳ協定っていうのはわかりやすく言うと、日本で行っていないことを貿易相手

国にその基準を求めるのは「ルール違反ですよね、公平ではないですよね」と。つまり、日本に

入ってくる例えば食品に関して、厳格な基準を相手国に求めるのであれば、日本自体がそういう

義務化っていうその体制を、少なくても体制をとっていないと、どったらもんでも入ってきて、

それを拒否することができないっていう事情があるんだそうですよ。これを裏返しにすれば、結

局、国内の生産者を保護するっていうことができないってことになるわけですよね。「ああ、な

るほどね」とそういうふうに思いました。ですから、ＳＰＳ協定を盾に守られるべき生産者もや

はりそれなりのレベルの管理をしないと、ＷＴＯの調停に訴えられるっていうようなことが多発

するんだと思うんですよ。そういう背景から考えますとやっぱり、避けて通れない。例えば、私

は中国でできたものはなるべく買わないようにしてます。スーパーでは買いません。ですけど、

外食してその中の食材として中国産だとか韓国産だとか、ああいう衛生管理をしているようなお

国柄の物を食ってるかもしれません。それは仕方ないと思いますけども。私は買いませんけれど

も。そういう意味で望むと望まざるに関わらず、食して体内に取り込んでいるという現状がある

と、それをどの時点でか分かりませんけれども。やはりちゃんと拒否するものは拒否する。受け

入れるものは受け入れるという選択が必要になってくる時があるんだと思うんですよ。そのため

のハサップの義務化っていうのが３年後に迫っているということの事情があるわけです。 

 それで、私は町に対しては、民間の業者のあくまで自主的な管理なわけですから、「そりゃ民

間さ任せときゃいいでしょ」ってそういう姿勢は、ごもっともとも思うんですけど。「そうじゃ

ないだろう」と思うんですよ。昔は、あらゆる補助金だとか県からの補助金だとか国からの補助

金にしても何にしても、町を経由して入ってきたわけなんですけれども。今は直接事業者の方に
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交付になったりとかっていう時代になってきました。そういった事情と民間にできることは民間

にっていうその考え方っていう。まあそういうのが相乗効果があるのかもしれませんけれども。

本当は、「昔はこういうこと役場でやってましたよね」っていうようなそういった役割分担のよ

うな意識っていうのが非常に希薄になってきているのではないのかなって思うわけですよ。それ

で６次化にしても、ハサップにしても、本当は町が主導して取り組まなくては、多分、推進でき

ないんだと思うんですよ。周知徹底がどうのこうのってそういうことで、民間の人んどが動くと

は思えないんですね。八戸の第３魚市場、そのハサップ施設であります。あれは市役所の職員の

方が一生懸命、毎日取り組んでらっしゃいます。ああいった姿勢というのがやはり、町村にも必

要なんじゃないのかなと思うわけです。それで、具体的にどういったことをやってほしいかなっ

て思うことは、例えば、ここは農産物の産地ですから、農産物であればギャップの規格があるわ

けなんですが、例えば、指導員っていうような方が必要になってくるんですね。こういったのは

どういう人たちがやっているかというと農薬メーカーの方だったり、資材屋さんの方が兼任して

みたり。結局は、自分とこの商売とつなぎ合わせてみたいなそういった戦略があって、そういう

ポジション取りしているんだと思うんですけれど。ギャップにしろ、ハサップにしろ基本的な管

理の仕方っというのは共通してるところがあるわけですから。そういったことをどなたか、前回

の質問でも申しましたけれども。役場の職員が、何人かがそういう専門職的な取り組みをなさっ

て、そうやって具体的なところを農家なり産直の現場だったり、入り込んで対応していくことを

しなかったら、進めれないと思うんですよ。 

 

〇議長（坂本正紀君） 川守田議員。質問をもうちょっと絞って、質問していただきたいと思い

ます。 

 

〇15番（川守田 稔君） 前置きを今、言ってますので。すみません。 

 そのような職員の貼り付け等をお考えになったらどうでしょうかということを言うために、長

々と言いました。６次産業化に関してもそういった物の考え方です。以前、６次産業化やろうっ

った時に生産者が居って、加工する人が居って、売る人が居ってっていう、それぞれの役割分担

があるかと思うんです。そうすると、農家の人は栽培するのは得意だけども、どういった材料を

どういうふうな加工したらどういった商品が出来上がるかとか。それをまた、店舗において売れ

るかどうか。そういった一連の流れが必要になるわけなんですが。例えば、６次化っていうのは、

なかなかその１次産業に携わっている人たちが興しづらいっていう性格があると思うんですね。
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それで、どこがやるかというと加工担当するとこであったり、販売を担当するようなところがあ

ったりします。ですけど、そういった人たちが主導権をもって６次化っていうことに取り組みま

すと、結局しわ寄せを食らうのが１次産業に携わっている人たちっていう現場を一つ二つ見たこ

とがあるんですよ。ですから、先ほど答弁でもおっしゃいました。商品開発、売れるか売れない

かっていうことが問題になります。営業活動もしなくちゃなりません。実は、商品開発ですとか

その営業活動に莫大な時間と莫大なお金がかかるわけですよね。そういったところをやはり、町

で担うべき体制を組むべきではないのかなと思うわけであります。長々とすみませんでした。そ

の２点、ご答弁願います。 

 

〇議長（坂本正紀君） 町長。 

 

〇町長（工藤祐直君） まず、ハサップ等でございますけれども、非常に課題もある中において。

先ほど議員のお話の中でありました。自国が実施していなくて、他国に条件を持ってくるのはお

かしいのではないかと。ＷＴＯの見解ということで。まさしく、その通りではないかなと私、聞

いておりました。自分のところも実施して初めて、他国なり他に求める事によって、その国の国

民の方々が安心できる。これは、内も外からも安心できるとそういうことのお話であったと思っ

ております。 

 職員の専門的な部分でございますけれども。どの程度の資格取るには、時間的な部分必要なの

かちょっと検討させていただいて、現在は県の方にもそういう指導的な機関はあると思いますの

で、まず、そちらの方からしっかりと必要時の際には出向いていただくなりして、対応していき

たいと思っております。ここはちょっと、どの程度必要な部分が出てくるのか少し勉強させてい

ただきたいなと思います。 

 ６次産業化でございますけれども、現在、３人の方々が頑張っておられます。何とか若い方々

が新たな企業を興してほしいということで、６次産業化が始まったわけですけども、課題もない

わけではないと。そういう中で、町の方もどこの部分を支援していけばいいのか。また、サポー

トセンターがありますので、そちらの方では専門の方々が色んな角度から、指導員が居られます。

そういう方々からの指導を受けて、開業した、企業興した後も色々な勉強会なり、指導もしてい

ただくセンターとなっておりますので、そちらの方を有効に活用させていただきながら、６次産

業化の必要性また、議員からもありました。今までは生産する専門的な部分、加工する専門部分、

販売する専門部分そういう流れできていたわけですけども。今、農家のいわゆる生産者の立場か
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らの所得を上げていくということを考えていくと、生産から加工することによって、仮にソバで

あれば。ソバは、生産から粉にすると確か８倍になるというふうに聞き。その粉を今度、ソバに

すると16倍になると。それを店頭で販売すると確か36倍でしたか。そういうふうに加工すると上

がっていくということで、所得を上げていく。ここを生産から加工、販売をやって農家の方々の

所得を向上していくという狙いが６次産業化だと思ってございます。 

 色々な部分で専門的な部分で取り組んでいる業者等々もあると思いますが、農家の方々ここは

自分自身の経営をどういうふうにしていくかという、自身の考え方が重要になってくると思いま

すので。そういう道に進みたいという場合には、町の方も積極的に支援できる体制はしてまいり

たいとこう思ってございます。 

 

〇議長（坂本正紀君） 川守田 稔君。 

 

〇15番（川守田 稔君） ハサップを認証受けようと思うとですね。やっぱり、何か月かとか１

年やその位じゃ無理でしょうっていうのが、何人かのコンサルタントの方々と話したことがある

のですが。そういった物の見方です。やはり、「最低１年じゃできないよね」って「２年、３年

かけて構築していかないとこれはできるもんじゃないんだ」というのが一般的なことだと思いま

す。 

 ですけれど、例えばそれを本職となさってるコンサルの方が職場に入って、コンサル業務をや

ると月々どん位のコストがかかるのかなというと、最低でも１人選任の従業員を雇った位の金額

にプラスアルファの金額を乗せた金額になるんだと思うんですよ。ご想像にお任せしますけれど

も。ただ、そういったコストをかけて、幸か不幸かそんなに南部町の中ではそれに匹敵するよう

な企業はないんでしょうけども。もし、やるとすればそういうことになるわけですよね。 

ですが、そういったハサップですとかギャップですとか、例えばＩＳＯの22000的なフードチ

ェーンを網羅したような規格であればやはり、何かしらの対応してくださいということになる

と、それに対応しないとどうにもならなくなる時代が来るということなんですよ。当事者が気が

付かないとそのままで行けるんだと思うんです。ただ、何かしらの志を持って外に出ていくと、

そういったことを思い知らされて帰ってくるという、そういう現実になるんだと思います。そう

いう時期が来るんだと思うんですね。これすなわち「取り残された」ということになるわけです。

ですから、６次産業化を考える時にしても、そういった品質管理ですとか衛生管理というのはつ

いて回ります。両方の観念でもって、専門的に公の立場で指導・推進できるような職員の配置っ
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ていうのをぜひご勉強なさって、来年でもいいと思いますけれども、そういう部署をちょっとど

っかの課の中に作って、対応してもらいたいなと私そう思って質問させていただきました。そう

いうことでした。ありがとうございました。 

 

〇議長（坂本正紀君） これで川守田 稔君の質問を終わります。 

 ここで11時15分まで休憩いたします。 

（午前10時59分） 

                                           

〇議長（坂本正紀君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

（午前11時15分） 

                                           

〇議長（坂本正紀君） 一般質問を続けます。 

 ２番、八木田憲司君の質問を許します。八木田憲司君。 

（２番 八木田憲司君 登壇） 

 

〇２番（八木田憲司君） 今朝の新聞で青森県総合戦略素案の決定の報道がされておりました。

きのうの同僚議員の質問でも取り上げられ、町長もこれから南部町版総合戦略の策定を進めると

の答弁をされておりました。本日の私の質問も関連するところがあると思い、通告しておりまし

た２点につき、質問させていただきます。本日私は、通告しておりました２点につき、質問させ

ていただきます。 

まず、一点目の質問といたしまして、生徒減少に伴う小学校・中学校の適正規模についてであ

ります。今年１月に文部科学省から各都道府県教育長・知事あてに、公立小学校・中学校の適正

規模・適正配置等に関する手引きの策定について通知がありました。 

学校規模の適正化が課題となる背景として、児童生徒が集団の中で、多様な考えに触れ、認め

合い、協力し合い、切磋琢磨することを通じて一人一人の資質や能力を伸ばしていくという学校

の特質を踏まえ、小・中学校では一定の集団規模が確保されていることが望ましいとあります。 

これまでの学校統合に関しましては、文部省時代の昭和31年から始まり、昭和48年に公立小・

中学校の統合についての通知をして、学校規模の適正化や学校の適正配置を推進するよう求めて

きたと思います。その結果、南部町においても町村合併以前に各地区の小・中学校の統合が実施

されおります。 
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しかしながら近年、社会問題となっている少子化の進展がこれからも継続することが見込まれ

るなかで、学校の小規模化に伴う教育上の課題がこれまで以上に顕在化することが懸念されてお

ります。このような中、各市町村においては、それぞれの地域の実情に応じて、教育的視点から

少子化に対応した活力ある学校づくりのための方策を、継続的に検討・実施していくことが求め

られております。 

具体的には、小学校の学級の適正な数として、複式学級を解消するためには１学年１学級以上

であることが必要となります。また、全学年でクラス替えを可能としたり、学習活動の特質に応

じて学級を超えた集団を編成したり、同じ学年に複数の教員を配置するためには１学年２学級以

上あることが望ましいとあります。 

中学校につきましても、小学校と同様に１学年２学級以上が必要となります。また、免許外指

導をなくして、全ての授業において教科担任による学習指導を行うためには、９学級以上を確保

することが望ましいとあります。いわゆる、中学校であれば３学級以上が必要となってくると思

います。 

その他、学校統合によるさまざまなメリットが考えられておりますが、手引きの中では、統合

による魅力ある学校づくりを行う場合や、小規模校のままデメリットの克服を図りつつ学校の存

続を選択するなど複数の選択方法が考えられております。 

今回、公立小学校・中学校の適正規模・適正配置等に関する手引きが青森県に通知されたこと

に伴い、次の３項目につきまして、町としてどのように考えていくのかお伺い致します。 

（１）生徒数が減少していく中、活力ある学校づくりのために南部町の小学校・中学校の適正規

模・適正配置はどうあるべきか。（２）三戸町で現在実施されている、小・中一貫校について、

当町としてどのように考えているかお伺いいたします。（３）その他、現在検討している計画が

あればお伺いいたします。 

次に、２点目の、コミュニティースクール制度について質問致します。この制度ができてから

10年以上経過しておりますが、昨年４月で全国1,919校が指定を受け活動しております。残念な

がら青森県内ではまだ指定されている学校はありません。この制度は地域の人が、学校や家庭と

一体となって学校運営協議会を設置して教育を担っていくという制度です。先ほどの文部科学省

の手引きの中でも提案されておりますが、学校統合を検討をする際に、保護者や地域住民の参画

により学校運営の改善に取り組むコミュニティースクール制度を積極的に導入して、地域と学校

のより密接な協働関係を構築していくとあります。学校を地域コミュニティーの核としてとら

え、地域と一体になった学校づくりのためにも県内初の指定を目指し、制度導入を検討してみて
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はと思いますが、町の考えをお伺いいたします。 

 

〇議長（坂本正紀君） 答弁を求めます。町長。 

（町長 工藤祐直君 登壇） 

 

〇町長（工藤祐直君） それでは、八木田憲司議員のご質問でございますけれども、詳細、具体

的な部分に関しては教育長の方から答弁をさせていただき、私から相対的な部分で答弁を申し上

げたいと思います。 

 まず、今朝の新聞一面に大きく青森県の総合戦略、県の人口減少等々の数値が出ておりました。

やはり、気持ち的には我が南部町も増加する対策ということを取り組んでいきたいと思っており

ますけれども現実的に、現在の人口からふえていくというのは非常にやはり、現実的に捉えた時

に厳しいと思ってございます。これは恐らく県も同じ想いから、極力、減少率を緩やかにしてい

くというふうに県の方の考え方も出ておりました。その中において、当町においても子育て支援

策、昨日から色々と議論させていただいておりますが、対策は練っていきたいと思っております。

そういう中で減少していく。今現在は、統廃合等の考えてる部分は、今現在はありませんが、今

後やはり、さらに減少していく。そこにどの分、歯止めをかけられるかと。数値を見ながら、い

ずれは、そういう議論はしていかなければならない時期にはなって来ていると思っております。 

 ただ、すべて統廃合ありきという議論ではなくて、その後の各小・中学校区の区域の人口推移

がどうなっていくかという部分も検討しながら、その中で、現在のままで行くべきなのか。やは

り、統廃合ということを考えていかなければならないのか。そういう、検討・議論というのは、

今後、していく時期にはなってきているなというふうに思っております。 

 ２点目のコミュニティースクール制度でございますけども、いわゆる「学校運営協議会制度」

ということで、現在、県内でも実施しているところはないと。当町においては、学校評議員とい

う形で制度を実施してございます。その学校評議員これをできれば、町内学校・学区において全

部、設置できるようにしていきたいなというのが教育委員会の方の考えでございまして。 

 非常に私どもの学区の皆さんは、児童生徒そしてまた、学校、保護者、地域の皆さんが本当に

一体となって色々な事業も行っている町でございます。そういう中で学校運営協議会制度とその

現在実施している学校評議員。同じようなことを二つ作っても私は、重複してしまいますので、

それぞれのそれぞれの方々が忙しくなるばかりでありますから、この学校運営協議会の制度がど

ういうものなのか。今、実施している学校評議員。いわゆる検討、話し合いをしてやっている内
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容がどうなのか。ここを精査して、学校評議員制度の中で十分それが、運営協議会制度と同じよ

うな役割を果たされているということであればあえて、運営協議会というのを設置しなくてもそ

の学校評議員の中で実施して行ってもいいのではないかなとそういうふうに思っております。 

 いずれにしても、それぞれの地域の方々が一緒になって学校を盛り上げていくと、地域を盛り

上げていくという部分においては、教育委員会の方でも考えている。また、町としても考えてい

ることでありますので。後は、教育長の方からまた、答弁をいたしたいと思います。 

 

〇議長（坂本正紀君） 教育長。 

（教育長 山田義雄君 登壇） 

 

〇教育長（山田義雄君） それでは、八木田憲司議員にお答え申し上げます。 

まず、児童・生徒数が減少していく中、活力ある学校づくりのために、南部町の小学校・中学

校の適正規模についてのご質問でございますけども、今年１月、文科省の方からの通知で「公立

小学校・中学校の適正規模・適正配置等に関する手引」において望ましい学校規模は、小学校、

中学校ともにクラス替えができる、１学年２学級以上とそういうふうに示されております。 

当町の８小学校並びに４中学校で、この規模を充足しているのは現在、今年、名川中学校、南

部中学校の２校でございますけども、福地中学校は３年生が１クラス。１・２年生は２クラス、

２学級となっている状況であります。 

また、学校教育法施行規則では、学校規模の標準は、小学校・中学校ともに12学級以上、そし

て18学級以下と、学級数で設定されております。これを小学校で置き換えますと、学年２学級以

上そして、３学級以下。中学校では学年４学級以上、６学級以下というふうに59年前、こういう

ふうな基準が設定され、現在、先ほど手引きで示されたように変更になっていることでございま

す。 

 当町の小・中学校で、この法令上の設定規模を充足している学校はありません。 

また、手引での通学距離は、小学校で概ね４キロ、中学校では概ね６キロ以内で、通学時間は

概ね１時間以内を目安としておりまして、これを大きく上回る場合や地理的条件、交通安全の状

況等を考えて、スクールバス等を導入するなど、適切に設定することが望ましいとされておりま

す。 

当町の現状でございますけども、国が設定している標準等を決して満たしているものではござ

いませんが、各小・中学校独自の裁量により、特色ある学校経営事業を展開しております。保護
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者をはじめ地域住民の皆さんと連携し、活力ある学校づくりに努めているところでございます。 

しかしながら、議員ご指摘のように、少子高齢化の波は着実に押し寄せており、児童・生徒数

が減少しているのは確実でありますので、町の少子高齢化対策と連携しながら、今後、小・中学

校の統廃合を含めた検討が必要ではないのかなとそう考えております。 

次に、三戸町で実施されている小中一貫校についてでございます。当町の考え方でございます

が現在、三戸町では三戸小学校、斗川小学校、三戸中学校の３校をもって「小中一貫三戸学園」

として、平成25年４月に開校され、ことしで３年目を迎えております。その主な仕組みでござい

ますけれども。小学校１年生から４年生までこれを初等部。小学校５年生から中学校１年生まで

を中等部。中学２年と中学３年を高等部。この３部門に分類して、独自で道徳、総合学習などを

融合した新教科「立志科」のほかに、中等部の小学五、六年生のクラスに中学校の教諭が授業を

行うなどの教育活動が行われております。この小・中一貫の施設には、３パターンあります。同

じ施設内で小学校から中学校まで一緒に教育活動をする「施設一体型」。また、敷地内に校舎が

隣接している。くっついていないで隣接している。そういうふうなところで小・中一貫を行う「施

設隣接型」。更には、小学校も中学校も離れている。そういう中で小・中連携を行う「施設分離

型」こういう３パターンがあります。現在行っている三戸学園は、施設一体型でございます。三

小の施設のところに中学校の施設を建ててやってございますけれども。まず、大変な予算がかか

るというふうなことで、今現在、進めているところでございます。 

文部科学省が示しているこの小・中一貫教育の目的、要約しますと小学校から中学校へ進学し、

新しい学習生活へ移行した場合に、不登校等の新たな問題となる事態俗に言う「中１ギャップ」

小学校６年生から中学校１年生にスムーズに入って行けない。学習障害とか不登校を起こす。そ

ういうふうな塩梅を中１ギャップと言いますけれども。そういうふうなことに直面するケースが

あり、小学校から中学校への接続が、こういうふうに小中一貫することによって円滑にできる。

そういう利点がある。 

２点目は、少子化やコミュニティ不足、核家族の進行により、児童・生徒の人間関係が固定化

しやすい中、多様な先生方、教職員、児童・生徒同士と関わる機会を増やして、児童・生徒の不

安感を軽減できる。 

３点目として、中学生が小学生との触れ合いを通じ、上級生であることを自覚し、自尊感情を

高め、暴力行為やいじめの解消につながる等々のメリットを掲げております。 

小中一貫教育は、当町としても、参考になる部分が多々ございますけども、当町では、不登校

または、暴力行為やいじめ対策として、南部町の小・中学校が連携し、学校教育の課題を検討す
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る小中連携部会や生徒指導部会を組織しております。特に、南部、名川、福地、杉沢の各中学校

区では、小中学校の先生方が小中連携研修会を開催し、学習、生活、部活動等の学校課題を話し

合い、共通理解を図り、連携を深め、教育活動を行っており、小中一貫教育の目的の一部を達成

している部分もあります。 

次に、その他現在検討している計画等についてですが、現在、検討している具体的な統合計画

等はございませんが。先ほど、町長答弁ありましたように今後の事を見据え、予想される児童・

生徒数の減少を鑑み、今後、学校の適正配置と統廃合を協議していただく組織体制づくりを検討

していかなければならないなとそう感じております。 

ただ、統廃合の推進には行政主導だけではなく、現在の状況と将来の見通しをきちんと説明し、

保護者の声を重視しつつ、地域住民の十分な理解と協力を得るなど、地域と共にある学校づくり

のこの視点を踏まえて、丁寧な議論と検討を進めてまいりたいなとそう思っております。 

２つ目のコミュニティスクール制度の質問でございます。「学校運営協議会制度」は、保護者

や地域住民の皆さんが連携・協働し、学校の運営に参加する仕組みでありますが、八木田議員の

おっしゃるとおり、現在、青森県内ではコミュニティスクールとして指定されている学校はござ

いません。 

コミュニティスクールが設置された背景としては、人口減少や少子高齢化によって、地域と学

校の連帯意識が希薄になり、地域の学校に対する関心が弱まったことが挙げられております。 

このことから、コミュニティースクールの目的・狙いは、学校と地域が力を合わせ、町全体で

子供を子供を育てることにあります。 

学校運営にあたっては、保護者をはじめ、地域住民の皆さんとの連携が非常に重要で欠かせな

いものとなっております。このコミュニティースクール制度と同等とは言えませんが、本町では

似た制度として各学校に保護者や地域住民の皆さんから、学校の運営に関して意見を述べてもら

う「学校評議員」の制度を設けており現在、福田小学校、福地中学校でこの制度を活用しており

ます。 

また、南部町では、小・中学校の要望に応じて、各分野の専門家、愛好家に学校教育活動の講

師として参加してもらい児童・生徒の基礎的事項の定着を図り、地域に対する愛着の心を育むこ

とを目的とした「学校と地域ネット推進事業」行っております。その他、各小・中学校が独自の

裁量により、活動をする「特色ある学校経営事業」があり、町でその活動に対して補助を行って

おります。具体的には活動として、えんぶり、三味線、南部手踊りなどの伝統芸能また、農作物

栽培等を行っております。また、クラブや部活動では、保護者や地域住民の皆さんなどを外部指



－83－ 

導者として依頼している学校もございます。特に南部町独自の事業である、特色ある学校経営事

業を実施し、各小学校、中学校とも教育活動を行っており、他町村では見られない各学校での特

色ある教育活動が行われており、関係者から高い評価をいただいているところでございます。 

今後、児童・生徒数の減少で、学校が小規模化していくことが考えられるため、保護者や地域

住民の皆さんが学校の運営に関わる「学校評議員」の制度を、多くの小・中学校で活用してもら

うことを第一段階として、今後、取り組んでいきたいと思っております。以上でございます。 

 

〇議長（坂本正紀君） 再質問はありませんか。八木田憲司君。 

 

〇２番（八木田憲司君） 大変、丁寧なご答弁ありがとうございました。今のご説明を受けた中

で大体、私が調べて、感じてきた部分をほとんどご答弁いただいたと思っております。 

 それで、町長の最初の答弁の中でもお話しいただきましたコミュニティースクールに代わるの

か、学校評議員制度というものが現在、今実施されているということですので。ただ、内容的な

ものはまた、先ほども答弁の中にもございましたとおり、やはりちょっと精査していただいて。

コミュニティースクール制度はあくまでもボランティア等が学校の授業まで参画していくとい

う、そういう部分も持っているし。色んな意味で学校支援・協力とか、そういう部分でも様々行

っている部分もございますので、二つ併せ持った部分として内容を検討していただければなと思

っております。 

 そのほか、手引きの中にも謳っておりましたが、運営協議会ではなくて、学校支援地域本部と

いってただ、学校の運営に対して参画して、協力していくというそういう制度もございます。あ

と、放課後子ども教室。これは結構、全国的には取り入れている学校数が多くて、コミュニティ

ースクールよりは浸透している感じの制度となっております。その辺も踏まえて、これから検討

いただければと思います。 

 あと、中高一貫校に関しましては、今の教育長の説明の中では、あえて、南部町においてはそ

れが必要であるのかないのか、私も議論する中でちょっとわからない部分が半分ございまして。

これからの統合を考えていくなかで一つの判断材料としてこれも検討いただければなと思って

おります。まず、今回の手引きの大きな目的は、小規模校を解消して、クラス替えができないよ

うな１学年２学級以上がなければどうしても子供たちに対して、その集団というそういうものに

対して、生活してく中で１クラスだけではどうしても足りない部分があるのではないかというこ

とで多分、２クラス以上という部分が謳われたと思いますけども。それがはたして、いいのか悪
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いのかは、ちょっと私も判断付かないところではございます。うちの福地地区の中で、杉沢中学

校地区での取り組みを見てみますと、運動会の運営も小学校、中学校一体となって地域の住民も

参画しながら、一緒に運動会を行なっている姿を見ていますと。ああいう地区でやっていても結

構な活動になっているのかなという感じがしました。だから、あえて規模を大きくすればいいだ

けのものではないのかなという部分が少し調べた中でも感じられたとこでございます。 

 どっちにしても少子化の中で、子どもたちが減っていく中でどうしても、少ない人数で習うこ

とがどういうものなのかということをこれからも議論していただきながら、考えていただきたい

と思います。 

 それと、ちょっとこれは通告はしておりませんでしたが、今現在の通学状態をもしわかりまし

たら、これは徒歩、先ほどの説明の中でも４キロ以内とか。中学校であれば６キロ以内。バス利

用であれば１時間以内とか、そういうものが定められてなっている中で今、現在の南部町の各学

校の徒歩通学割合とバス利用の割合ですかね。この辺ちょっと、もし資料があってわかりました

らお知らせいただければと思いますけども。 

 

〇議長（坂本正紀君） 学務課長。 

 

〇学務課長（夏堀常美君） 通学手段といいますか…の状況というお話でございますが。具体的

に調べた内容はございませんが、中学校関係がほぼといいますか。名川中学校関係をちょっと参

考までにお話ししたいと思いますが。名川中学校では、徒歩が大体３分の１でございます。あと

の３分の２弱は里バスを利用されていると。その他に自転車が数人。あとは自家用がまた十数人

というふうな内容でございます。統合された小学校等ではスクールバスで運行しておりますが、

ちなみに福地小学校さんでは約半数の方がスクールバスで通学をしておりまして、後半数は徒歩

というふうな内容になってございます。各地区の小・中学校それぞれ事情が違いますので、詳し

いことはまた調べてお知らせしたいと思います。よろしくどうぞ。 

 

〇議長（坂本正紀君） ほかに質問はありませんか。八木田憲司君。 

 

〇２番（八木田憲司君） 大体先ほどの２回目の再質問の中で大体のことはお話ししたつもりで

すので、これから学校統合を考えていく中で、１つ基本としていただきたいのは、地域のコミュ

ニティーの核となる学校ですので、統合することによってそれが壊れていくようなことも避けて



－85－ 

いかなければならないのかなとも思います。その辺も色々と考慮しながら、これからも検討して

いただければなと思っておりますので。以上で質問の方を終わりたいと思います。 

 

〇議長（坂本正紀君） これで八木田憲司君の質問を終わります。 

  ここで昼食のため午後１時まで休憩いたします。 

（午前11時48分） 

                                           

〇議長（坂本正紀君） 休憩を解きまして会議を再開いたします。 

（午後１時00分） 

                                           

〇議長（坂本正紀君） 一般質問を続けます。 

 16番、工藤久夫君の質問を許します。工藤久夫君。 

（16番 工藤久夫君 登壇） 

 

〇16番（工藤久夫君） 私は、今定例会最後の通告者として質問させていただきます。 

 まず、通告に基づいて１点目として、昨年後半から米の価格の急激な低下や農協改革あるいは

農政の改革を巡って、政府与党と全国農協中央会、いわゆるＪＡ全中との間で今年の２月に合意

がなされました「農業改革」の意図。それは、全国に七百弱あるといわれる地域農協の自由度を

高め、経営の創意工夫や効率化を進めるために必要だという安倍政権の規制改革の本気度を示す

結果が表れた言われております。 

 現在、政府が法案提出に向けて準備している中には、全中の組織を見直しのほか、昨年の規制

改革会議からの提案に沿って、以下のような事項も含まれております。 

１つは、農業委員会の制度の見直し。農業委員会の選出を、選挙から市町村議会の同意を得て

市町村長が任命する制度に変更する。農地利用の集積、集約化の役割を果たすため仮称「農地利

用最適化推進委員」を置く。 

次に、農業生産法人要件の見直しとして、６時産業化等に向けた資本増強の必要性に応じ、個

人農家以外の者の議決権を50パーセント未満まで認める。つまり、出資を認めるということだと

思います。 

しかしながら、今回も企業による農地所有の解禁は見送られたようでありもす。今までにも国

の農業政策は時代の環境の変化に合わせてなのかどうか、何回も変わってきました。しかし、全
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国の農村地帯で高齢化や後継者難から耕作放棄地だけは確実に増加しております。 

農業委員会に関する法律の第１条を見てみますと、目的として次のように書かれております。

「この法律は農業生産力の発展及び農業経営の合理化を図り、農民の地位向上に寄与するための

農業委員会、都道府県農業会議及び全国農業会議所について、その組織及び運営を定めることを

目的とする」とあり、以下は細かく定められております。 

この法律は、昭和26年３月に制定されて何回となく改定されて現在、64年経過しております。

終戦後の食糧難の時代に制定された法律が基本的な部分はほとんど変わらずに今になって改革

されて、本当に南部町の農家に良い影響が及ぶのか私は不安と不信を持つわけですが、いずれに

しても個々の農家の所得が向上しなければ町内の農家は大変になると思いますから、必要なこれ

からの施策について答弁をお願いしたいと思います。 

次に大きな２点目として、南部町総合振興計画の平成29年度までの後期基本計画とその後の計

画の企画方針について伺います。１点目として、若年女性人口の増加策。２番目として、世帯収

入の増加策。３番目、健康寿命の長寿命化と働く場、生きがいづくりについて。４番目、上記を

具体化に向けて町に必要な取り組みと視点は何か。５点目として、目標モデルとすべき地域や自

治体があれば示してほしい。とこのように通告しましたが、実はその後の先月の５月29日金曜日

ですけども。夜のＮＨＫの番組で「どんと来い人口減少、2040年の予測」という放送がありまし

て、私は大変、興味を持ってこの番組を見ました。 

簡単に私から放送内容を紹介させていただきます。この番組では、東北地方の３つの町の事例

が紹介されておりましたが、いずれも過去、地域の発展のために工業団地を造成して中央から企

業を誘致して雇用を増加して地域を活性化させるという、今までのような人口も生産力も右肩上

がりの発想ではなくて、今までの地域の人間が気付かなかった地元の資源、魅力、価値のあるも

のを探して、それを生かした町づくりといいますか。外部の人から見て何が魅力か。思いがけな

いところに眠っている宝を生かす町づくりをするという点でした。 

まず、その事例として、秋田県中央部の五城目町が取り上げられておりまして。五城目町は50年

前は人口約２万2,000人の農業と林業の町でしたが、現在、ピーク時から見ますと50年後ですけ

れども、人口は約１万人。これが、あと25年経って2040年には半分の５千人に減少すると予測さ

れている町ですが、昨年から地域づくり協力隊として２名の女性を東京から招いてピンクガール

ズと称して若者の定住者の誘致や地元で仕事を作る秘策として、地元の人が気が付かなかった古

民家を再生して民宿にするプロジェクトを立ち上げて、インターネットで出資者を都会から募っ

て、集客や地域の特産品を生かすネットでの発信に力を入れたり、道の駅での特産品のデザイン
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を変えたりして、都会から定住者と町の応援者を増やすような、いわゆる土着ベンチャーという

組織を創って、活気を取り戻した例などが紹介されております。 

次に、岩手県紫波町のオガールプラザを中心とした紫波町の紫波中央駅西口の約10．7ヘクタ

ールを開発して、役場や図書館、子育て応援センターなどや産直等15の施設を整備した賑わい創

出の事例が紹介されていました。 

私は、この番組を見て非常に興味がわいたものですから、先週６月４日に気になってここに見

に行ってきましたが、想像していたよりも広くて。駅前にある関係で駐車場も駅のパークアンド

ライドの駐車場も兼ねた数百台のスペースで。ぜひ、このような施設は南部町でも今後の参考に

すべき施設ではないかと、皆さんにも見学を進めたいと思いました。 

このオガールプラザは平成19年以来、「公・民連携元年」として日本語の「おがる」つまり、

成長するという意味とフランス語の駅を意味する「ＧＡＲＥ（ガール）」という横文字を組み合

わせた造語のようですが、10．７ヘクタールの敷地に今年５月に開庁した役場庁舎やビジネスホ

テル等もあり、また運動施設やアリーナもあって、非常に集客しやすい、町民が集まりやすい施

設として、参考になると考えて見てまいりました。 

この図書館は年間利用者17万人を目標に計画されたそうですが、結果は25万人来てエリア全体

では年間80万人が訪れて若者のライブを行なったり、子育てのお母さんの情報交換の場にもなり、

予想以上の賑わいを創っているとのことでした。 

次に３つ目の事例として、宮城県の女川町が取り上げられておりました。女川町では、４年前

の震災以来、約１万人の人口が30パーセント流出して、どうやって以前の町を取り戻すかを考え、

結果として住民がどんな町を望んでいるか。特に、女性の声を聞いて「金銭ではないここに住ん

で良かったという満足をいかに得るか」という意見やデータを多方面から集めて教育を前面に出

した町づくり。小中一貫教育の学校の建設や島根県海士町の教育再生をなしとげた宮崎稔さんに

協力していただいて、女川のお年寄りに学校で地元の良さを教えてもらったり、子どもたちが地

元に住みたくなる教育の実践をしたり、色々な情報を集めて議論して、将来の町づくりに生かす

計画の作成、女性の声を聞いて、女性が頑張れる政策の立案等を取り上げていました。 

このＮＨＫで言っていた３つの大事なキーポイントというのを言っていましたが。その１点目

は、大事なことは今まで見つけていなかった地元の宝を探して、それをお金にして、地元でお金

を循環させるという、そういうことが一つのポイントだと。２点目として、町の中に自宅の居間

にいるような語り合いのできるスペースを作って、集まる場所を創るということだと。３つ目は、

お仕着せでない、自分の幸せを見つけることができる希望が持てる地域にすることだと。以上が
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キーワードになるような内容でした。 

私は、ビデオにとってありますから、皆さんにもぜひ見ていほしいと思います。少し脱線しま

したが、昨日から似たような質問もあり、重複する部分もあると思いますので、簡単に答弁をお

願いして、質問とさせていただきます。 

 

〇議長（坂本正紀君） 答弁を求めます。町長。 

（町長 工藤祐直君 登壇） 

 

〇町長（工藤祐直君） それでは、工藤久夫議員のご質問にお答えを申し上げます。色々答弁の

方も多くなっておりますが、議員の方から簡潔にという部分もありましたので、途中、割愛させ

いただきながら答弁させていただきたいと思います。 

まず、農業制度改革による農家への影響及び農家の所得向上策についてでありますけれども。

ご存じのとおり、政府与党とＪＡ全中との間で「農協改革」の合意がなされたことによる農家へ

の影響についてでありますが、議員ご案内のとおり、今年２月に、政府と全国農業協同組合中央

会が農協改革について大筋合意したと報道されたところであります。 

その内容につきましては、現在、国会で審議中であり、詳細について示されておりませんが、

分かる範囲でお答えもうしあげたいと思います。 

新聞等の報道では2019年９月までに、現行の全国農業協同組合中央会を一般社団法人に移行さ

せるとともに、地域の農協に対して行う監査部門を監査法人として分離、独立させ、公認会計士

法に基づく監査制度に移行する。 

また、全国農業協同組合連合会、いわゆる全農を、農業者の利益増進に資する観点から、グロ

ーバル市場における競争に参加するため株式会社に転換し、大きな付加価値を獲得できる組織と

して再構築する。 

また、地域の農協で実施している指導事業や経済事業である農産物販売等、信用事業である金

融、共済事業は、経済事業の赤字を信用事業と共済事業が補う構造になっており、農産物販売等

の経済事業の機能強化と役割・責任の最適化を図る観点から、信用事業を農林中央金庫へ移管す

るというものであります。 

このことによりまして、地域の農協がその地域の特性に合わせた経営や農業指導等で自立する

ことができることから、農家の収入増が見込めるという、成長戦略としての農業再生であると認

識しております。 
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いずれにしましても、農協改革につきましては、地域農協のみならず、農業者にも強い関わり

があると考えますので、詳細が示されましたら周知してまいりたいと考えております。 

次に、農業委員会の制度見直しによる農家への影響についてでございますが、農業委員会制度

の見直しにつきましても、今国会において審議中であります。詳細については明確に示されてお

りませんので、現時点において分かる範囲でお答え申し上げます。 

まず、農業委員会委員についてでありますが、現在は農業者の中から選挙で選ばれた選挙委員

と、農業団体及び市町村議会が推薦した者を市町村長が選任した選任委員で構成されております。 

今回の制度改正で、この選挙制度と推薦による選挙制度を廃止し、議会の同意を要件とする市

町村長の選任委員に一元化するものでございます。 

また、選挙制度の見直しのほか、各地域における担い手の育成・発展の支援を推進し、農地集

約化や耕作放棄地の状況の調査など、農地の利用調整活動を行う「農地利用推進員」を新たに設

置するとしております。 

農地の賃貸借等の権利移動についての許可は、法人の場合を除き、農業委員会の許可制から届

出制とする。また、農業振興地域整備計画の農用地区域における、販売加工施設など、農業の６

次産業化等に資する農地の転用については、転用基準の緩和を図る。などが主な改正の内容とな

っております。 

今回の制度の見直しについては、昨今の農業をめぐる社会経済の構造の変化に対応して、遊休

農地対策や転用違反対策に重点を置いて、業務の積極的な展開を図ることを目的としていると認

識してございます。 

なお、農家への影響についてでありますが、農地の賃貸借等の権利移動が届出制となることか

ら、手続きが緩和されると考えております。また、転用基準が緩和される点では、６次産業化の

推進に期待されるものと考えております。 

次に、農地利用の集積、集約の方法や農業生産法人要件の見直し等による影響についてであり

ますが、昨年３月に「あおもり農林業支援センター」が、農用地等の有効利用や農業経営の効率

化を進める担い手へ農用地利用の集積集約化を進めるため、農用地等の中間的受け皿となる組織

である「青森県農地中間管理機構」として青森県知事から認可されました。 

これにより、青森県農地中間管理機構が農地を貸したいという農家から農地を借り受け、農地

の集積集約をして経営規模拡大を希望する担い手へ農地を貸し付ける農地中間管理事業が平成

２６年度から始まっており、町が機構から委託を受け申請受付や現地調査、機構への登録業務を

行っております。 
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当町においては５月末現在で貸し出し希望者は16名で合計約９ヘクタールの農地が貸し出し

希望地として機構に登録されており、借り受け希望者は７名となっております。このうち機構の

マッチングにより、貸し出し希望者７名分の約４ヘクタールの水田が、７名中のうち、１名の借

り受け希望者に期間10年で貸し出されております。 

当町では貸し出しが多くなっておりますが、県また全国的に見ますと貸し出しが少なくて、借

り受けの希望者の方が多いということになっておりますので、ここの貸し出し借り受けを同じに

するためには、やはり現在進めている制度を私は若干、見直しなり検討をしていく必要があるの

ではないかなとこう思ってございます。 

これまでは相対による貸借が主でしたが、高齢や後継者不在により農地を貸したいと思ってい

ても、借りる相手を見つけることが出来ず、その結果、作付け出来ないがために農地が荒廃して

いくという現状がありました。農地中間管理事業は所有者自らが探すよりも効率的に受け手を見

つけることができるものとなっており、機構の貸し借りを通じて農地の荒廃化防止と耕作農地の

集団化により農業の生産性が高まるものと考えます。 

また、農業生産法人要件の見直しですが、農地を所有できる農業生産法人の要件を緩め、農地

制度の規制緩和を図り農外資本の積極的参入をめざすことにしているもので、農業以外の企業が

農業に参入する際のハードルが下がることによって、新たな農地の有効利用につながることも期

待できると考えております。 

次に、個々の農家の所得向上が図られるために必要な施策についてでありますが、農林水産省

では、農家の所得を増やし、農村のにぎわいを取り戻すこととし、農業改革の三本柱として掲げ

ております今回の農協改革は、その重要な柱の１つで、農協組織における主役は、まずは農業者、

次に地域農協であり、地域農協がそれぞれの地域の特性を活かして創意工夫しながら、自由に経

済活動を行い、農業者の所得向上に全力投球できるようにすることとしております。 

国では、昨年度より農地中間機構の創設、経営所得安定事業の見直し、水田フル活用等米政策

の見直し、日本型直接支払制度の創設等の改革を進めてきました。今回の農業改革はさらに意欲

ある農業の担い手が活躍しやすい環境となるよう、農協、農業委員会、農業生産法人の三つの改

革を一体的に行うこととしており、特に農業協同組合については、農家の所得を増やすため、意

欲ある担い手と地域農協が力を合わせ、創意工夫を発揮し、ブランド化や海外展開を図っていけ

る体制に移行するとしてあります。 

今後とも国の施策を注視しつつ県及び農業協同組合や農業関係団体との連携を密にして、農家

の所得向上が図られるよう６次産業化の促進による新たな価値の創出や、農林水産物の販路拡大
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のため、輸出促進も含め、需要の開拓や農地中間管理機構による農地集積、担い手の育成、経営

所得安定対策の推進、競争力強化などの生産・供給体制の整備、多面的機能支払制度の推進など

により、総合的に進めて参りたいと考えております。 

次に、総合振興計画における若年女性人口の増加策についてお答え申し上げます。 

総合振興計画は、町の望ましい将来像を定めるとともに、その実現に向けた基本方向、基本目

標及び重点プロジェクトを体系的に示し計画したもので、後期計画は少子高齢化の進行、地方分

権の進展等時代の変化に対応していくため、前期計画で取り組んできた事務事業の成果や課題等

を再検証し策定いたしました。 

後期計画では、将来人口の減少に対し、様々な施策を講じていくこととしておりますが、短期

的には人口減少に対し歯止めをかけることが出来ていないのが現状でございます。 

生産者数の減少と若年者の町外への転出であります。要因としてはこの２つになります。特に

若年女性の転出は、次世代の子どもの減少にも繋がり町の人口減少が加速して行くことから、若

者の転出を抑制するためには、早急な雇用機会の創出も重要であると考えております。 

雇用機会の創出として、後期計画では既存企業の育成・振興や優良企業の誘致など計画されて

おりますが、町独自の企業誘致はもとより、八戸市の北インター工業団地の分譲が平成25年度は

実績がなかったものの、平成24年度の５社、平成26年度４社と近年、好調に推移していることか

ら、八戸市を中心とした８市町村で構成する定住自立圏事業での広域的連携による企業誘致の促

進、この地域ならではの独創的な産業づくりの推進などを新たに計画に取り入れ、人口の増加策

にしたいと考えております。増加については、大変、厳しいとは思いますが、目標は増加であり

ますが、減少率を緩やかにしていくことも大事だと思っております。 

次に、世帯収入の増加策についてでございますが、まず、当町における生産年齢人口は平成27年

３月31日現在で、10,954人となっております。合併当初の平成19年は、13,126人でありました。

2,172人の減少となっております。 

このように生産年齢人口が減少していく中で、世帯収入を増加させることは非常に厳しいこと

と考えられますが、先ほどもお話ししました。広域連携での企業誘致促進による雇用機会の創出、

農産物の加工・販売の一本化による新たな産業の振興などを今後の検討課題としてまいりたいと

思っております。 

また、先ほど議員から従来の誘致企業等の視点から、また、地元を生かした地域づくりという

のが重要ではないかと。他町村の事例もいただきました。まさに並行的な取り組みをしなければ

ならないと思ってございます。企業誘致の場合は、人数的にもかなりの雇用の場が出てくると思
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いますので、そこに少しでも私どもの町民の皆さんも雇用できる。そういう体制づくりとともに

また、それぞれ南部町が持っている地元を生かした所得向上含めながら、人口減少の歯止めとそ

ういう部分を並行的にといいますか。両方向、取り組んでいく必要があるのではないかと考えて

おります。 

次に、健康寿命の長寿命化と働く場、生きがいづくりについてでございますが、町総合計画の

後期計画ではすべての就業者が生きがいを持ち、快適に働ける環境づくりを推進する基本方針を

定めております。この基本方針を実現させるための１つの方策として、当町では先般５月下旬に、

「公益社団法人青森県シルバー人材センター連合会」の賛助会員に加入しており、「シルバー人

材センター」を設置している自治体と同様に、働く意欲のある町内の60歳以上の方が登録するこ

とによりまして、就業先の確保やサービスの提供等が図られ、生きがいづくりに結びつくことが

期待されるところであります。 

県におきましては、昨年度開催された「健康あおもり21ステップアップ県民大会」を契機とい

たしまして、健康で長生きな長寿県を目指し、県内の各自治体や企業が健康宣言するなど、健康

づくりに対する取り組みの機運がいっそう高まってきております。 

当町におきましては、今年度10月下旬を予定しておりますが、健康で明るく幸せに暮らせる社

会づくりの実現に向けて、町民一人ひとりが健康に関する知識を高め、実践する力を身につける

とともに、生活習慣の改善・疾病予防に努め、総合的な健康づくり運動を推進するため、『健康

宣言』をする予定でございます。 

議員ご指摘のとおり、健康寿命の長寿化によりまして、高齢者の皆さんの働く場の確保と共に、

生きがいづくりが重要だと考えております。当町では10月に健康宣言をする予定でございますが、

働くため、生きがいのためにはまず健康でいることが何よりも寛容でございます。今後の計画策

定につきましては、健康で生き生きと自立して暮らしていけるために健康づくりを重点とし、雇

用の場の提供や生涯学習の充実など関連する各種事業の成果や課題等を再検証してまいりたい

と思ってございます。合わせて先ほども今回の一般質問でも申し上げましたいわゆる健康寿命、

平均寿命とともに健康寿命、ここを延ばしていくことによって、高齢者になっても働くことがで

きるわけでありますし、いわゆる介護保険料、これを抑制していくためには、やはり健康寿命と

いう部分の数値を高めていくことによって、介護保険料も抑制することができると考えておりま

すので、健康づくり非常に今後、重要な課題となって取り組んでいかなければならないと認識し

てございます。 

次に、町にとって今必要な取り組み等についてでございますが、全国的に少子高齢化などによ
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る人口減少問題に対する政策が重要になっております。当町においても議会においてその対策に

ついて幾度とも議論し、様々な施策を展開してまいりました。 

今後の計画においても、人口減少抑制策を第一義とし、先ほど説明しました、地方版総合戦略

の策定と整合性を図り、将来の人口見通し等を勘案し、本町の将来像を見据えた柔軟な観点での

計画となるように進めてまいりたいと考えております。 

またこのほかに、「魅力と個性のある産業の展開」を目指し、農産物の生産・加工・販売に関

して新たな展望を開拓すべく、更なる農業・商業の活性化策を図りたいと考えております。 

続きまして、目標モデルとすべき地域自治体についてでありますが、各分野において先進的な

取り組みを展開している自治体は全国に数多くあります。先ほど、工藤議員さんからも東北３町

のモデル的な紹介もいただきました。時間的に私まだ見れない時間でございましたので、見てお

りませんけれども。また後でお借りし、拝見させていただきながら、それぞれの地域性、地域を

生かした取り組みというものが本当に大事だと思っております。その中で、当南部町においては、

どこの部分を伸ばしていくべきなのか、そういう部分もしっかり捉えながら、合併して10年にな

ります。まだまだ地域、それぞれの合併前の地域の取り組んできたものここはやはり、しっかり

と引き継ぎながら、取り組んでいかなければならないと思っております。合わせてやはり、南部

町として、何を特に重点して取り組んでいくかということもそろそろ考えていかなければならな

いなと。やはり、１つのＰＲしていく中において、色々あるのも弱いと言いますか。そういう部

分もございますので、これというそこを１つ強調して、そこにまた他の農産物含めながら進めて

いくということも戦略の１つではないかなと思っておりますので。決してそれぞれが取り組んで

きたものを軽視するものではなく。そこを生かしながらその中においてもやはり、これというも

のをそろそろ打ち出していくことを考えていかなければならないのかなと思ってございますの

で。そういう部分においてはまた議員の皆様方からも、関係団体等からも色々議論していただき

ながら、新たな取り組み戦略してまいりたいと思ってございます。 

そしてまた、今非常に円安でありますので、輸出に関すれば有利な部分がございます。そうい

う円安の時代に合わせた輸出、そういう部分の強化というものも大事になってくるのかなと思っ

てございます。現在、りんごにおいては、台湾輸出組合があり出荷しております。また、その他

の果物等もできるものかということも調査しながら、輸出戦略というのも考えていかなければな

らない。このようにこう考えてございます。 

 

〇議長（坂本正紀君） 再質問はありませんか。工藤久夫君。 



－94－ 

 

〇16番（工藤久夫君） まず、農業委員会とかの農業の色んな制度改革についてですけども。私

は農業委員会というのを今までずっと見てまして、本来農業委員会っていうのは何のためにある

かというと、農業の生産の効率化とか、農家の地位向上つまり所得がふえることを一番に、本当

は動かなければならない組織だと思っているのですが。今までの経過を見ますと、ただ農地の転

用だとか用途変更についてかたくなに制限だけ加えて、色んな意味でこの町全体の発展というの

を見ると、アクセルを吹かすよりは、ブレーキ掛けて妨げている部分っていうのが結構あったよ

うに思うんですよ。もし、私は町村長の任命で議会の同意を取り付けて委員を選ぶようになると

すれば、ぜひやってほしいのはもうちょっと高い視点から農家のトータルの所得がふえるために

何をやるべきか。そういう、ちょっと広く見れるような人材を農業委員に選んで、もうちょっと

柔軟な対応をするような。そういう発想の委員をふやしていかないと、ここの町の農業というの

は発展しないんじゃないかなとそう思うんですが。それに対する所見を伺いたい。 

 それから次に、世帯収入の増加という点でいくと全国の統計を見れば北陸の富山とか石川、福

井県というのが世帯収入が多い地域って言われています。その理由は、これは私の想像も含んで

いるわけですけれども、２世代３世代が同居した家族構成が多いので、子どもはおじいちゃんお

ばあちゃんが面倒を見て、夫婦共稼ぎが多いから。また、そのお父さんもお母さんも働く場があ

るからって言われているのですけれども。その結果として、全国の学力テストをやっても北陸の

３県というのは割といいレベルのところにいるんですよ。これはなぜかというと、核家族化して

暮らしているよりもおじいちゃんおばあちゃんと一緒に暮らしている方が色んな意味で子供の

教育に相乗効果が上がっているからではないかなとそういうふうに想像するわけですけれども。

そうするとこの南部町も考えてみればですね。大都会ではなかなか大家族が一緒に暮らすという

のは難しいと思うんですけれども。この南部町内であれば十分、そういう大家族で働く場があれ

ば、可能だわけですよね。こういうこうメリットをある点を強調して、２世代３世代が一緒に暮

らした場合にこういういい点がありますよ。それをもうちょっとＰＲするような地域の色んな政

治の在り方っていうのが、必要ではないかなと思うんですけどもね。その点についてどのように

お考えかあればお答えしていただきたいと思います。 

 

〇議長（坂本正紀君） 町長。 

 

〇町長（工藤祐直君） 農業委員会の組織でございますが、今までは３条、４条、５条。農地を
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守るということが重点的に行われてきている組織であるわけであります。そういう中において今

回、農協改革含めながら農業委員会等の見直し、委員の見直し等も出てきております。 

 今度は、議会の同意を得るということになりますので当然、色々な角度からの…まあそうなっ

た場合ですね。委員の選考というのが重要になってくると思いますので、成立して議会の同意を

得る時になりましたら、色々各方面から相談、情報をいただきながら選任していきたいなと思っ

てございます。 

 そしてまた、３条、４条、５条に限らず、農業委員会というのは農地を守るということが種の

委員会だと思うんですけども。そこだけにとらわれなくやはり、農業後継者の育成、そういう部

分も積極的に発言をしてもらいながらまた、取り組んでいけるような組織にしていく、１つはチ

ャンスにもなるのかなと思っておりますので。ここは、その時また慎重に対応してまいりたいと

思ってございます。 

 そしてまた、２世帯、３世帯世代、決して私も悪いことばかりではないと思っております。非

常にお父さんお母さんまた、おじいさんおばあさんたちと一緒に暮らすことによって、人との関

わりまた、高齢者の方々への子どもの時からの対応と言いますか。そういう部分も出てくると思

ってございますので。また、議員からもお話しありましたおじちゃんおばあちゃんたちが子供も

面倒見れる。そういうことも２世帯３世帯でいるからこそできることなわけでございますので。

色んな部分でデメリット的なのもあるかもしれませんけれども。決してそこだけを強調するので

はなくて、メリット的な部分の強調というものをいいという部分も周知していくことも私も大事

だとこう思ってございますので。また、広報担当職員等にもシリーズなりそういう部分を掲載す

るように話ししまして。このことばかりではなく、大事なことであると私も思っておりますので。

前向きに進めてまいりたいとこう思っております。 

 

〇議長（坂本正紀君） 他に質問はありませんか。（「質問なし」の声あり） 

これで工藤久夫君の質問を終わります。 

                                           

 

◎散会の宣告 

 

〇議長（坂本正紀君） これをもちまして、本日の日程は全部終了しました。 

 なお、６月10日は午前10時から本会議を再開します。 
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 本日はこれで散会します。ご協力、まことにありがとうございました。 

（午後１時44分） 
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南部町町税条例等の一部を改正する条例の制定について 
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◎開議の宣告 

 

○議長（坂本正紀君） これより第62回南部町議会定例会を再開します。 

 本日の会議を開きます。本日の議事日程はお手元に配付のとおりであります。 

（午前10時00分） 

                                           

 

◎報告第２号の上程、説明、質疑、討論、採決 

 

○議長（坂本正紀君） 日程第１、報告第２号、専決処分した事項の報告及び承認を求めること

について、平成26年度南部町一般会計補正予算（第６号）を議題とします。 

 本案について説明を求めます。企画財政課長。 

 

○企画財政課長（西舘勝彦君） それでは、議案の１ページをお願いいたします。 

 報告第２号、専決処分した事項の報告及び承認を求めることについてご説明します。処分理由

でございますが、特別交付税、地方消費税交付金などの収入金額の確定及び除雪経費の精査に伴

い、平成26年度南部町一般会計予算に補正する必要が生じたため、専決処分したものでございま

す。 

 次のページをお願いいたします。平成26年度南部町一般会計補正予算（第６号）。第１条でご

ざいますが、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１億8,076万4,000円を追加し、歳入

歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ111億1,734万1,000円とするものでございます。第２条は繰

越明許費の追加でございます。平成27年３月31日付で専決したものでございます。 

 歳出からご説明いたします。12ページをお願いします。２款総務費、１項16目公共施設整備基

金費でございますが、１億9,416万4,000円を追加し、６億9,604万1,000円とするものでございま

す。これは、公共施設整備基金の積立金でございまして、特別交付税や町税など決算見込み確定

により得られました財源を将来の公共施設整備に備え、基金に積み立てるものでございます。 

 なお、この金額を積みますと平成26年度末で公共施設整備基金の残高は28億9,800万円余りと

なるものでございます。 
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 次に８款土木費、２項１目道路橋梁維持費でございますが、除雪経費について1,340万円を減

額するものでございます。その他は、歳入補正に伴う財源の内訳を補正するものでございます。 

 続いて歳入を説明いたします。９ページをお願いします。１款町税、２項１目固定資産税のつ

きましては953万2,000円の追加計上で、収入見込額確定により補正するものでございます。 

 続きまして、２款１項１目地方揮発油譲与税から10ページの７款１項１目自動車取得税交付金

までそれぞれ増減がございますが、これらにつきましても決算見込額の精査により増減調整をは

かったものでございます。 

 次に９款地方交付税、１項１目地方交付税でございますが１億2,854万4,000円を追加し、57億

3,138万2,000円とするものでございます。これは、特別交付税の確定により、計上いたしたもの

でございまして、最終的に平成26年度の特別交付税の確定額は５億4,354万4,000円となっており、

前年度に比較しまして約2,300万円の減となってございます。 

 続いて19款諸収入、５項３目雑入につきましては2,800万円の増額でありますが、原子燃料サ

イクル事業助成金の確定により今回、計上したものでございます。 

 最後になりますが６ページをお願いいたします。第２表、繰越明許費の追加ついて説明いたし

ます。10款５項、史跡正寿寺館跡公有化事業。これは毎年実施しております公有化について今年

度予定しておりました箇所が変更となったことで、年度内完了が難しくなったことにより、繰越

明許費の追加をするものでございます。以上で説明を終わります。 

 

○議長（坂本正紀君） 説明が終わりました。 

 質疑を行います。質疑はありませんか。 

（「質疑なし」の声あり） 

 

○議長（坂本正紀君） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 討論を行います。討論はありませんか。 

（「討論なし」の声あり） 

 

○議長（坂本正紀君） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 報告第２号を採決します。本案は、原案のとおり承認することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 
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○議長（坂本正紀君） 異議なしと認めます。 

 報告第２号は原案のとおり承認されました。 

                                           

 

◎報告第３号の上程、説明、質疑、討論、採決 

 

○議長（坂本正紀君） 日程第２、報告第３号、専決処分した事項の報告及び承認を求めること

について、平成26年度南部町国民健康保険特別会計補正予算（第４号）を議題とします。 

 本案について説明を求めます。健康福祉課長。 

 

○健康福祉課長（福田勉君） それでは14ページをお開きください。報告第３号、専決処分した

事項の報告及び承認を求めることについて。処分の理由は、特別調整交付金（直診施設分）の交

付額確定に伴い、平成26年度南部町国民健康保険特別会計予算を補正する必要が生じ、この補正

に特に緊急を要し、議会を招集する時間的余裕がなかったため専決処分したものでございます。 

15ページをお開きください。専決第４号、平成26年度南部町国民健康保険特別会計補正予算（第

４号）。第１条でございますが、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ4,000万円を追

加し、歳入歳出予算の総額を27億4,923万1,000円とするものでございます。専決処分の日にちは

平成27年３月31日でございます。 

歳入からご説明申し上げます。18ページをお開きください。３款国庫支出金、２項国庫補助金、

１目財政調整交付金4,000万円の増額補正でございますが、特別調整交付金（直診施設分）でご

ざいますが、調整交付金の確定に伴い4,000万円の増額をしたものでございます。 

歳出をご説明申し上げます。19ページをお開きください。11款諸支出金、２項他会計繰出金、

１目直診施設勘定繰出金4,000万円の増額でございます。直診施設勘定繰出金、本町の場合は病

院事業会計、特別会計でございますが、歳入の調整交付金4,000万円そのままを病院事業会計に

繰出金として全額4,000万円を繰り出すものでございます。以上でございます。 

 

○議長（坂本正紀君） 説明が終わりました。 

 質疑を行います。質疑ありませんか。 

（「質疑なし」の声あり） 
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○議長（坂本正紀君） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 討論を行います。討論はありませんか。 

（「討論なし」の声あり） 

 

○議長（坂本正紀君） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 報告第３号を採決します。本案は、原案のとおり承認することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 

○議長（坂本正紀君） 異議なしと認めます。 

 報告第３号は原案のとおり承認されました。 

                                           

 

◎報告第４号の上程、説明、質疑、討論、採決 

 

○議長（坂本正紀君） 日程第３、報告第４号、専決処分した事項の報告及び承認を求めること

について、平成26年度南部町病院事業会計補正予算（第２号）を議題とします。 

 本案について説明を求めます。医療センター事務長。 

 

○医療センター事務長（佐藤正彦君） それでは20ページをお開き願います。報告第４号、専決

処分した事項の報告及び承認を求めることについてご説明いたします。処分理由でございますが、

特別調整交付金の交付額確定に伴い、平成26年度南部町病院事業会計予算を補正する必要が生じ、

緊急を要したため、専決処分したものでございます。 

 次のページをお願いいたします。専決第５号、平成26年度南部町病院事業会計補正予算（第２

号）でございます。第２条の科目、第１款資本的収入に4,000万円を追加し、7,858万8,000円と

するものでございます。３月31日付けで専決したものでございます。 

23ページをお願いいたします。平成26年度南部町病院事業会計補正予算説明書によりご説明い

たします。収入の１款３項繰入金、１目国保事業勘定繰入金でございますが、項及び目を新設し

4,000万円を計上するものでございます。内容はオーダリングシステムなどの医療情報システム

更新に伴う国保直営診療施設調整交付金が確定したため補正たものでございます。以上で説明を

終わらせていただきます。 
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○議長（坂本正紀君） 説明が終わりました。 

 質疑を行います。質疑はありませんか。 

（「質疑なし」の声あり） 

 

○議長（坂本正紀君） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 討論を行います。討論はありませんか。 

（「討論なし」の声あり） 

 

○議長（坂本正紀君） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 報告第４号を採決します。本案は、原案のとおり承認することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 

○議長（坂本正紀君） 異議なしと認めます。 

 報告第４号は原案のとおり承認されました。 

                                           

 

◎報告第５号の上程、説明、質疑、討論、採決 

 

○議長（坂本正紀君） 日程第４、報告第５号、専決処分した事項の報告及び承認を求めること

について、南部町町税条例等の一部を改正する条例の制定についてを議題とします。本案につい

て説明を求めます。税務課長。 

 

○税務課長（西村幸作君） それでは説明いたします。説明資料に基づきまして説明させていた

だきます。よろしくお願いします。 

 まず１ページをお開きいただきたいと思います。南部町町税条例等の一部を改正する条例の制

定についてご説明いたします。主な改正内容といたしましては、地方税法等の一部改正に伴いま

して原動機付き自転車、二輪車、小型特殊にかかる税率について、税率の１年間の延長の措置を

おこなうというふうなものでございます。更に、軽自動車、軽４輪の燃費性能に応じたグリーン

化特例を導入するというふうな改正もございます。これは、28年度のみ軽自動車税を軽減すると
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いうふうなものでございます。 

 それから、ふるさと寄付金制度の見直し。これは、今まで特例控除額上限、個人住民税取得割

につきましては１割だったものが２割に拡充されたものでございます。それから、今まで確定申

告が不要な給与所得者などが、ふるさと納税を行う場合にはワンストップで控除等の手続きをす

るというふうな手続きの簡素化の措置を行うというふうなものでございます。 

 それから、住宅ローン減税につきましても、消費税10パーセントの引き上げの変更に伴いまし

て、その対象期限を１年６か月延長するというふうなものでございます。 

 その他、各種の規定の所要の改正を行うというふうなために、議会の承認を求めるものでござ

います。以上でございます。 

 

○議長（坂本正紀君） 説明が終わりました。 

質疑を行います。質疑はありませんか。 

（「質疑なし」の声あり） 

 

○議長（坂本正紀君） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 討論を行います。討論はありませんか。 

（「討論なし」の声あり） 

 

○議長（坂本正紀君） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 報告第５号を採決します。本案は原案のとおり承認することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 

○議長（坂本正紀君） 異議なしと認めます。 

 報告第５号は原案のとおり承認されました。 

                                           

 

◎報告第６号の上程、説明、質疑、討論、採決 

 

○議長（坂本正紀君） 日程第５、報告第６号、専決処分した事項の報告及び承認を求めること

について、南部町手数料徴収条例の一部を改正する条例の制定についてを議題とします。 
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 本案について説明を求めます。税務課長。 

 

○税務課長（西村幸作君） それでは、２ページをお開きいただきたいと思います。南部町手数

料徴収条例の一部を改正する条例の制定についてご説明申し上げます。 

 主な改正内容といたしましては、資産に関する証明手数料についてでございますが、今まで１

枚当たり300円を手数料として納入していただいてきたものを１件につき300円と改めるものであ

ります。これにつきましては、実質的には軽減されるというふうなことでございます。これは申

請者の負担を増やさないため条例を改正する必要が生じたためでございます。そのために議会の

承認を求めるものでございます。よろしくお願いいたします。 

 

○議長（坂本正紀君） 説明が終わりました。 

 質疑を行います。質疑はありませんか。 

（「質疑なし」の声あり） 

 

○議長（坂本正紀君） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 討論を行います。討論はありませんか。 

（「討論なし」の声あり） 

 

○議長（坂本正紀君） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 報告第６号を採決します。本案は原案のとおり承認することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 

○議長（坂本正紀君） 異議なしと認めます。 

 報告第６号は原案のとおり承認されました。 

                                           

 

◎報告第７号の上程、説明、質疑、討論、採決 

 

○議長（坂本正紀君） 日程第６、報告第７号、専決処分した事項の報告及び承認を求めること

について、南部町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定についてを議題とします。 
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 本案について説明を求めます。税務課長。 

 

○税務課長（西村幸作君） それでは３ページをお開きください。南部町国民健康保険税条例の

一部を改正する条例の制定についてご説明いたします。主な改正内容といたしましては、地方税

法等の一部を改正する法律の施行に伴いまして、医療給付費分１万円、後期高齢者支援金分１万

円、介護納付金分２万円の限度額の引き上げと。それから、国民健康保険税の軽減対象の拡充と

いたしまして、５割軽減は１万５千円、２割軽減は２万円の軽減対象の拡充を行うもの。その他

の規定の整備を行うというふうな内容になってございます。以上で議会の承認を求めるものでご

ざいます。よろしくお願いいたします。 

 

○議長（坂本正紀君） 説明が終わりました。 

 質疑を行います。立花寛子君。 

 

○14番（立花寛子君） 今の説明にありました最高限度額引き上げについての質問です。どの程

度の方が引き上げになるのでしょうか。その方々は、本当に余裕のある方と言える人たちだけで

しょうか。ご質問いたします。 

 

○議長（坂本正紀君） 税務課長。 

 

○税務課長（西村幸作君） 今のご質問につきましてお答え申し上げます。今、賦課限度額の額

が上がったことによって、どういった人数が影響を受けるかというようなご質問でございました

が。これにつきましてはまだ、今現在まだ想定はまだしておりません。 

 それと、当然この保険税の引き上げに伴うだけではなくて、あくまでも国民健康保険税の軽減

対象の拡充というふうなことにより、保険税が減額される方もいるということでご理解をいただ

きたいと思います。 

 

○議長（坂本正紀君） ほかに、立花寛子君。 

 

○14番（立花寛子君） やはりこういう引き上げということになりますと大変、厳しく見られる

わけでありますので、影響額とか世帯数なども事前にお示ししていただくことは議会運営上も必
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要ではないでしょうか。 

 ところで、全体的に引き上げの皆さんの様子がわからないということでありますが、余裕のあ

る皆さん方も大変苦労して納めているということをご理解していただきたいと思います。 

 ２の軽減対象の拡充ということに対しましては、多くの自治体や運動隊の皆さん方が国保税引

き下げなど改善のためのため、このような結果になったことはうれしく存じております。以上で

す。 

 

○議長（坂本正紀君） ほかに、川守田稔君。 

 

○15番（川守田稔君） 一部の層は下げて、最高額は上げてとか。上げたり下げたりとか。もの

の考え方がよくわからないのですけれど。下げてもいいよという前提が、基金が３億５千万いく

らでしたか。それぐらいあるので、広域化する前にそれ全部使ってしまって、広域化に参加しよ

うじゃないかというのがことの発端なのかなと私は大雑把に理解してらったんですが。それなら

ば、全体的に下げりゃいいものだと思ってらったんですが、何で最高額というのを上げなくては

ならないのですか。 

 

○議長（坂本正紀君） 税務課長。 

 

○税務課長（西村幸作君） 今回、条例の制定をするにあたりまして、これは地方税法の一部改

正に伴って条例改正をするものでございます。ご理解いただきたいと思います。 

 

○議長（坂本正紀君） ほかに質疑はありませんか。 

（「質疑なし」の声あり） 

 

○議長（坂本正紀君） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 討論を行います。討論はありませんか。立花寛子君。 

（14番 立花寛子君 登壇） 

 

〇14番（立花寛子君） 報告第７号、専決処分した事項の報告及び承認を求めることについて、

専決処分第８号、南部町国民健康保険税条例の一部変更についての討論を行います。国民健康保
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険税の最高限度額の引き上げについて医療給付費分１万円の引き上げ、後期高齢者支援金分１万

円の引き上げ、介護納付金分２万円の引き上げ、合計で81万円から85万円に引き上げられるもの

であります。高額所得者と言われる人々も生活実態は厳しい状況にあり、全体として負担増とな

るのが実情です。最高限度額の引き上げには反対するものであります。以上の理由を述べ、反対

討論といたします。反対討論を終わります。 

 

○議長（坂本正紀君） ほかに、討論はありませんか。 

（「討論なし」の声あり） 

 

○議長（坂本正紀君） 討論なしと認めます。これでて討論を終わります。 

 報告第７号を採決します。採決は起立によって行います。本案は、原案のとおり承認するこ

とに賛成の方は起立願います。 

（起立多数） 

 

○議長（坂本正紀君） ご着席ください。起立多数です。 

 報告第７号は原案のとおり承認されました。 

                                           

 

◎報告第８号の上程、説明、質疑 

 

○議長（坂本正紀君） 日程第７、報告第８号、専決処分した事項の報告及び承認を求めること

について、南部町後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを議題とし

ます。 

 本案について説明を求めます。税務課長。 

 

○税務課長（西村幸作君） それでは４ページをお開きください。南部町後期高齢者医療に関す

る条例の一部を改正する条例の制定についてご説明いたします。 

主な改正内容といたしましては、他の条例に合わせて納期限を変更するものでございます。今

回の後期高齢者の条例改正につきましては、第６期の12月１日から同月31日までとありますもの

を12月１日から同月28日までと変更するものでございます。なお、金融機関等々とは協議済みで
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あることを申し添えまして議会の承認を求めるものでございます。以上でございます。 

 

○議長（坂本正紀君） 説明が終わりました。 

 質疑を行います。質疑はありませんか。 

（「質疑なし」の声あり） 

 

○議長（坂本正紀君） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 討論を行います。討論はありませんか。 

（「討論なし」の声あり） 

 

○議長（坂本正紀君） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 報告第８号を採決します。本案は原案のとおり承認することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 

○議長（坂本正紀君） 異議なしと認めます。 

 報告第８号は原案のとおり承認されました。 

                                           

 

◎報告第９号の上程、説明、質疑 

 

○議長（坂本正紀君） 日程第８、報告第９号、平成26年度南部町一般会計繰越明許費繰越計算

書についてを議題とします。 

 本案について説明を求めます。企画財政課長。 

 

○企画財政課長（西舘勝彦君） それでは、議案の86ページをお願いします。報告第９号、平成

26年度南部町一般会計繰越明許費繰越計算書について。報告理由でございますが、平成26年度南

部町一般会計予算の地域住民生活等緊急支援事業、橋りょう補修事業、史跡聖寿寺館跡公有化事

業の事業費の繰り越しについて繰越計算書をもって報告するのもでございます。 

 次のページをお願いいたします。繰越明許費につきましては、これまでの各補正予算に計上さ

れ、議決されておりますが、この繰越計算書は繰越事業名並びに翌年度繰越額を最終的に取りま
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とめて報告するものでございます 

 ２款、１項、地域住民生活等緊急支援事業でございますが、翌年度繰越額は１億2,410万円と

なってございます。国の補正予算に伴いまして実施いたしますプレミアム商品券発行などの事業

となっております。 

 ８款、２項、橋りょう補修事業は、橋りょうの長寿命化対策として整備を図るものでございま

して、繰越額は4,200万円でございます。 

 10款、５項、史跡聖寿寺館跡公有化事業は、例年実施しております館跡の公有化を図るもので

ございまして818万5,000円でございます。 

 平成26年度一般会計の繰越明許費の翌年度繰越額総額１億7,428万5,000円となってございます。

なお、財源内訳に関しましては、その右側の表に記載してあるとおりでございます。以上で説明

を終わります。 

  

○議長（坂本正紀君） 説明が終わりました。 

 質疑を行います。質疑はありませんか。 

（「質疑なし」の声あり） 

 

○議長（坂本正紀君） 質疑なしと認めます。これで報告第９号を終わります。 

                                           

 

◎報告第10号の上程、説明、質疑 

 

○議長（坂本正紀君） 日程第９、報告第10号、一般財団法人南部町健康増進公社の経営状況に

ついてを議題とします。 

 本案について説明を求めます。商工観光交流課長。 

 

○商工観光交流課長（西村久君） 議案の88ページをお開き願います。商工観光交流課から報告

第10号、平成26年度一般財団法人南部町健康増進公社の経営状況についてご説明申し上げます。 

 地方自治法第243条の３第２項の規定に基づき、一般財団法人南部町健康増進公社経営状況を

説明する書類を別紙のとおり提出するものでございます。経営状況について地方自治法施行令第

173条第１項に規定された書類を持って議会に報告いたします。 
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 まず、施設利用者の状況についてご説明申し上げます。お手元にお配りしてあります南部町健

康増進公社の経営状況についての５ページをお開き願います。バーデハウスふくちの入館者数の

状況についてでございますが、20万5,664人で平成25年との比較では、5,441人の増となっており

ます。収入につきましては１億4,037万3,000円、支出は１億3,818万3,000円となりましたので、

差し引きで219万円となりました。 

 ６ページをお開きください。アヴァンセふくちの利用者、宿泊数は5,165人で平成25年との比

較では409人の増となっております。収入は2,842万6,000円、支出は2,784万1,000円となりまし

た。差し引きで58万5,000円でございます。 

 ７ページをお開き願います。屋外プールの利用者は1,170人で平成25年との比較ではマイナス

48人となっております。収入は363万3,000円、支出は361万2,000円となりましたので、差し引き

で２万1,000円となっております。 

 ８ページをお開きください。ふくちアイスアリーナの平成26年度の冬季のみの利用者は３万

8,287人で、平成25年との比較では4,482人の増となっております。この年度の夏季の使用につい

てでございますが、コスト縮減を図る目的から休止といたしましたので利用者はゼロ人となって

おります。平成25年度には1,110人の利用があったものでございます。９ページをお願いいたし

ます。アイスアリーナの収入は4,285万2,000円、支出は4,303万1,000円となりました。差し引き

で17万9,000円マイナスでございます。 

 最後にレストランの運営状況について説明いたします。レストラン飲食の提供者は１万5,061人

で平成25年との比較では969人の増となっております。収入についてですが4,391万7,000円、支

出は3,975万3,000円となり、差し引きで416万4,000円となっております。平成25年度と比較しま

して303万7,000円となってございます。 

 14ページをお開き願います。施設ごとの収支状況を示しておりますが、収支の合計欄に２億

5,920万1,000円、支出の合計欄に２億5,242万円となりまして、差し引きで678万1,000円のプラ

ス、黒字となってございます。 

 10ページから14ページにつきまして、第23期平成26年度決算報告書。15ページから19ページに

は参考資料を添付しております。内容につきましてはこれまでの説明と重複いたしますので割愛

させていただきます。以上で商工観光交流課からの南部町健康増進公社の経営状況についての説

明を終わります。 

 

○議長（坂本正紀君） 説明が終わりました。 
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 質疑を行います。質疑ありませんか。夏堀文孝君。 

 

○５番（夏堀文孝君） 説明資料の14ページの収入の方なんですけど管理委託料が8,284万9,000円。

前年度はまだ７千万円台だったと思うんですけれども、８千万円台にまで負担がふえたと解釈す

るのですけれども。ただ今の説明を聞きますとプール以外は全般に利用客が増えているというそ

ういった中で、委託料がふえていくというのはどういった要因でしょう。 

 

○議長（坂本正紀君） 副町長。 

 

○副町長（坂本勝二君） 今のご質問についてご説明申し上げます。指定管理料の増額分につき

ましては、燃料費が大幅に上がるということでございました。それから電気料も上がるというこ

とで、そこの部分の補充。それから消費税の関係が取扱量がふえてくるということで、その辺に

つきまして14ページで少し説明を申し上げます。 

 14ページのところの燃料費でございますが、ここに掲げている金額が相当600万ほどふえてお

りますし、消費税の関係につきましては300万を超えている。それから燃料費につきましては途

中でかなり安くなっておりました。ただ、冬の寒くなる時期が早くなったことと、機械の管が漏

れたりしてその分の多く燃料を燃やしたという部分があって、使用量につきましては、通常は前

の年に29万ほどリットル使っておりましたけども約１割くらい多く使わさったということで。総

額では100万を少し超える支出となっておりますので、それに充てた部分で今お話ししました前

年度に比較した指定管理料を超えているという状況になってございます。以上です。 

 

○議長（坂本正紀君） ほかに質疑ありませんか。中館文雄君。 

 

○３番（中館文雄君） 同じ今の関連するような内容になると思いますけれども。みんなぱっと

見れば、大分内容が良くなったように見えますけども。内訳見ますと単なる燃料費だけの高騰に

よってふえた、管理料がふやして当然ふえたっていうような内容ではないんですよね。見れば当

然、去年より814万9,000円、去年25年度よりは26年度が管理料、指定料を多くしていると。それ

で、一般財団になった時に確か、利益をある程度確保しなければ解散命令が出る財団なわけです

よ。強制的にですね。これ見れば、必要な分は管理料としてどんどん出していく。あくまでも利

益はある程度確保していかなければ、財団としては認められない財団になるわけですよ。この公
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社そのものが。そうすれば、施設全体が運営できなくなるというような状態になると私は危惧し

て見てたのですけども。これは基本的に経営の立場なのか町長の立場からなのか。あくまでも公

社を維持していく。そしてまたこの施設を維持していくとなれば、必ず必要な分は財源をどんど

んどんどんつぎ込んで、ある程度利益を確保した状態を保っていくという考え方なのか。それと

も精査してみて、不必要なところはカットするとか。施設のね。必要じゃないというかどうして

も赤字がふえていくってとこはカットして、必要なところだけ残していく。基本的な考え方をど

うしてもこれは検討しなくてはいけない時期に来ていると思うんですが、その辺についてお答え

いただきたいと思います。 

 

○議長（坂本正紀君） 副町長。 

 

○副町長（坂本勝二君） そのとおりでありまして。実質の伸びに…26年度につきましては数字

でも示されておりますが、レストランの部分は売り上げが伸びております。収支で約400万ほど。

ここはお客さんがふえているということであります。それからバーデゾーンにつきましても、人

数がふえたことによって、その影響による数字が上がってきておりますので。そこにつきまして

はいわゆる機械を動かしますので、動かすにあたっては一定の費用がかかります。要は、利用者

をふやしていくということに尽きると思いますので、その辺につきましては26年度も努めました

けれども、これからも利用者の増に努めていきたいと思っておりますしまた、費用につきまして

はかなりシビアに絞っておりますので、先ほどお話がございましたけれども、アリーナにつきま

しても夏季の利用者が1,100人ほどございましたけれどもそこの部分につきましては、やはり、

経費の方が大きくなるということでそこは廃止してございます。ただ、収支だけ考えていきます

とそういう状況になりますが、あまりにも今度は絞っていきますと、利用客に影響がでてきます

ので、その辺を考慮しながら収入増、支出の抑えということで努めていきたいと思っております。 

 もう一点でありますが、これまではマイナスの状態でありました。4,000万ほどの債権といい

ますか。こちらのほうは債権免除。公社の方から申し上げますと逆にそれを免除していただいた

ということで、その影響もあります。その辺も含めて、もう一度職員一同気持ちを引き締めてこ

れからの運営また、経営に当たりたいと思っております。よろしくお願いします。 

 

○議長（坂本正紀君） 中館文雄君。 
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○３番（中館文雄君） 確かにレストラン部門が今いいということですけど、去年までの決算っ

て我々に報告した数字はですね。例えば、レストラン部門の給料、手当は…まあこれは直営にし

たということもあるかもしれない。1,647万円の報告が上がってました。今年度は1,135万6,000円。

全部、直営に採用した格好で給料、手当見た。全然、内容が、中身ががらっと変わってる。去年

の場合は、議会でも言ったように公募してそれがだめだということで急きょ、１年間の猶予とい

うことで今の財団法人に委託してやったということですけども。今年度からはまた、もちろん我

々はもう承認してますから指定管理者どうのこうのという問題は出しませんけれども。よほどこ

こ吟味してかからないとずーっとつぎ込んで足りない分はそれこそ赤字になって強制的に解散さ

せられないためには、300万の利益っていうのを計上していかないとなればどんどんつぎ込むよ

うな私は形になっていますので。もう一度全体の運営の仕方というものをこれは検討してみる必

要があると思って見てました。 

 それから、給料その他も、賃金その他も例えば、バーデハウスにかかわる賃金でも、昨年は1,351万

5,000円の我々への報告あったのですけど、ことしは1,500万ですね。だからどうしてもその辺が

安易な管理の仕方といいますか。経営の仕方といいますか。その辺、どうしても必要な分は金が

出てくるという考え方のように見えてしょうがないのですよ。ですからその辺をもうちょっと中

身を吟味しながらやっていく必要があると思いますけれどもその辺についてはどうでしょうか。 

 

○議長（坂本正紀君） 副町長。 

 

○副町長（坂本勝二君） 今のご質問でございますが、指定管理料につきましてはやはり線引き

をして。人件費につきましては営業に伴う部分でありますので、これは職員の方で頑張っていか

なければならない。指定管理料につきましては、管理していくうえでの費用についてお願いをし

ていくということでありますので、そこはしっかり線引きをしていかなければならないと思って

おります。以上です。 

 

○議長（坂本正紀君） ほかに質疑ありませんか。 

（「質疑なし」の声あり） 

 

○議長（坂本正紀君） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わり、報告第10号を終わります。 
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◎議案第48号の上程、説明、質疑、討論、採決 

 

○議長（坂本正紀君） 日程第10、議案第48号、南部町財産区管理会条例及び南部町特別会計条

例の一部を改正する条例の制定についてを議題とします。 

 本案について説明を求めます。総務課長。 

 

○総務課長（佐々木俊昭君） それでは説明資料の５ページをお開き願います。議案第48号、南

部町財産区管理会条例及び南部町特別会計条例の一部を改正する条例の制定についてでございま

す。南部町上名久井財産区議会の財産区管理会への移行と名称変更に伴い、南部町財産区管理会

条例に南部町名久井岳財産区を追加し、南部町特別会計条例に南部町名久井岳財産区特別会計を

追加するものでございます。施行日は平成27年12月１日になります。以上で説明を終わります。 

 

○議長（坂本正紀君） 説明が終わりました。 

 質疑を行います。質疑はありませんか。 

（「質疑なし」の声あり） 

 

○議長（坂本正紀君） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 討論を行います。討論はありませんか。 

（「討論なし」の声あり） 

 

○議長（坂本正紀君） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 議案第48号を採決します。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 

○議長（坂本正紀君） 異議なしと認めます。 

 議案第48号は原案のとおり可決されました。 

                                           

 

◎議案第49号の上程、説明、質疑、討論、採決 



 - 117 - 

 

○議長（坂本正紀君） 日程第11、議案第49号、南部町国民健康保険税条例の一部を改正する条

例の制定についてを議題とします。 

 本案について説明を求めます。税務課長。 

 

○税務課長（西村幸作君） それでは南部町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定に

ついてご説明いたします。主な改正内容といたしましては、固定資産税にかかる医療費分これを

40パーセント。それから支援分10パーセント。介護分10パーセントの今まで行っておりましたが、

すべての資産割を廃止するというふうなことでございます。 

 それから、平等割につきましても医療費分につきましては4,000円、支援分につきましては1,000円、

介護分につきましては1,000円合わせて6,000円を減額するものでございます。 

 なお、補足説明といたしまして、平成27年４月21日第１回国保運営協議会において税条例改正

についての諮問をし、同月24日妥当との答申を受けたものでございます。 

 これについて、改正を行うというふうなことでございますので、よろしくお願いいたします。 

 

○議長（坂本正紀君） 説明が終わりました。 

 質疑を行います。立花寛子君。 

 

○14番（立花寛子君） 国民健康保険税の賦課方式及び賦課割合を変更するための条例の制定に

ついての質問です。まずはじめに、資産割額の廃止はこれまで国保税引き下げを訴えてきました

一人として大いに評価できる改正です。どの程度の皆さんに引き下げの効果を実施していただけ

るのでしょうか。 

 次に、説明資料の６ページのこの改正の概要に使われております表の数字についてであります

が、これは特定のモデル世帯の数を表しているものではないと思いますが、この表を素直に見ま

すと大変な下げ幅となるように、このように下げ幅が大きければ本当にうれしいのですけれども。

資産割額の増減に応じて様々な数字が表れると思いますが、どのように理解すればよいのかご説

明願います。 

 

○議長（坂本正紀君） 税務課長。 
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○税務課長（西村幸作君） それではまず１点目のご質問でございますが、資産割を賦課してい

る世帯につきましては、今現在1,995世帯で全体の55％を超える世帯となってございます。 

 それと、この基準的などれ位の保険料が下がるのかというふうなご質問であろうかと思います

が、これにつきましては前にも立花議員にご説明したと思いますが、様々な各家庭の要因がござ

いまして。例えば資産あるいは所得等々によりましてかなりの違いがございまして、一概にこの

数字になりますというふうなことは申し上げられませんが、ここで言えるのは、説明したとおり

資産割につきましては当然、廃止。それから、平等割につきましては合わせて6,000円の減額と

いうふうなことは明らかにできる数字でございますので、ご理解をいただきたいと思います。よ

ろしくお願いします。 

 

○議長（坂本正紀君） 立花寛子君。 

 

○14番（立花寛子君） 次の質問なのですけれども、これは本当に喜ばしい議案で、本当に心か

ら喜んでいるのでありますが、なかなか国保税を取り巻く環境が厳しいものですので、あえて言

わせていただきます。 

 固定資産を有する皆さんには大いなる朗報とは思います。これまで、保険料の平準化と呼ばれ

て実施されてまいりました所得に関係なく一律に保険料を課せられる応益割比重がふえて、低所

得者は大幅な負担増を強いられております。均等割り額の変更も実施するなら更なる軽減を感じ

られるとは思いますが、どのように考えておられるでじょうか。この国保税の審議をする時、外

してならないことは高い国保税の原因は国の姿勢の表れであります。現在の国庫負担補助制度は、

国の負担額を減らして、加入者と自治体に負担を押し付け、国保法に謳われた国庫負担制度の形

がい化を押し付けたものであります。この立場にたっての質問ということをぜひご理解いただき

たいと思います。これからも国保会計に対しては不安の残る数字が続くものと考えておりますが、

これからの国保税を巡る内容といいますか変化を同僚議員が言いました、広域化とか都道府県化

も合わせて一方では引き下げはうれしいのですけれども、いずれ一般財源からの繰り入れ等も行

わなければならない事情になっていくのかどうか、この動向をお知らせいただきたいと思います。 

 

○議長（坂本正紀君） 税務課長。 

 

○税務課長（西村幸作君） 今のご質問にお答えいたします。まず、所得割、資産割、均等割、
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平等割と４つの項目がございます。その中でも応能割、応益割の中の均等割を軽減できる検討は

ないのかというふうなことのご質問だと思いますが。まず今回、先ほどご説明いたしましたが国

保運営協議会におきまして限られた額を有効に使っていただくというふうなことを色々な角度か

らシミュレーションをしながら、検討をしていただいて、今回のこの条例の制定に至ったという

ふうなことをまずもって、ご理解いただきたいと思います。 

 この均等割りというものの削減となりますと、今の町の中で今３億5,000万というふうな金額

があっという間になくなるというふうなことで、今この運営協議会においてかなりのシミュレー

ション、検討を加えた結果このような形になったというふうなことを重ねてご理解いただきたい

と思ってございます。 

 なお、先ほど最後のご質問でございましたが、一般財源からの繰り入れも考えるべきではない

かというふうなご質問でございましたが、一般財源からの繰り入れを行うというふうになります

と、確か国からの補助金等がなくなるというふうなことも聞いておりますのものですから、そこ

までは踏み込んだことは双方にとってマイナスになるというふうなことでございますので、それ

はご理解いただきたいと思います。以上でございます。 

 

○議長（坂本正紀君） 川守田稔君。 

 

○15番（川守田稔君） 繰り返しになるのかもしれませんけれど、改めてさっきの質問をします。

広域化の前までに基金を使って、新たな体制で広域化に参加しようという姿勢はそうなんでしょ

うかっていうこと。 

資産割を廃止しました。均等割りですか。均等割りの部分を下げました。そうすると、その部

分の金額っていうのが税収としてすっぽり抜けるのですが、それを基金からとり崩して補充して

いくという考え方でよろしいですかっていうのと。 

減らした分を例えば応能割とかで調整しているようなところがあるのでしょうかとその３点ち

ょっとお願いします。 

 

○議長（坂本正紀君） 健康福祉課長。 

 

○健康福祉課長（福田勉君） ただ今のご質問にお答え申し上げます。まず、広域化ですが県営

の広域化が平成30年度から開始いたします。先ほど、税務課長が国保税減税の様々なシミュレー
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ションを協議会の方で行ったと答弁いたしましたけども、平成30年度に広域化されますので、基

金の額を29年度に7,000万円になるように。7,000万というのは１ヶ月の医療費。多額な医療費が

発生した場合、対応できるような額を確保しておくために29年度に7,000万円の残額になるよう

に様々シミュレーション。色んな形で計算して、検討した結果が本日ご提案申し上げた減税の額

及び種類でございます。以上です。 

 

○議長（坂本正紀君） よろしいですか。（「聞き取り不能」の声あり）質問ですか。立って質

問してください。（「先ほど質問しました」の声あり）健康福祉課長。 

 

○健康福祉課長（福田勉君） 平等割額というんですけど、資産割は廃止なんですが、均等割額、

平等割額それから所得割額３種類の種類がございますけれども。これらの種類を最終的に29年度

に7,000万円。今３億、約5,000万円ほどあるんですが。27年度、八年度、九年度、この３年間で

最終的に7,000万円に落とすと言いますか。減額の分財源が必要となりますので、様々、この３

種類をシミュレーションいたしまして、今日ご提案申し上げた減税の額に設定したわけでござい

ます。以上です。 

 

○議長（坂本正紀君） 川守田稔君。 

 

○15番（川守田稔君） そうすると30年度、平成30年。それ以降はどうなるんでしょうかね。今

はいいですよ。こうやってちょっと貯め過ぎた分を取り崩してその分下げましょうと。それも３

年間ですよね。27、28、29。それで、30年度から県単位になるのか県をいくつかのエリアに分け

てあれするのかわかりませんけれども、そういう意味で広域化していくという。そうなった時に、

新しく提示される保険料っていうのがどういった水準になるのかなんてことは今はわからないで

しょうかね。 

 

○議長（坂本正紀君） 健康福祉課長。 

 

○健康福祉課長（福田勉君） 30年度から県の方が保険者となって、県全体を見るわけなんです

けど。現在、30年度以降の保険料がどうなるのかまだ決定しておりません。県内統一の額にする

のか。あるいは市町村別にするのか。あるいは、例えば三八地域、上北地域、津軽地域というふ
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うな保険料にするのか。現段階でまだ決まっていない状態であります。ただ、30年度以降につき

ましても医療費につきましては対処していかなければなりませんので、今現在、各市町村にある

基金については県は没収といいますか。吸い上げという意向はないと聞いております。それぞれ

の市町村については医療費、緊急の医療費拡大といいますか、支出があった場合に備えるために

は基金はずっと備えておかなければならないことだと考えております。以上です。 

 

○議長（坂本正紀君） 川守田稔君。 

 

○15番（川守田稔君） そうすると残った基金というのは吸い上げるのではなくて、持参金にす

るのではなくて、そのまま各町村で持っていてもいいということなんですね。ってなればあまり

目くじらたててびりびりと全部使っちゃう。それもいかがなものかなと思うのですけど。やはり、

余力として適正範囲のなかである程度確保しながら広域化していくということの方がいきなり新

しい保険料の水準にチェンジするよりは、何らかの緩和的な期間を設けることができると思うん

ですが。そういった考え方もありなんじゃないかなと思うんですが、どのような姿勢で考えてま

すか。 

 

○議長（坂本正紀君） 健康福祉課長。 

 

○健康福祉課長（福田勉君） 先ほども答弁いたしましたけれども。現段階では、県の方は各市

町村にある基金の取り上げといいますか。県として。「取りあげる」ということはちょっとあれ

なんですけれど。そういうことは、現段階では想定していないということを聞いております。 

 したがいまして、現在もそうなんですけれど医療費が突発的なことによって増大した場合に備

えて、今後ともずっと基金は蓄積といいますか、続けていかないばならないと考えております。 

 

○議長（坂本正紀君） これで質疑を終わります。 

 討論を行います。討論はありませんか。 

（「討論なし」の声あり） 

 

○議長（坂本正紀君） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 議案第49号を採決します。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 
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（「異議なし」の声あり） 

 

○議長（坂本正紀君） 異議なしと認めます。 

 議案第49号は原案のとおり可決されました。 

ここで11時25分まで休憩いたします。 

（午前11時08分） 

                                           

〇議長（坂本正紀君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

（午前11時25分） 

                                           

 

◎議案第50号の上程、説明、質疑、討論、採決 

 

○議長（坂本正紀君） 日程第12、議案第50号、南部町介護保険条例の一部を改正する条例の制

定についてを議題とします。 

 本案について説明を求めます。健康福祉課長。 

 

○健康福祉課長（福田勉君） それでは議案第50号、南部町介護保険条例の一部を改正する条例

の制定についてご説明申し上げます。説明資料の７ページをお開きください。 

 27年度から28年度２年間の介護保険料につきまして、第１段階の者、具体的には生活保護受給

者、世帯全員が住民税非課税の老齢福祉年金受給者及び、世帯全員が住民税非課税かつ本人の年

金収入等が80万円以下の者でございますけれども。現行の年額４万2,000円、月額にして3,500円

ですけれども、これを年額３万7,800円、月額にして3,150円に改正すのもので、年額にして４万

2,000円、月額で350円の軽減をするものでございます。以上でございます。 

 

○議長（坂本正紀君） 説明が終わりました。 

 質疑を行います。質疑ありませんか。 

（「質疑なし」の声あり） 

 

○議長（坂本正紀君） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 
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 討論を行います。討論はありませんか。 

（「討論なし」の声あり） 

 

○議長（坂本正紀君） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 議案第50号を採決します。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 

○議長（坂本正紀君） 異議なしと認めます。 

 議案第50号は原案のとおり可決されました。 

                                           

 

◎議案第51号及び議案第52号の上程、説明、質疑、討論、採決 

 

○議長（坂本正紀君） お諮りします。日程第13、議案第51号、南部町立幼稚園設置条例を廃止

する条例の制定について、日程第14、議案第52号、財産の無償貸付についての議案２件を会議規

則第37条の規定により、一括議題にしたいと思います。ご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 

○議長（坂本正紀君） 異議なしと認めます。 

 議案第51号及び議案第52号の議案２件は一括議題とすることに決定しました。 

 本案について説明を求めます。学務課長。 

 

○学務課長（夏堀常美君） それでは説明資料の８ページをお開き願います。議案第51号、南部

町立幼稚園設置条例を廃止する条例の制定についてでございます。 

 平成28年４月１日から民営化される名川幼稚園のほか、平成26年４月から休園しておりました

南部幼稚園を同時に廃止することに伴い、本条例を廃止するものでございます。施行日は平成28年

４月１日でございます。 

 続きまして、議案第52号、財産の無償貸付についてでございます。平成28年４月１日から名川

幼稚園を民営化するに当たりまして、募集要項の規定に基づきまして、その運営に係る町有財産

を10年間無償貸し付けすることについて、地方自治法第96条第１項第６号の規定に基づきまして、
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議会の議決を求めるものでございます。 

 無償貸し付けをする財産でございますが、土地につきましては南部町大字下名久井字宗前17番

地７の内の１万2,105平方メートルでございます。建物は校舎と物置がございますが、校舎につ

きましては850平方メートルの床面積でございます。物置は７平方メートルと８平方メートルの

それぞれ１棟ございます。付帯工作物といたしましては、外構施設と屋外付属施設、遊具等でご

ざいます。 

 無償貸し付けの相手方でございますが、南部町内の大字福田字あかね３番地122に事務所がご

ざいます、学校法人高渕学園さんでございます。無償貸し付けの期間でございますが、平成28年

４月１日から平成38年３月31日までの10年間というものでございます。よろしくお願いいたしま

す。以上です。 

 

○議長（坂本正紀君） 説明が終わりました。 

 質疑を行います。質疑はありませんか。立花寛子君。 

 

○14番（立花寛子君） 議案第52号についてであります。財産の無償貸し付けについての質問で

す。10年間、町として名川幼稚園の運営を監視、監督するためには最良の判断と考えられての方

針と受け取ってよろしいのでしょうか。質問いたします。 

 

○議長（坂本正紀君） 学務課長。 

 

○学務課長（夏堀常美君） 名川幼稚園を民営化するというふうなことで、10年間無償貸し付け

するというふうなことが、現在考えられる手立てとしては最良のものだと考えてございます。以

上です。 

 

○議長（坂本正紀君） 他に質疑はありませんか。 

（「質疑なし」の声あり） 

 

○議長（坂本正紀君） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 討論を行います。討論はありませんか。立花寛子君。 

（14番 立花寛子君 登壇） 
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〇14番（立花寛子君） 議案第51号、南部町立幼稚園設置条例を廃止する条例の制定について央

論を行います。南部町立幼稚園設置条例を廃止する背景には国が押し付けてきました「子ども・

子育て支援新制度」があります。どの子も健やかに育つこと。親が働きながら子供を育てること

を権利として、国や自治体が保証する制度を壊し、子育てを親の自己責任、社会の助け合いに変

え、企業が参入することも撤退することも自由化して、保育、子育てを産業に変えようとしてお

ります。このような考えから出発した具体化が議案第51号です。町立で運営して何ら問題はなか

ったものでありますが、残念でなりません。以上の理由を述べ、反対討論といたします。反対討

論を終わります。 

 

○議長（坂本正紀君） 他に討論はありませんか。 

（「討論なし」の声あり） 

 

○議長（坂本正紀君） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 議案第51号及び議案第52号を採決します。採決は起立によって行います。本案は、原案のとお

り決定することに賛成の方は、起立願います。 

（起立多数） 

 

○議長（坂本正紀君） ご着席願います。起立多数です。 

 議案第51号及び議案第52号は原案のとおり可決されました。 

                                           

 

◎議案第53号及び議案第54号の上程、説明、質疑、討論、採決 

 

○議長（坂本正紀君） 日程第15、議案第53号、青森県市町村総合事務組合を組織する地方公共

団体数の減少及び青森県市町村総合事務組合規約の変更について、日程第16、議案第54号、青森

県市町村職員退職手当組合を組織する地方公共団体数の減少及び青森県市町村職員退職手当組合

規約の変更についての議案２件を会議規則第37条の規定により一括議題にしていと思います。ご

異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 
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○議長（坂本正紀君） 異議なしと認めます。 

 議案第53号及び議案第54号の議案２件は一括議題とすることに決定しました。 

 本案について説明を求めます。総務課長。 

 

○総務課長（佐々木俊昭君） それでは説明資料の10ページをお開きお願いします。議案第53号、

青森県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体数の減少及び青森県市町村総合事務組合規約

の変更についてでございます。平成27年８月31日をもって三戸地区塵芥処理組合が解散すること

に伴い、組合組織団体数の減少及び組合規約の変更について、関係地方公共団体と協議する必要

が生じたことから、議会の議決を求めるものでございます。施行日は平成27年９月１日でござい

ます。 

 次に11ページをお開き願います。議案第54号、青森県市町村職員退職手当組合を組織する地方

公共団体数の減少及び青森県市町村職員退職手当組合規約の変更についてでございます。同じく

平成27年８月31日で三戸地区塵芥処理組合が解散し、三戸地区環境整備事務組合と統合すること

に伴い、組合組織団体数の減少及び組合規約の変更について、関係地方公共団体と協議する必要

が生じたことから、議会の議決を求めるものでございます。施行日は平成27年９月１日でござい

ます。以上でございます。 

 

○議長（坂本正紀君） 説明が終わりました。 

 質疑を行います。質疑ありませんか。 

（「質疑なし」の声あり） 

 

○議長（坂本正紀君） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 討論を行います。討論はありませんか。 

（「討論なし」の声あり） 

 

○議長（坂本正紀君） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 議案第53号及び議案第54号を採決します。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありま

せんか。 

（「異議なし」の声あり） 
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○議長（坂本正紀君） 異議なしと認めます。 

 議案第53号及び議案第54号は原案のとおり可決されました。 

                                           

 

◎議案第55号の上程、説明、質疑、討論、採決 

 

○議長（坂本正紀君） 日程第17、議案第55号、平成27年度南部町一般会計補正予算（第１号）

を議題とします。 

 本案について説明を求めます。企画財政課長。 

 

○企画財政課長（西舘勝彦君） それでは議案書の111ページをお開き願います。議案第55号、

平成27年度南部町一般会計補正予算（第１号）でございます。第１条、既定の歳入歳出予算の総

額に歳入歳出それぞれ２億1,392万3,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ

101億6,392万3,000円とするものでございます。 

 122ページをお願いいたします。歳出からご説明申し上げます。２款総務費、１項６目企画費

でございますが857万2,000円を追加し、１億149万8,000円とするものでございます。13節でござ

いますが、人口ビジョン・総合戦略を策定するための委託料でございます。同じく19節でござい

ますが、コミュニティ助成事業補助金240万円でございますが、これは苫米地後町内会において

使用する発電機などの防災用品やとまべちまつりにおける備品等の購入に対し助成するものでご

ざいます。各行政員から通じまして募集したものですが、このたび、財団法人自治総合センター

からの交付決定を受けて予算化するものでございます。引き続きまして９目自治振興費でござい

ますが、449万2,000円を追加し、8,836万9,000円とするものでございます。15節でございますが、

当初は正寿寺集会施設を予定しておりましたが、その後、聖寿寺館跡整備事業に関連しまして国

庫補助の可能性もあるということで、鳥谷地区集会施設に変更したもので、このことにより建坪

が大きくなることから、計上したものでございます。続きまして11目情報化推進費でございます

が、7,100万円を追加し１億4,097万2,000円とするものでございます。社会保障・税番号制度に

対応するためのネットワークの構築やセキュリティーを高めるためのシステムを構築するもので

ございます。 

 同じく３款民生費、１項１目社会福祉総務費でございますが2,294万8,000円を計上いたしまし
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た。13節でございますが、児童福祉業務や健康管理などの厚生労働省管轄のシステム改修を行う

ものでございます。 

 126ページをお願いいたします。７款商工費、１項３目観光施設費でございますが578万6,000円

を計上し、１億6,436万3,000円とするものでございます。今年度予定しております健康宣言に向

け、運動器具をバーデハウスに設置するものでございます。なお、次のページにございます保健

体育施設における施設用備品640万8,000円も同じ趣旨としまして町民体育館とＢ＆Ｇ海洋センタ

ーに設置するものです。 

 続きまして、９款消防費、１項２目非常備消防費でございますが2,715万8,000円を計上し、１

億5,581万2,000円とするものでございます。名川第８分団屯所が国道104号岩ノ下交差点改良工

事に伴いまして移転を余儀なくされ、新たに建設するものでございます。 

 128ページをお願いいたします。10款教育費、２校１目学校管理費でございますが5,110万円を

追加いたしました。15節でございますが、名久井小学校体育館、防災機能強化事業としまして吊

り天井の撤去、照明器具の更新などを実施するものでございます。続きまして10款教育費、６項

２目保健体育施設費でございますが、1,000万4,000円を追加いたしました。15節でございますが、

町民体育館の灯油地下タンクの流出防止策としまして、内部コーティングを施すものでございま

す。 

歳入を説明いたします。118ページをお願いいたします。13款国庫支出金、２項１目総務費国

庫補助金でございますが、1,584万円を追加し2,924万3,000円とするものでございます。先ほど

説明いたしました社会保障・税番号制度システム整備補助金でございます。同じく５目学校施設

環境改善交付金でございますが1,313万円は名久井小学校体育館防災機能強化事業に対する国庫

補助金でございます。 

続きまして15款財産収入、２項１目不動産売払収入でございますが、国道104号岩ノ下交差点

改良工事に伴う売却代金でございます。名川第８分団屯所建設事業に充当するものであります。 

17款繰入金、１項１目国民健康保険特別会計繰入金でございますが、バーデハウス、町民体育

館、海洋センターの各施設に運動器具を設置するための財源の一部としまして、繰り入れするも

のでございます。 

120ページでございます。17款繰入金、２項１目財政調整基金繰入金でございますが１億1,750万

8,000円を追加いたしてございます。本補正予算の一般財源として繰り入れるものでございます。

19款諸収入、５項３目雑入でございますが2,744万7,000円を追加してございます。先ほど説明い

たしました国道104号改良工事に伴う屯所移転補償費が主なものでございます。 
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20款の町債につきましては、第２表地方債補正で説明いたします。114ページをお願いいたし

ます。第２表地方債補正追加でございますが、学校施設整備事業債。具体的には名久井小学校体

育館防災機能強化事業に充当するものでございます。限度額2,580万でございます。その下は地

方債の限度額を変更するものでございます。670万円を増額し、4,650万円に設定するものでござ

います。以上で説明を終わります。 

 

○議長（坂本正紀君） 説明が終わりました。 

 質疑を行います。質疑はありませんか。工藤久夫君。 

 

○16番（工藤久夫君） 大体昨年度末の基金の残高っていうのは約、大体でいいんですけども、

どれぐらい貯まってらのか。 

それから、今こうして見てますと社会保障・税番号のシステムの改善というのに。これ多分や

や100パーセントぐらい国からの交付金が入ってくると思うんですけども。システム改修という

のは、ある程度周辺の町村と歩調を揃えて同じようなシステムを考えているのか。町村ごとに全

く違うシステムなのかその辺をちょっと簡単に説明をお願いします。 

 

○議長（坂本正紀君） 企画財政課長。 

 

○企画財政課長（西舘勝彦君） 基金の残高でございますが26年度末でございます。個別で報告

したいと思います。（「どんと一つで」の声あり）トータルでよろしいですか。トータルになり

ますが約86億7,000万でございます。これは財政調整基金、減債基金、特定目的基金全てトータ

ルした南部町の基金の合計でございます。 

 それともう一つありました社会保障・税番号制度のシステムの構築でございますが、国の方で

示されておりますシステムの構築に従いまして、実施するということになっておりますので、す

べての町村が同じというわけではございませんが、ほとんど同じような形のシステム構成になる

というふうに考えておりました。以上でございます。 

 

○議長（坂本正紀君） 他に質疑はありませんか。立花寛子君。 

 

○14番（立花寛子君） 同じ質問になりました。読み上げて質問します。歳出２款１項１目13節



 - 130 - 

7,100万円。３款１項１目13節2,294万8,000円についての質問です。日本年金機構の個人情報流

出事件が起こりました。これからも起こり得ることではないでしょうか。このような事件が発生

した時、自治体としてどのような手立てを尽くすのでしょうか。マイナンバー制度を開始したら

情報流出は避けられないのではありませんか。マイナンバー制度の中止を自治体として要求する

べきではないかと思いますが、粛々と続けるのでしょうか。以上質問です。 

 

○議長（坂本正紀君） 企画財政課長。 

 

○企画財政課長（西舘勝彦君） 国民年金機構の情報漏えいに関しましては、確かに町のこれか

ら進めていきますマイナンバーの制度と関連してきますが。マイナンバーに関しましては専用回

線を使っていくということを想定しておりますので、外部からの通信の入り込みというのはない

というふうには考えております。ただ、やはり人がやるものですから、どういうふうな形でなる

のかというのは、ある程度は想定しておきまして。例えば、外部から入ってこられた場合はすぐ

遮断する。職員のパソコンにはそういう大事な情報は入れないというふうなことで、今も現在も

対応していますが、それらについても対応していきたい。更には、マイナンバーに関しましては

専用端末を使っていくということで考えておりますので、職員個々のパソコンにはそういう関連

の情報は入ってこないというふうに考えておりますので、大丈夫ではないかなと今は想定してお

ります。 

 あと、やめるやめないにつきましては現在国の方でも進めておる関係で、これからも引き続き

10月からの制度の発足に向けて準備していきたいというふうに考えております。以上です。 

 

○議長（坂本正紀君） 立花寛子君。 

 

○14番（立花寛子君） まずこのマイナンバー制については、官公庁、民間企業もこの制度導入

でシステム改修を急がれているようでありますが、ほとんど進んでいないという状況があるよう

です。そういう中で、こういう流出事件が起これば、やはり警戒してかかるのが筋ではないでし

ょうか。安全ということは言えないのではないでしょうか。 

 ところで、自治体と国が情報やり取りで要にする中間サーバーは全国に１か所だけ。それで全

国民の最終のプライバシーが一つに集まる。こんなリスクの高いやり方を許しては、もっともっ

と大きな問題になると思いますが、やはり自治体としても国に何らかの訴えを起こすべきではな
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いかと思いますがいかがでしょうか。 

 

○議長（坂本正紀君） 企画財政課長。 

 

○企画財政課長（西舘勝彦君） 国の政策として今、粛々と進めておりますので私の方でその政

策を云々というのは判断できませんので、ここでは回答しかねます。以上です。 

 

○議長（坂本正紀君） 他に質疑はありませんか。中舘文雄君。 

 

○３番（中舘文雄君） 123ページのですね。企画費の中で委託料594万というのが計上されてま

した。これは、今色々こう注目されている委託業務ですね。支援業務を委託するということです

けどこれの委託先、考えられている委託先。それから、委託業務どの程度までここに委託する予

定なのか内容がわかったらお聞きします。 

 それからもう一つ、127ページの観光費の中に観光協会の合併10周年記念イベント事業という

のが計上されました。一般財源からも40万1,000円の金額を出すと。これは内容ですね。これは

これから南部町の場合は色んな団体が10周年、10周年ってことでこういう企画が出されてくれば

色々とあると思うんですけれど。この内容がどういうものなのか分かる範囲でお答え願います。 

 

○議長（坂本正紀君） 企画財政課長。 

 

○企画財政課長（西舘勝彦君） ご質問のありました人口ビジョン総合戦略の策定支援の委託で

ございますが、県内に何社かありますコンサルがございまして、県内のこれから委託を受けてい

く状況、実績を勘案しまして指名なりしてお願いしたいというふうに考えてございます。 

 あと127ページの観光協会の10周年記念イベントにつきましては、担当課のほうから説明させ

ます。 

 

○議長（坂本正紀君） 商工観光交流課長。 

 

○商工観光交流課長（西村久君） 観光協会合併10周年記念のことについての説明になりますが、

これまでに２回ほど実行委員会を開いております。各団体の会長さんとかがその会議に出席して
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おりまして。10月の開催を予定しております。前夜祭と後は当日の開催ということで２日間の開

催を予定しております。例えば、その中でえんぶりとか後は、出店をしましたりとか。後は当町

のいわゆる歴史関係の方の勉強をしていただくとか、一体を踏まえまして今、全体計画を練って

いる最中でございます。今後も数回の会議を開きまして、参加してくれる方及び費用面について

の話が進んでいく予定でございます。以上です。 

 

○議長（坂本正紀君） 企画財政課長。 

 

○企画財政課長（西舘勝彦君） すみません。先ほどの質問の中に委託料の内容というのがござ

いまして私、説明するのを忘れていました。すみませんでした。 

 委託料の内容につきましては、人口ビジョンに関しましては今までの分析、過去の実績から見

た分析をお願いするところでございます。 

 これから人口ビジョンを策定する関係で、2015年から45年後、2060年までを人口推計をいたし

ます。その推計をお願いするものと。あと、総合戦略に関しましては補佐級をプロジェクトとし

まして、策定を考えておりますのでそこのアドバイスをしてもらうというふうに考えてございま

す。以上です。 

 

○議長（坂本正紀君） 中舘文雄君。 

 

○３番（中舘文雄君） これから選定するって594万という数字をはっきり謳ったもんですから、

恐らくこれとこれとこれっていう予定額を組んでやったのだったらもう、業者決まっているのか

なと思って質問しました。これから、選定するとなれば当然、入札等であれば色んな金額の上限

は出てくること。しない。わかりました。 

それから、もう一つのこの観光協会の合併10周年、ちょっと内容ちょこっと説明の中では今、

町でやっているような行事ありますよね。例えば、芸能発表というのは芸能保存会でもその時期

あたりに正式なのやってますよね。その辺との兼ね合いを同じようなものがまとめてやるといっ

ってもその辺のちょっと無駄なといいますか。10周年ですから全体で盛り上げてやるというのは

わかるんですけども。それぞれの団体がそういう主催をしてまた同じような団体に出演してもら

うとか。同じような内容をあっちでもやるこちでも、これは10周年ですからどこでやってもいい

かと思うんですけど。その辺のことは十分に検討されるんでしょうね。質問します。 
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○議長（坂本正紀君） 商工観光交流課長。 

 

○商工観光交流課長（西村久君） イベントに関しましては、先ほどもおっしゃられましたとお

り町の方でのイベントも開催予定がされております。これは、商工会の方の関係になってまいり

ますけども、いわゆる町とは別に商工会でも10周年記念やるというものでございますので、町と

はまた全然別な形で進められるものでございます。以上です。 

 

○議長（坂本正紀君） 中舘文雄君。 

 

○３番（中舘文雄君） 観光協会の10周年記念を商工会が主催するのですか。主体がどこで、ど

ういう内容のものどうするかっていうのを私は聞いているのあって、何もやってはいけないとい

うことではないですよ。内容がどういうものかっていうのを聞いているんであるから。 

 

○議長（坂本正紀君） 商工観光交流課長。 

 

○商工観光交流課長（西村久君） 説明を少し間違えましたので訂正させていただきます。書い

てあります通り、観光協会が主催でございます。それをやるために色んな形で、町の方でも手助

けしてまいりますし、商工会の方でも手助けしてまいります。以上です。 

 

○議長（坂本正紀君） 他に質疑はありませんか。川守田稔君。 

 

○15番（川守田稔君） 色々重複するのですけれど、私、社会保障税番号制度、そのシステムの

セキュリティーのことを私も伺おうと思っていたったんですよ。その専用回線ですから、他の人

がハッキングする余地はありません。「多分、大丈夫です」ということなんですけども、自信を

持って大丈夫ですと言えないのはどういう要素がありますでしょうか。 

 以前の議会で庁舎の中でＷＩＦＩ（ワイファイ）が使えるように整備しますというような話が

あったように記憶しているのですが、現在そのＷＩＦＩというのはどうなってますか。使えるよ

うになっていますか。ないですか。その辺を伺いします。 

 それから、これも重複するのですが、人口ビジョン。そのそういう人口に関して分析をなさっ
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て、どのような何を、どのような役立てのしかたをなさるのですか。お答えください。 

 

○議長（坂本正紀君） 企画財政課長。 

 

○企画財政課長（西舘勝彦君） １回目のご質問ですけども、専用回線なので私「多分」という

言葉を使ってしまいましたけど、その「多分」といいますのは今までは間違いなく大丈夫だとい

うふうに確信していたったのですけども、今回の年金機構の流出が出たもんですから。ああいう

ところでは、間違いなく強固なセキュリティーを使っているというふうな自信を持っていたんで

すけれども。その関係で今「多分」というのを使ってしまいました。今回構築する物件につきま

しては、大丈夫な物件を構築するというふうには考えております。 

 あと、庁舎内のＷＩＦＩにつきましては、まだ実施しておりません。今後検討していきたいと

考えておりました。 

 人口ビジョンにつきましては、どのように使うかということでございますが。現在、今までの

過去の経緯を最終調査しまして今後、こういう施策をやっていったら人口がどのように減少幅を

少なくするか。その施策をやるための資料として使いたいというふうに考えております。以上で

す。 

 

○議長（坂本正紀君） 川守田稔君。 

 

○15番（川守田稔君） 人口ビジョン。これから何年後先、何年後ぐらいまでそのシミュレーシ

ョンのようなことするのかわかりませんけれど。この人口が減るということに関して言えば、す

でに40年も前から減るんだよっていう話はされているわけですよね。もっと前から言われている

のかもしれませんけれど、私の記憶のあれでいくとですね。高校生とかなんかその辺位にはすで

に人口は減っていくんだというようなビジョンが、発表があったんですよね。その通り今に至っ

ているわけじゃないですか。だからその40年間今まで何やってらったんです…あの人口の増加が

緊急の課題でありますとか云々っていうそいうったものがよく聞かれてくるのですけれど、何を

今さらその今さらそんなこと騒いでいるんですかっていう思いがありますでしょう皆さん。あり

ませんか。あるでしょう。それに伴って、東洋高校の南部のあれが東洋大学付属高校が撤退した

わけですし、そういった流れはすでに始まってらったわけじゃないですか。更に言えば、もっと

昔は「成長の限界」って「ローマクラブ」でしたか。ああいったあれが資源が限られているんで
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云々っていうレポートを出しました。その直後っていうのは、私は詳しくはわかりませんけれど

も、行政として人口を減らす政策というのも、人口を増やさない政策っていうのをやった時期も

あったようであります。そういう経緯があって、何を今さらばたばたばたばた騒いでんだろうな

っていう。やるべきことをちゃんとやってらら、ふえるのかつったら、そうでもねぇような気が

しますし。じゃあふやしてどうするんですかって。ずっと先のこと。先の社会環境の変化ってい

うのをどのように想定して、ふやすっていうことを政策として考えるのかっていうこととかがち

ゃんとしてないと、何かこれどっから出す金なのか、予算なのかわかりませんけども、何かもっ

たいないじゃないですか。やってもやんなくても同じじゃないですかみた、ちょっと白けた気持

ちになるんですね。そういう意味で、どういう使い方をいたしますかと。そういったことで思う

ところあれば、ご答弁ください。 

 

○議長（坂本正紀君） 川守田議員、今、企画財政課長が今課長になったばかりですので、だい

ぶ前のこととか答弁しかねると思いますので、その辺、簡単に。企画財政課長。 

 

○企画財政課長（西舘勝彦君） 人口減少につきましては、今までは日本トータルとしまして、

人口はふえていたものですから、そんなに身近な問題ではないというふうに日本全体として考え

ていたのではないかなと。ところが実際に、この数年で日本の人口そのものが減少に転じたと。

そこで、騒ぎになりまして、何とかしなければこの経済状況を維持できないのではないかという

ふうな形で今、進めているのではないかなというふうに考えております。以上です。 

 

○議長（坂本正紀君） 他に質疑はありませんか。 

（「質疑なし」の声あり） 

 

○議長（坂本正紀君） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 討論を行います。討論はありませんか。立花寛子君。 

（14番 立花寛子君 登壇） 

 

〇14番（立花寛子君） 議案第55号、2015年度南部町一般会計補正予算（第１号）についての討

論を行います。歳出、２款１項１目13節7,100万円と３款１項１目13節2,294万8,000円に関する

支出についてであります。 
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 社会保障・税番号制度対応システム改修業務について、変更なく業務を続けるのでしょうか。

日本年金機構の個人情報流出事件についてどのように考えておられるでしょうか。安倍政権は、

マイナンバーを成長戦略に位置付けていますが、成長どころか国民の個人情報の流出で衰退させ

かねません。今回の流出は、制度の根本欠陥を露呈したのではないでしょうか。マイナンバー制

を続けることは、個人保護の観点から言っても認められません。マイナンバー、社会保障・税番

号制度の実施中止と制度の拡大に強く反対するものです。以上の理由を述べ、社会保障・税番号

制度対応システム改修業務に対する支出には、反対するものであります。反対討論を終わります。 

 

○議長（坂本正紀君） 他に討論はありませんか。 

（「討論なし」の声あり） 

 

○議長（坂本正紀君） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 議案第55号を採決します。採決は起立によって行います。本案は、原案のとおり決定すること

に賛成の方は、起立願います。 

（起立多数） 

 

○議長（坂本正紀君） ご着席願います。起立多数です。 

 議案第55号は原案のとおり可決されました。 

                                          

 

◎議案第56号の上程、説明、質疑、討論、採決 

 

○議長（坂本正紀君） 日程第18、議案第56号、平成27年度南部町国民健康保険特別会計補正予

算（第１号）を議題とします。 

 本案について説明を求めます。健康福祉課長。 

 

○健康福祉課長（福田勉君） それでは、130ページをお開きください。議案第56号、平成27年

度南部町国民健康保険特別会計補正予算（第１号）のご説明を申し上げます。第１条ですが、既

定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ394万3,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入

歳出それぞれ31億894万3,000円とするものでございます。 
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135ページをお開きください。歳入でございますが、１款国民健康保険税、１項１目一般被保

険者国民健康保険税及び２目退職被保険者等国民健康保険税２つの項目合わせまして、6,248万

7,000円の減の補正でございます。国民健康保険税の条例改正でも説明申し上げましたが、条例

による減税分6,248万7,000円の減額補正でございます。９款繰入金、１項１目財政調整基金繰入

金6,643万円の増額補正でございますが、内訳が１款の国民健康保険税の減額分6,248万7,000円

の代わりとして、財政調整基金からの財源繰り替えです。6,248万7,000円そのほか、次のページ

歳出137ページをお開きください。歳出の方になりますが、394万3,000円の一般会計への繰出金

がございますが、これの財源分として、また135ページへお戻りください。財政調整基金からの

繰入金合わせまして、6,643万円の増額補正でございます。137ページに戻ります。お開きくださ

い。歳出ですが、394万4,000円の増額補正ですけれども、127ページをお願いします。127ページ

の７款１項３目観光施設費の18備品購入費、これはバーデの運動器具の購入備品ですが578万

6,000円及び129ページお開きください。ここの下ですね。10款６項２目保健体育施設費の18節備

品購入費640万8,000円。これが町民体育館及びＢ＆Ｇ海洋センターの運動器具の購入費ですが、

この２つ合わせまして、1,294万4,000円でございますけれども、この財源としてこの分の32パー

セントこれは国民健康保険の加入人口、全人口分の国民健康保険加入人口が32パーセントござい

ますので、先ほどの一般会計の運動器具購入分の32パーセントを国民健康保険会計から繰り出す

というものでございます。以上でございます。 

 

○議長（坂本正紀君） 説明が終わりました。 

 質疑を行います。質疑はありませんか。 

（「質疑なし」の声あり） 

 

○議長（坂本正紀君） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 討論を行います。討論はありませんか。 

（「討論なし」の声あり） 

 

○議長（坂本正紀君） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 議案第56号を採決します。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 
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○議長（坂本正紀君） 異議なしと認めます。 

 議案第56号は原案のとおり可決されました。 

                                          

 

◎常任委員会報告 

 

○議長（坂本正紀君） 日程第19、常任委員会報告を議題とします。 

 本件はお手元に配付しております報告書のとおり、常任委員長から報告がありましたので、説

明を省略し、質疑を許します。質疑はありませんか。 

（「質疑なし」の声あり） 

 

○議長（坂本正紀君） 質疑なしと認めます。これで常任委員会報告を終わります。 

                                           

 

◎委員会の閉会中の継続調査及び審査の件 

 

○議長（坂本正紀君） 日程第20、委員会の閉会中の継続調査及び審査の件を議題とします。 

 本件はお手元に配付しております申出書のとおり、会議規則第75条の規定により、常任委員長

から閉会中の継続調査の申し出がありました。 

 お諮りいたします。委員長からの申し出のとおり決定することにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 

○議長（坂本正紀君） 異議なしと認めます。 

 委員長から申し出のとおり、閉会中の継続調査及び審査とすることに決定いたしました。 

                                           

 

◎議員派遣の件 

 

○議長（坂本正紀君） 日程第21、議員派遣の件を議題とします。 

 お諮りいたします。本件については、お手元に配付のとおり派遣することにしたいと思います。
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これにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 

○議長（坂本正紀君） 異議なしと認めます。 

 議員派遣の件は、お手元に配付のとおり派遣することに決定しました。 

                                           

 

◎日程の追加 

 

○議長（坂本正紀君） お諮りします。 

 本日、発議第１号、南部町議会の議員の定数を定める条例の一部を改正する条例の制定につい

て追加提案されました。 

 この際、会議規則第22条の規定により、これを日程に追加し、議題にしたいと思います。ご異

議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 

○議長（坂本正紀君） 異議なしと認めます。 

 発議第１号を日程に追加し、議題とすることに決定しました。 

 ここで会議資料配付のため、暫時休憩します。 

（午後０時19分） 

                                           

○議長（坂本正紀君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 追加日程は、お手元に配布のとおりであります。 

（午後０時21分） 

                                           

 

◎発議第１号の上程、説明、質疑、討論、採決 

 

○議長（坂本正紀君） 追加日程第１、発議第１号、南部町議会の議員の定数を定める条例の一

部を改正する条例の制定についてを議題とします。 
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 本案について、提出者の説明を求めます。１番、山田賢司君。 

（１番 山田賢司君 登壇） 

 

〇１番（山田賢司君） どうも皆さんご苦労さまでございました。提案理由の説明を行います。 

 ただ今議案に供されました発議第１号、南部町議会の議員の定数を定める条例の一部を改正す

る条例の制定についての提案理由をご説明いたします。 

 町民の多様な声を町政に反映するには、人口、地域に応じて一定の議員数の確保が必要ではあ

ります。議会は、議事機関として町政運営の監視と評価機能を高め更に、政策提言等を行うとい

う重要な役割も果たさなければなりません。しかしながら、財政の健全化もその一つであります。

平成28年度から地方交付税はカットされます。また、南部町は厳しい財政状況におかれると思い

ます。議員の日当制とか、報酬のカット等、色んな部分でそういう声もありますが、私は現在の

報酬を維持し、生活保障することによって様々な環境下にある人にも、町政に参加する意欲を持

っていただきたいと考えています。 

 その考えを基本にし、人口減少、議会経費の削減を勘案した時に、次の一般選挙から議員定数

を現在の18人から２人削減し、16人とすることを提案するものであります。議員各位の賛同を賜

りますよう、よろしくお願い申し上げます。提案理由の説明といたします。 

 

○議長（坂本正紀君） 説明が終わりました。 

 質疑を行います。質疑はありませんか。 

（「質疑なし」の声あり） 

 

○議長（坂本正紀君） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 討論を行います。討論はありませんか。立花寛子君。 

（14番 立花寛子君 登壇） 

 

〇14番（立花寛子君） 議員定数削減について、地方自治を守るべき地方議員が減らされては、

苦情や要望を届けにくくなるばかりです。 

 職員を減らせ、議員を減らせの声は、地方分権改革の名のもとに、市町村合併、三位一体の改

革、行政改革の結果であります。それで、町の様子は活気に満ちたものになったのでしょうか。

まったく逆の方向に来ているのではないでしょうか。 
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 地域では、市町村合併をするのではなかった。よくなかったという声があがっています。良い

方向に発展させるために、議員の数は今のまま18名で良いと考えます。これ以上の削減は町民の

声を届けにくくするばかりであります。議員の姿を町民に理解してもらうためにも、数は必要で

す。常任委員会活動にも支障をきたす数にする必要はありません。今のままで十分です。議員定

数削減には反対するものであります。 

 以上の理由を述べ、反対討論といたします。反対討論を終わります。 

 

○議長（坂本正紀君） 他に討論はありませんか。 

（「討論なし」の声あり） 

 

○議長（坂本正紀君） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 発議第１号を採決します。採決は起立によって行います。本案は、原案のとおり決定すること

に賛成の方は、起立願います。 

（起立多数） 

 

○議長（坂本正紀君） ご着席願います。起立多数です。 

 発議第１号は原案のとおり可決されました。 

                                           

 

◎閉会の宣告 

 

○議長（坂本正紀君） 以上で、今期定例会に付議されました事件は、全部終了いたしました。 

 ここで閉会に当たり、町長から発言の申し出がございますのでこれを許します。町長。 

（町長 工藤祐直君 登壇） 

 

○町長（工藤祐直君） 第62回南部町議会定例会の閉会に当たりまして、一言ごあいさつを申

し上げます。 

本定例会は、６月５日から本日までの日程で開会され、議員各位には何かとご多忙の中、ご出

席をいただき、誠にありがとうございました。 

提出いたしました補正予算案をはじめ、条例改正、専決処分事項など、慎重審議いただき、ご
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議決、ご承認賜りましたことに対しまして、心からお礼申し上げます。 

また、議員発議で追加提案されました南部町議会議員の定数削減の条例改正につきましては、

採決の結果を重く受け止めたいと存じます。 

さて、先に行われました青森県知事選挙では、３期12年の実績が評価された三村知事が、引き

続き県政の舵取りを行うこととなりました。持ち前のエネルギッシュな行動力と明るさで、さら

に元気な青森県を作り上げることを、ご期待申し上げるところであります。 

当町を取り巻く新しい動きとしましては、平成29年１月に中核市への移行を目指す八戸市が、

定住自立圏をさらに発展させた中枢都市圏の形成に向け、連携施策の検討を始めるということで

あります。連携施策の中で、圏域全体の経済成長のけん引分野として挙げられているのが、広域

観光と農業振興であり、当町が先駆けて取り組んでいる分野でありますので、その強みを生かし

つつ、圏域で取り組むことによるメリットが得られるよう、知恵を出し合っていきたいと考えて

おります。 

町内に目を向けますと、南部町の春の恒例行事が新聞紙上を賑わせております。名久井農業高

等学校の苗の販売はいつも大盛況でありますし、同校の生徒と町内会の方々による駅周辺の花壇

整備、古式定規を使った小学生の田植えや、鍋条例のキャラクター「なべまる」がテーマとなっ

た田んぼアート、そして、今年もいよいよ農業体験型修学旅行の受け入れが始まりました。 

 国際グリーン・ツーリズムとして、アセアン諸国からの３団体を受け入れるほか、現時点で15団

体が決定しており、最終的には、昨年度と同じ程度の20団体を越える受け入れを見込んでおりま

す。 

さて、当町をはじめ、全国の自治体が直面している人口減少問題は、一朝一夕に解決するもの

ではなく、本議会の一般質問で取り上げられました、出生率の向上や農業の６次化、若年女性人

口の増加策や介護保険など、全てのご質問が、「どうやって南部町の人口減少に歯止めをかけ、

活気のある町を維持していくか」ということにつながるものばかりであります。 

議員各位がご懸念されているとおり、人口減少問題は様々な分野に影を落してまいります。私

どもも、思いは同じであり、議員各位や町民の皆様の思いをしっかりと受け止め、将来を見据え

た取り組みを実行してまいりたいと考えております。 

安全・安心なくして、人口減少対策を進めることはできません。災害のない年であることを祈

り、町民の皆様に防災意識を高めていただくため、７月26日に、福地地区を主会場とした南部町

防災訓練を開催いたします。 

災害から町民を守るため、国や県が行うべきことは強く要望し、町がやるべきこと、できるこ
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とはしっかりと実行していきながら、自主防災組織の設立と活動強化を進めていくことにより、

行政、防災機関、地域が一体となって、地域防災力を高めて参りたいと考えております。 

また、合併10周年記念の事業の一環として、坂本サトルさんが向小学校を訪問し、南部町合併

10周年記念ソング制作のため児童との交流会の様子が本日、６時15分からのＲＡＢニュースレー

ダーで放送、放映されると伺っております。ぜひ、議員の皆様も機会を見てご覧いただければと

思ってございます。 

これから益々暑くなってまいりますが、議員各位におかれましては、健康には十分留意され、

これまで以上のご指導、ご協力を賜りますようお願いを申し上げまして、本定例会のお礼のごあ

いさつとさせていただきます。ありがとうございました。 

 

○議長（坂本正紀君） ここで、閉会に当たり私からも一言、あいさつを申し上げます。 

 今期定例会は、６月５日から本日までの６日間でありましたが、議員各位には議会運営にご協

力いただくとともに、各案件の審議に終始熱心に取り組まれ、本日ここに閉会の運びとなりまし

たことを議長として厚く御礼を申し上げます。また、町長初め理事者各位のご協力に対しまして

深く感謝を申し上げます。議員各位から表明された提言、意見等を踏まえながら町民に住みたい

住み続けたいと思われる町づくりのため、創意工夫による事業展開にまい進されますよう、町長

初め理事者各位にお願いを申し上げます。時節柄、皆様におかれましては、健康に十分注意され、

ますますご活躍いただきますことをご祈念申し上げ、簡単ではございますが私のあいさつといた

します。 

 これをもちまして、第62回南部町議会定例会を閉会いたします。 

（午後０時33分）
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地方自治法第126条の規定により下記に署名する。 

 

 

南 部 町 議会 議 長    坂 本 正 紀 

 

 

 

署 名 議 員    山 田 賢 司 

 

 

 

署 名 議 員    東   寿 一 


